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　2024年度は国と地方で二つの計画の策定に向けた作業の進捗状況に注目が集まった。
ひとつは昨年６月に四半世紀ぶりに改正・施行された食料・農業・農村基本法（以下、
基本法）を具現化する食料・農業・農村基本計画（以下、基本計画）である。一方、地
方では農業経営基盤強化促進法を改正し「人・農地プラン」を法定化した地域の未来図
である「地域計画」を市町村は2025年３月末までに策定することになった。農業委員
会組織は、10年後の耕作者を地主等の意向も踏まえ農地一筆ごとに色付けする地域計
画の核となる「目標地図」の素案作成を担うことになった。
　基本計画の審議が本格化してきた昨年11月、農水省は新たな試算を公表した。国と
して何らかの手立てを講じなければという前提ではあるが、わずか５年後の2030年に
農業者は54万経営体に半減（2020年比）し、耕作面積は東北地方の農地面積81万ha
を超える92万haが減少するというショッキングな見通しだった。机上の計算と冷静な
受け止めもあったが、これに真実味をもたせたのが地域計画の分析結果だった。地域計
画は一部市町村を除く1613市町村18633地区で策定が完了したが、10年後に受け手が
おらず耕作されない農地（色が塗られない白地農地）が農地面積の約３割にあたる139
万haを占めた。同計画をさらに深掘りしてみると既に75歳を超える農業者でも色が塗
られている計画と塗られていない２タイプの計画が存在し、加えて、規模縮小の意向が
ある農地これらを全て白地とした場合には約６割の農地が耕作放棄地になりかねないと
いうことで、危機感が更に強まった。
　政府は、今年度からの５年間を農業構造転換集中対策期間と位置付け、４本の柱に集
中的に予算を投じる計画だ。そのひとつが農地の大区画化。受け手のいない農地につい
ても大区画化での基盤整備を加速化する。基本計画の中でも農地施策の方向性が示され
ており、集積ではなく「集約化」がキーワードになっている。使い勝手のよい大区画で
集約された農地を国が用意する。「工業団地」ならぬ『農業団地』構想ともいえる。参
入者にはインセンティブ措置として、機械や施設整備等の支援を集中するという。当然
ながら国の補助率の見直しもセットだろう。では参入者とは誰を想定しているのだろう
か。
　小泉農相が誕生したことで経済界も経団連、経済同友会が相次いで小泉農相との会談
を要請、実施されるなど不穏な動きが出始めている。会談では企業の農業参入が議題に
なったという。ちょっと待ってほしい。2024年基本法の改正とあわせ農地関連法のひと
つ農業経営基盤強化促進法が改正され、農地所有適格法人の出資（議決権）要件を緩和
し農業関係者以外からの出資を受け入れやすくしたばかり。対象を地銀ファンドと食品
事業者に限っているが、まだ施行数か月で早くも対象拡大緩和を求めてなのか、いささ
か段取りが良すぎる感が。小泉農相の米担当大臣の次の関心事から目が離せなくなった。

巻・頭・言
食料・農業・農村基本計画と地域計画
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　2025年春の農政の特記事項は全国の市町
村における地域計画策定、食料・農業・農村
基本計画の閣議決定の二つを挙げることに異
論は少ないと思われる。筆者はその二つの計
画に図らずも関与してきたことを踏まえ、本
稿ではその二つの計画について述べていきた
い。
　筆者は平成24年に「人・農地プラン」が
スタートし、令和元年の農地中間管理事業の
推進に関する法律の５年後見直しを踏まえた
「人・農地プランの実質化」、そして今般の地
域計画については令和３年に農業経営基盤強
化促進法の改正等が検討され始めた段階、地
域計画を農水省が構想した段階、改正法審議、
改正法施行、市町村・農業委員会で策定実務
が緒に着いて以降、この３月末に全国1,600
超の市町村で地域計画が策定され、現在では

その実行に取り組まれているが、一貫して推
進支援する観点で関与してきた。
　また、基本計画については食料・農業・農
村政策審議会の委員として昨年８月29日の
審議会において当時の坂本農水大臣から審議
会へ基本計画を策定するべく諮問があって以
降、本年３月21日に当時の江藤農水大臣へ
答申するまで12回にわたる審議に全て参加
し検討に加わった。
　それらを踏まえ本稿では、以下の３点につ
いて記していきたい。

　Ⅰ．�食料・農業・農村基本計画における地
域計画を巡る議論と位置付け

　Ⅱ．地域計画が炙り出した諸課題
　Ⅲ．�地域計画の実行（実現とバージョンアッ

プ）に向けて

第１章　食料・農業・農村基本計画における地域計画を巡る 
議論と位置付け

１．基本計画全編にわたり地域計画の記述
　地域計画が改正基盤法の令和５年４月の施
行を受け、市町村・農業委員会の現場で策定
が始まった際、筆者は農水省の担当官と「地
域計画の主管課である経営局経営政策課だけ
の業務であってはならない」、「およそ全農林

水産省の施策との連携すなわち横串を刺すよ
うな状況」にならないと計画のための計画と
なり、目標地図も画餅に帰す、と警鐘を鳴ら
す事に腐心した。当初は、主管課においても「な
かなか他局との連携は至難」と難渋していた。

地域計画の実行（実現とブラッシュアップ） 
に向けて

一般社団法人全国農業会議所　専務理事　稲垣　照哉

寄　稿
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　そのような状況が継続していたと思われる
令和６年11月６日の食料・農業・農村政策
審議会第112回企画部会において筆者は以下
の発言を行った。「その話し合いに政策の横
串をどう刺していくのかという視点が大事か
と思います」と、地域計画について農業施策
の横串を刺すことを強調した。
　この間、農林水産省内でもこの課題は強く
認識され、令和５年から６年度にかけ地域計
画と他事業との関連通知を発出している（図
表１）。
　このような対応も踏まえ、基本計画には
140頁の中に43カ所も地域計画についての
記述がなされた。地域計画の核心部分（図表
２）の外でも図表３にあるように基本計画の
全編にわたってその記述がなされている。「国
内の食料供給」の箇所では作物別の施策が記
述されているが米、麦、大豆、飼料作物、野
菜、果樹、茶と各作物ごとにも地域計画の言
及がなされている。その他「輸出の促進（輸

出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化）」、
「環境と調和のとれた食料システムの確立・
多面的機能の発揮」、「自然災害への対応」、「食
料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するために必要な事項」と基本
計画の主要な項目において地域計画への言及
がなされたことは構造転換を標榜する政策策
定・遂行期間において、あまねく地域計画に
よって各施策への横串が刺されたと言えるの
ではないか。しかしながら多くが「地域計画
で農地の集積・集約化」的な記述となってい
るのは後ほど課題の箇所でも述べるが、地域
計画は本来「地域の農業の将来像を地域で語
り合い策定」されるべきでありながら、目標
地図の策定が優先された市町村・農業委員会
の現場の課題を基本計画レベルでも農地の集
積・集約が優先されており、今後の地域計画
の実行に当たる際の懸念材料とならないか危
惧される。

図表１ 地域計画関連通知について
図
表

通知名 発出元（発出日） 概要

1 中山間地域等における地域計画策定推
進緊急対策事業及び農山漁村振興交付
金の最適土地利用総合対策の
取扱いについて

経営局経営政策課、
農村振興局農村政策部
地域振興課
（令和5年2月17日付）

 両事業はともに地域の関係者が協議を行うことを基本と
するため、一体的に取り組み負担軽減に努めること等を
周知

2 中山間地域等直接支払交付金の適切な
運用等について

農村振興局農村政策部
地域振興課
（令和5年4月1日付）

 集落協定の参加者が地域計画の協議の場に積極的に参加
するよう周知依頼
（→集落協定に係る農用地全てを含む地域計画は、集落
戦略とみなすことが可能）等

※農振農用地かつ地域計画内の農用地であることが事業要件
3 多面的機能支払交付金における「地域

資源保全管理構想」と地域計画（人・
農地プラン）について

農村振興局整備部農地
資源課
（令和5年4月12日付）

 地域計画に地域資源保全管理構想に準ずる内容が含まれ
る場合は、地域資源保全管理構想を作成したとみなすこ
とが可能 等

4 「飼料産地」のモデル地域の候補と
なる市町村の選定について

畜産局飼料課
（令和5年11月10日）

 地域計画策定予定の市町村において、飼料産地のモデル
地域候補の選定に係る協力を依頼

5 地域計画（人・農地プラン）と農地
整備事業等との連携について

経営局経営政策課、
農村振興局整備部農地
資源課、水資源課
（令和6年4月9日付）

 地域計画と経営形態計画図は、将来の農地利用の図示が
共通するため、相互に連携するよう周知

6 地域計画の策定と連動した輸出産地形
成の推進について

輸出・国際局輸出支援
課、経営局経営政策課
（令和6年6月24日付）

 地域計画の策定と連動して輸出産地形成を呼びかけ

図表１　地域計画関連通知
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図表2 基本計画における地域計画の記述①
第４ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 .

Ⅰ 我が国の食料供給

２ 食料自給力の確保

（２）サスティナブルな農業構造への転換に向けた具体的取組

① 地域計画を核とする取組

ア 地域計画に基づく担い手の育成・確保

経営体数の減少や新規就農等の状況は品目ごとに大きく異なるが、経営体数は全体として大きく減少し、2030 年

には2020 年比で半減する見込みである。このような中、農地を適正に利用する経営体を確保していくためには、将来

の担い手の育成・確保を推進し、販売金額に占める担い手のシェア拡大や、農業者の世代間のバランスの確保などを図

ることで、持続可能な農業構造にしていくことが重要である。

このため、規模の大小や個人・法人などの経営形態にかかわらず、農業で生計を立てる担い手の育成・確保を進める。

その際、地域計画に基づき、担い手への農地の集積・集約化を推進することを基本としつつ、農業を副業的に営む経

営体など多様な農業者が農地の保全・管理に一定の役割を果たしながら、地域において自立的・持続的に農業生産が行

われるようにすることを通じ、農地の保全や集落機能の維持を推進する。

また、担い手への円滑な経営継承に取り組むとともに、農業教育の充実等を通じた農業内外からの幅広い新規就農

者の育成・確保に向けた総合的な支援、法人参入の促進、所有者不明農地の解消等を推進する。

こうした取組の推進に当たっては、地域計画をベースとして、地域が自らの実情を客観的に捉え直す必要があり、国

は地方機関との緊密な連携の下、市町村における地域計画の継続的なブラッシュアップや実現に向けた取組をプッシュ

型で支援する。また、農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構、農地中間管理機構、農協、土地改良区等の関係機関

に加え、地域のその他の団体・関係者も一体となって地域計画の実現に向けた取組を実施できるよう後押しする。

イ 地域計画の分析・検証と適正な農地利用の在り方の検討

高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や荒廃農地の拡大が進み、地域の農地が適切に利用されなくなるこ

とが懸念される中、農地の有効利用につながるよう、農地の集約化等の取組を加速化することが重要である。

既に策定された地域計画においては、規模の小さい地区で話合いを行ったことにより、地区内に農地の受け手がい

ない計画や、地区として将来の具体的なビジョンが描けない計画が見受けられる。また、所有者が不在村の農地や近い

将来に不在村の相続人に相続される農地が多くある状況や、樹木・農業用ハウス等が農地に附帯していることにより、

農地の貸借が進まず、農地の集積・集約化を進める上での阻害要因の一つとなっている状況などが明らかになりつつあ

る。

このため、これらの状況を念頭に置きつつ、2025 年度以降、策定された地域計画により地域の農地利用の実態が

明確になることから、国のリーダーシップの下、地域計画の分析・検証を行い、適正な農地利用の在り方について検討

し、その結果を踏まえ、必要に応じて制度・事業等の見直しを実施する。

その際、適正な農地利用に当たっては、全ての品目で農地の集約化が有効であるとともに、品目別の団地化が重要で

ある。このため、地域計画の分析による農地の集約化の状況把握とこれまでの取組の在り方を踏まえた課題抽出を行

い、農地の集約化がより効果的に促進されるよう、必要な対応を進めるとともに、集約化の進捗率を定量的に評価する

ための手法を実装するよう検討を行う。

また、国・地方公共団体間の連携や他産業の事業者等の参画も推進しつつ、地域計画を更に進化させ、「誰に集約する

か」に加え、「どの品目の産地にしていくか」の視点を加えた「地域計画を核とした産地づくり」を推進する。

さらに、地方公共団体が新規参入する経営体を誘致しやすくするため、あらかじめ整備された農業団地を形成するた

めの新たな方策を検討するとともに、果樹、施設園芸は、集約化した産地づくりの課題となる老木抜根、農業用ハウス等

の施設の撤去等の対策を検討し、外部からの新規参入を推進するための措置について検討する。

くわえて、不在村の農地所有者が増加すると、その所有農地の利用が困難になるおそれがあるため、地域計画の枠組

みにおいて、所有者だけでなく相続人まで意向を把握し、相続前における権利移転の促進や、相続発生の時点で農地の

適正利用を確保する新たな方策を検討する。

図表２　基本計画における地域計画の記述①
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寄　稿

Ⅰ　我が国の食料供給

P23 １．国内の食料供給
⑴水田政策の見直し

農業者が急減する中で、地域計画の実現に向け、担い手が生産性の向上を伴いながら
より多くの離農農地の引受けを進めていけるよう、農地の集約化等への支援制度につ
いて、既存制度を見直し、強化する。

P24 ⑵土地利用型作物・米 地域計画に基づく農地の集積・集約化に加え、生産コストの把握・低減に係る技術実
証や人材育成等の総合的な取組を進める

P27 麦
地域計画に基づく農地の集積・集約化により規模拡大を進めるとともに、大区画化や
汎用化・畑地化等の基盤整備、スマート農業技術等を活用した省力的な栽培体系によ
る適期作業の推進、多収品種の開発・導入等により、生産性の向上を図る

P29 大豆 地域計画に基づく農地の集積・集約化により規模拡大を進め、生産性の向上を図る。
P35 飼料作物 地域計画に飼料生産を位置付け、国産飼料の作P35付拡大を推進する

Ｐ37 野菜
国産野菜の生産基盤の維持・強化に向けて、スマート農業技術・省力化品種・高温耐
性を備えた品種等の開発・導入や地域計画に基づく農地の集積・集約化、基盤整備な
どによる生産性の向上・コスト低減を進める。

P39 果樹
地域計画に基づく園地の集積・集約化や基盤整備を進めるとともに、省力樹形等の導
入、スマート農業技術の開発・導入、省力化栽培への適性や化学農薬使用量削減にも
資する病害抵抗性を有する品種等の開発・導入を強力に推進する。

P50 茶
地域計画に基づく茶園の集積・集約化を進めるとともに、基盤整備を通じた大規模化
や、スマート農業技術の開発・導入等により、管理・収穫作業の機械化・効率化を加
速するとともに、茶樹の改植を推進する

P51
２．食料自給局の確保
⑴�品目別の農業構造の転換の方
向性・土地利用型作物

地域計画に基づき、経営規模を拡大する経営体に対し、農地の集積・集約化を進める。

P52 野菜

露地野菜については、加工・業務用野菜等の需要に応え、農地の基盤整備を進めると
ともに、地域計画を活用して集約化した産地を育成し、生産性の向上を進める。施設
野菜については、スマート農業技術を活用した生産性の向上や経営規模の拡大、それ
を可能にする法人等の経営基盤強化を図る。

P53 果樹
地域計画に基づき、樹園地の集積・集約化や基盤整備、新たな果樹団地への移設を進
めるとともに、新たな果樹団地で省力樹形等やスマート農業技術、機械の導入等を行
い、生産性の高い果樹産地の育成を推進する。

P53 飼料作物

国産飼料の作付拡大に向け、地域計画に飼料生産を位置付けていく。さらに、コント
ラクター、TMR センター等の外部支援組織の運営強化、耕畜連携、スマート農業技
術の導入等による省力化を推進するほか、労働生産性や単収の面で有利な栄養価も高
い青刈りとうもろこし、牧草、ソルゴー等の飼料作物について、作付けを拡大する。

P58
⑵�サステイナブルな農業構造へ
の転換に向けた具体的な取組

　⑥共同利用施設の合理化

産地の実態を踏まえた、既存施設の役割の見直しに係る協議や修繕・更新に係る実践
的な計画の策定及びその実施体制の構築等を行った上で、地域計画に基づく産地の将
来像の実現に向け、老朽化した共同利用施設の再編集約・合理化を促進する。

P59
⑶�農業の生産基盤の確保に向け
た取組・②農業生産基盤の整
備・保全

地域計画と連携しつつ、農地の大区画化、草刈り・水管理等の管理作業の省力化整備、
水田の汎用化・畑地化等を推進する

P59

⑷生産性向上に向けた取組
　① �生産性向上に対応した基

盤整備
　ア  �スマート農業、国内の需

要等を踏まえた生産に対
応した基盤整備

区画整備、汎用化等の基盤整備状況については、水田面積全体に対して、30a 程度
以上の区画に整備された面積は68％、排水改良が行われた面積は47％であり、一定
程度進展してきている。一方で、50a以上、１ha以上に大区画化された面積は、そ
れぞれ全体の12％、６％にとどまっている。基盤整備が行われておらず、良好な営
農条件が確保されていない農地については、担い手が借り受けしづらい状況があり、
地域計画でも受け手不在農地となる可能性が高い
地域計画と連携しつつ、畦畔除去等の簡易整備を含む農地の大区画化を推進するとと
もに、ほ場周りの草刈り・水管理等の管理作業の省力化に資する整備、情報通信環境
の整備等を推進する。

P69 ⑸生産資材の供給
　④飼料 地域計画に飼料生産を位置づけ、国産飼料の作付拡大を推進する

図表３　基本計画における地域計画の記述②
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Ⅱ 輸出の促進（輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化）

P85

１ �農林水産物・食品の輸出の促
進

（2）供給力向上の取組
　① �海外の規制・ニーズに対応

した生産・流通への転換

このため、GFP による輸出事業者のコミュニティ活用等を通じて、輸出に意欲的に
取り組む農林漁業者・食品事業者の増加を促進するとともに、輸出先国・地域のニー
ズや規制に対応した産品を、安定的・継続的に輸出する「フラッグシップ輸出産地」
を始めとする大規模に輸出に取り組む産地が輸出の大宗を担うよう、これらを拡大し、
地域計画とも連携しつつ、その更なる発展を後押しすることで、収益性の高い自立的
な輸出生産基盤の確立を図る。

Ⅳ 環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮

P96

１ �農業生産活動における環境
負荷の低減

（1）�環境負荷低減に向けた横断
的な取組

それらの取組が農山漁村の持続的な発展に資するよう各地域の地域計画にも位置付け
られた上で、地域の実情や個々の品目の特性に応じた取組や、耕畜連携等の業種の枠
を超えた取組を進めるとともに、その実施に当たっては、環境負荷の低減の過程で新
たな環境負荷が生じることがないよう留意する必要がある。

P100

（2）�環境負荷低減に向けた個別
分野の取組

　② �生物多様性の保全等に関
する取組の推進

　イ 有機農業の推進

このため、団地化を進め産地育成を図る観点から、地域計画と連携し、オーガニック
ビレッジの横展開や、みどりの食料システム法に基づく有機農業のモデル区域の設定
等、有機農業の産地づくりに取り組む市町村の拡大を図る。

Ⅶ 自然災害への対応

P120

１ �東日本大震災からの復旧・復
興

⑵　原子力災害被災地域
　① �原子力被災12 市町村にお

ける営農再開

原子力被災12市町村における避難指示解除の遅かった地域を中心に、帰還者数、帰
還者の営農意向、必要な施設整備の状況、地域計画の策定状況などを踏まえ、担い手
の確保など残された課題を的確にとらえて営農再開の加速化を図り、さらに、個々の
農業者による点的な再開にとどまらず、市町村を越えた広域的な産地として再構築し、
農業の復興を確かなものとすることが必要である
このため、地域計画に基づき、担い手への農地の集積・集約化を進めるとともに、スマー
ト農業技術の導入を推進し、労働時間が米の1/4で、作期分散が期待できる麦、大豆
の導入や省力的な収穫調製作業や機械化体系導入が可能な加工・原料用野菜の生産拡
大を図ることで、省力的かつ儲かる農業生産体系の構築に取り組む。

第５ 食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

P129

１� DX（ デ ジタルトランス
フォーメーション）の推進

（３）�行政データ等の利活用の
高度化

このため、地域計画における目標地図で示された農地利用意向情報の活用・デジタル
化の促進や、現地確認業務の効率化等に向けて、民間サービスとの連携も含め、農林
水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図）の利活用の向上を図る。

P130
３ �食料システムの関係者間の
連携

（１）関係者間の相互連携

また、食品アクセスの確保、食育の推進、官民共創、農福連携、農村RMOの形成、
地域計画の実現など、食料・農業・農村の課題解決などに向けては、農業者や食品事
業者、関係団体とNPO等各種団体といったステークホルダーとの協働や、それら団
体間の相互連携を行政が仲介しながら図ることが重要である。

P133 ５ �地域の実態に即した施策の
展開

また、人口減少に伴う農業者の減少が見込まれる中、地域計画に基づく担い手への農
地の集積・集約化を進めつつ、多様な農業者の参画も支援し、全体としての農業構造
を維持するため、現場の課題やニーズ等を積極的に把握しながら、地域の実態に即し
た施策の展開を図る。

（参考１）主な耕種農業に関する農業構造の見通し

P134 ・ 1 趣旨
農業者の減少や高齢化が見込まれる中、食料自給力を確保するには、地域計画に基づ
く担い手への農地の集積・集約化を通じ、農地の適正利用を推進していくことが不可
欠である。
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２．地域計画策定の状況を浸透させる取り組み
　令和６年度当初来、筆者が市町村・農業委
員会における地域計画の策定について支援の
取り組みをする中で、懸念を抱いたのは当時、
農水省、国会関係者と地域計画について話を
する際、その方々の多くが、期限である令和
７年３月末日には図表４の①のような担い手
に集積・集約を目指す地域計画が太宗を占め
ると認識されているのではないかと思えたこ
とである。
　現場の状況に接する機会が多い全国農業会
議所では、農水省のホームページ「人・農地
プランから地域計画」のページに「地域計画
策定状況」の項目が令和５年度から設けられ
ており、そこに、地域計画を策定した市町村の
計画や目標地図が掲載されており、それを分
類整理し図表４の通り①担い手へ農地を集積・
集約型、②現状維持型、③農業を担う者が特
定困難型の３通りに整理した。そして①は極僅
かで多くは②③になると認識していた。
　そして全国農業会議所は令和６年９月から
「目標地図の素案等の実態把握」に取り組んだ。
これは都道府県農業会議による市町村農業委

員会の素案策定業務や農業委員会・市町村段
階の地域計画策定業務を伴走支援する観点か
ら原則、都道府県農業会議職員が管内の市町
村農業委員会を巡回し、面会聞き取りなどを
行う（郵送方式の取り組みもあり）過程で課題
の析出と取り組みを加速することを目指したも
のである。年内中は取り組みを継続し調査のた
めの調査ではなく農業委員会と市町村の取り
組みを支援する過程で取り組み状況の把握に
努めた。この取り組みを令和７年年明けまで行
い２月後半には図表４のとりまとめを行った。
全国農業会議所ではこれらの取り組みを令和
６年夏以降、６年度いっぱい図表４を農水省・
国会関係者に継続的に示し説明を実施した。
　全国農業会議所はこれらの取り組みを通じ
て、「地域計画の多くは①は僅かで②③が太宗
を占める」、「①については法律に基づいて農
業委員会は農地所有者等に農業を担う者とさ
れた者へ対して利用権設定を促す」、「②③に
ついては変更を視野に話し合いを継続して地
域計画のバージョンアップを図っていくこと
が必要になるであろう」という認識に至った。

1

実現 完成度を高める（ブラッシュアップ）
①担い手へほぼ集積・集約 ②現状維持が多い ③担う者を特定できない農地が多い

１割 ６割 ３割
地図に沿って権利設定の取組 話し合の継続・耕作者の動向を常に把握 地域外から担い手等を呼び込む等

図表４ 地域計画の類型
図表４　地域計画の類型
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３．基本計画検討段階における地域計画をめぐる論議
　食料・農業・農村政策審議会企画部会にお
いて地域計画を巡る議論が集中的に行われた
のは、令和６年11月６日の第112回企画部
会である。
　その中で、「 地域計画の策定プロセスは優
れているが、地域主導の計画と、国が主導す
る生産品目や生産地の戦略を綿密に調整しな
ければ、大きな変化を阻害する既成事実とな
る恐れがある」、「地域計画の策定と合意形成
は困難で、地域任せにせず、国によるトップ
ダウンの意思決定が必要である。来年３月ま
でに策定される予定の地域計画は、集約化に
は不十分な内容となり、集積のスピードに間
に合わないことが見えている。国全体として
最適なポートフォリオを策定する必要があ
る」など白地農地の多い地域計画が多く農地
の集積等の意思決定を地域任せにするのでは
なくトップダウンで行うべきなどの発言がな
された。
　それに対し筆者は「地域計画は、引き受け
手のいない白い農地を公表し、将来への希望
を示す意義がある。農水省が良く使う『随時
変更可能』の表現は『バージョンアップ』な
ど前向きな言葉に変えるべき。また、計画の
実行に当たっては国のトップダウではなく地
域主導のボトムアップとの調整が不可欠。国
や都道府県が具体的な提案をプッシュ型で行
うことで、集約化を加速させるための議論を
深める必要がある」との趣旨の発言を行った。
　これに対し杉中経営局長（当時）が「その
結果として地域計画の中に白地農地が多くあ
ることは悪いことではなく、地域の中だけで
は将来農地を維持していけないことを把握し
た上で、その地域だけで解決できない問題を
解決するために、その地域の範囲を広くした

り、外の人を呼んできたりといった議論も必
要と考える。そのため、令和７年３月末で終
わりではなく、必要な見直しをし続けること
が重要」、「３月末までに定める地域計画で全
て完結するとは考えていない。地域の話し合
いの中で、将来の適正利用が見通せない農地
もかなり出てくると思うが、その事実を元に
このままでいくと地域の農地が利用されなく
なってしまうと地域で認識した上で、外部の
人に来てもらうしか選択肢がないのかなど、
さらに話し合いを続ける」、「10年後の農地
利用について、全く人を集められない可能性
などを明らかにすることを目的としており、
現状のままいけばどうなるのか可視化するこ
とが大事。これらを生産性の高い集約化され
た農業を実現する施策につなげていきたい」
と、 さらに前島農村振興局長（当時）も「地
域計画はトップダウンで進めるべきという意
見もあったが、どの作物を集約化するのかな
ど、地域が合意した上で進めていくことが一
番の近道ではないかと考えている」と繰り返
し、地域計画は国がトップダウンではなく時
間をかけ、ボトムアップで取り組むことの重
要性に言及している。農水省でも地域計画は
法定化された２年間で完璧なものが出来上が
るのではなく、法律上の策定期限である令和
７年３月末日を跨いでからも話し合いを継続
して完成度を高める必要があることを明らか
にしたことに、この日の企画部会の意義があ
ると言えよう。
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４．地域計画の核心的な記述
　基本計画における地域計画の核心部分は、
「Ⅰ我が国の食料供給」の「２ 食糧自給力の
確保」の「（２）サスティナブルな農業構造
への転換に向けた具体的な取組」の冒頭に「①
地域計画を核とする取組」として1,704字も
割いて記載されている（図表２）。
　その中でも「国は地方機関との緊密な連携
の下、市町村における地域計画のブラッシュ
アップや実現に向けた取組をプッシュ型で支
援する」との記載における「市町村における
地域計画のブラッシュアップや実現に向けた
取組」の「ブラッシュアップ」と「実現」は、
策定された計画は実行が必須なわけでそれを
この２語で整理したことは注目される。３．
で記述した通り、地域計画の策定は策定期限
の令和７年３月31日で終了する訳ではなく、
筆者は審議会で法律上の「変更」に引き付け
「バージョンアップすべき」と発言したよう
に地域で話し合いを継続してより良いものを
作っていく取り組みを「ブラッシュアップ」
との表現となった。筆者は本年４月以降「地
域計画の実行は実現とブラッシュアップ」と
の惹句で現場の理解を求めている。その際、
少なくない農業者や農業委員等から「ブラッ
シュアップの意味は」との質問を受ける。感
覚的にブラッシュアップを磨き上げよりよく
すると分かっていることでも現場に対して、
すなわち政策の受け手に対して、丁寧な説明
と対応が大事なことの証左である。これらの
記載は、全国農業会議所が現場の策定状況を
踏まえ、策定後の支援のあり方として提案・
要請してきた内容を受け止めた内容となって
いると認識している。またトップダウンでは
なくプッシュ型の支援と敢えて記述されたこ
とは、現場に寄り添って肩を押すような支援

を期待させる記載であると言えよう。
　また「国のリーダーシップの下、地域計画
の分析・検証を行い、適正な農地利用の在り
方について検討し、その結果を踏まえ、必要
に応じて制度・事業等の見直しを実施する」
との記載は、今後国では策定される約２万の
地域計画の分析・検証を行い必要な見直し行
い、地域計画を法定した令和４年の基盤法等
の改正いわゆる「農業経営基盤強化促進法等
の一部を改正する法律」の５年後見直しとし
て令和９年頃の改正を想定しているものと思
われる。
　そして「不在村の農地所有が増加すると、
その所有農地の利用が困難になるおそれがあ
るため、地域計画の枠組みにおいて、（略）
農地の適正利用を確保する新たな方策を検討
する」との記載は、見直しに当たって不在村
地主に対する手当てを検討することにつなが
るものとして、地域計画の策定に取り組む中
で農業委員会系統組織が直面した、また現に
直面している大きな課題に焦点が合わせたも
のと注目される。
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第２章　地域計画の策定が炙り出した諸課題

１．地域計画が炙り出した農地利用の深刻な問題�
（将来利用されないリスクを抱える農地の現状＝３割問題の衝撃）

　地域計画の策定プロセスは、日本の農地が
抱える隠された問題を具体的に可視化させた
とも言える。
　農水省が令和７年４月に公表した「地域計
画の策定状況（令和７年３月末時点（速報）」
によれば、令和７年３月末時点の地域計画の
策定数（速報値）は、全国1613市町村、
18,633地区。地域計画区域内の農用地等の
面積は424万ha。うち、農業振興地域の農
用地区域の農地面積は380万ha、目標地図
に位置付けられた農業者の10年後の経営面
積は284万ha（67％）。逆算すれば139万
ha（33％）は農業を担う者を特定できなかっ
た≒将来の受け手が位置づけられなかった農
地面積であることが懸念される（図表５）。
　これが標題の「将来利用されないリスクを

抱える農地の現状＝３割問題の衝撃」である
（図表６）。
　この「３割問題」は、地域計画の主目的で
ある農地の有効活用の確保と耕作放棄地化防
止等とは真逆の、極めて深刻な事態が将来的
に発生する可能性を浮き彫りにしたと言え
る。
　さらに農水省は令和７年６月に「地域計画
の分析・検証について」を公表した。これは、
令和７年２月28日時点で、先行して策定さ
れた466市町村4643地区の地域計画を分析
したもの。
　分析対象となった地域計画の農用地面積は
104万haで、分析の結果、将来の受け手が
位置づけられていない農地が36.3％（38万
ha）あることが分かった。

284
（ 67%）

139
（33%）

農業を担う者が位置づけら
れた１０年後の経営面積

将来の受け手が位置づけら
れていない農地面積

図表５ １０年後に受け手がいない農地が３３％

３月末速報値（18,633地区）４２４万ha

（万ha）

図表５　１０年後に受け手がいない農地が３３％
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　さらにこの分析では、目標地図において、
10年後の担い手として現在の高齢農業者が
位置づけられている農地が14.7％、規模縮
小の意向がある担い手の農地が8.4％存在す
ることが明らかになった。これらを考慮する
と、実質的に将来の受け手の展望がなく、利
用されないリスクを抱える農地の割合は、驚
くべきことに全体の59.4％に達する 。
　この結果は、地域計画が単に「問題を解決
していない」だけでなく、計画策定の過程自
体に、地域の潜在的な問題を内包している可
能性を示唆していると言えないだろうか。特
に、「現況地図にほぼ近い目標地図」が作成
された計画では、10年後の担い手が過大に
位置づけられている傾向があり、将来的に受
け手のいない農地が過小評価されている可能
性が懸念される。だからと言って、約６割の
農地が10年後、将来受け手がいないリスク
を抱えていると言って一瀉千里に農地の集

積・集約と喧伝することには長年構造政策に
関与してきた立場から慎重にならざるを得な
い。この２年間地域計画の現場に赴き92歳
の集落リーダーが一昨年トラクタを新規購入
したり、孫が勤務先を定年退職して就農する
ので頑張るという声に接するにつけ、短兵急
な集積・集約の働きかけが農業の現場にハ
レーションを引き起こしかねないことをこれ
までの経験上接しているのでブラッシュアッ
プに当たっては丁寧な働きかけが必須と思わ
ずにはいられない。これらのことは、法律に
準則した定型的な計画策定が、地域の現実と
乖離した計画を生み出すリスクを伴うことを
示唆している。地域計画の策定がいわゆる法
律に基づく行政手続きの領域を踏み越えるこ
との困難に直面し、具体的な話し合いや合意
形成までたどり着けずに、このような実態と
計画策定との間に乖離が生まれることを炙り
出したと言えないだろうか。

２．地域計画策定に当たり市町村・農業委員会系統組織が直面した課題
　地域計画は多くの市町村で市町村と農業委
員会は連携して取り組みその策定に当たった

が、その取り組みは難渋を極めた。定量的な
把握は農業委員会系統組織としては行っては

42
（ 40%）

9
（ 9%）

15
（ 14%）

38
（ 37%）

１０年後の農業者の面積

規模縮小などの意向のある
農地面積

一定年齢以上の農業者農地
面積

将来の受け手が位置付けら
れていない農地面積

図表６ １０年後に受け手がいない可能性のある農地は６０％

２月末までに公告・縦覧地区（4,643地区）１０４万ha

（万ha）

図表６　１０年後に受け手がいない可能性のある農地は６０％
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いないが、２年間の策定期間の中で以下のよ
うな課題に全国的に直面したと認識してい
る。

①　�「地域農業の将来の在り方」についての
話し合いの不足

　法律では基盤法「（農業者等による協議の
場の設置等）第十八条　同意市町村は、（略）
当該区域における農業の将来の在り方及び当
該区域における農業上の利用が行われる農用
地等の区域その他農用地の効率的かつ総合的
な利用を図るために必要な事項について、定
期的に、又は時宜に応じて、農業者、農業委
員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土
地改良区その他の当該区域の関係者による協
議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、
公表するものとする。」と明記されている。
地域計画の本旨は地域の「農業の将来の在り
方」を協議、計画を策定することにあり、「農
用地の効率的かつ総合的な利用」は当然、農
業の将来の在り方の次に位置付けられるので
ある。しかしながら策定現場では目標地図の
素案と目標地図そのもの作成にウエイトが置
かれたであろう地域が少なくなかったと思わ
れる。結果、地域農業の在り方について突っ
込んだ議論が目標地図の策定等の後ろに後退
してしまったことは地域計画を今後も取り組
むうえでの大きな課題と言えよう。

②　�地域の話し合いにJA、土地改良区、日
本型直接支払の協議会等の出席を得られ
なかった

　①と因果関係なのか相関関係であるのか定
量的な把握がなされていないため詳らかにで
きないが多くの地域で上述の法律に規定され
た関係者を網羅して話し合いが出来たところ
が少ないと認識している。計画主体の市町村

にそれらを協議の場へ出席を求める強制力を
行使できずに働きかけにとどまったというこ
とである。

③　�農業者への声掛けが十分であったか否
か、特に担い手、地域外の者への働きか
け

　協議の場に多くの農業者の参集を得て地域
計画が策定されることが理想であるが、策定
期間が短期であったことと、地域計画の趣旨
を、協議を行う前段階で地域に十分に浸透さ
せることが多くの地域で取り組めなかったた
め、多くの地域で限られた農業者の参画しか
得られなかったことが想定される。農業を担
う者の核心部分である認定農業者などの担い
手にどこまで参集の働きかけと実際の参集が
得られたかは今後地域計画の実行に取り組む
際、地域、市町村ごとに検証されるべきであ
ろう。
　特に農業を担う者のうち現にそして今後も
持続的な農業経営を担っている認定農業者の
働きかけこそ今後留意していく必要がある。
地域計画の話し合いに参加を求める対象者の
うち認定農業者ほど市町村が居所と経営の概
要を把握している対象は無いと言っても過言
ではない。特に市町村の内外を問わず居所以
外から入り作で入っている認定農業者への働
きかけが重要である。
　令和７年４月の農水省公表資料「地域計画
の策定状況」によれば目標地図に位置付けら
れた経営体の内訳に認定農業者は27.7万経
営体と現状の約22万経営体を凌駕する数が
掲載されているが、これは市町村内に複数の
地域計画があれば一つの経営体が複数の計画
に位置付けられるので想定し得る数値と言え
る。一方、定性的な情報把握に依れば多くの
認定農業者が居所のある市町村以外でも認定
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を受けている場合当該市町村から声がかから
なかったケースが少なくない模様であり、今
後、重点的な対応が必要である。

④　�地域計画の実行主体の明確化に取り組め
たか

　全国農業会議所が連携している地方考夢
（こうむ）員研究所代表の澤畑佳夫氏（元茨
城県東海村農業委員会事務局長、現全国農業
会議所専門相談員）が令和５年度の計画策定
当初から全国で地域計画の策定支援を実施す
る中で警鐘を鳴らされた事項である。当時、
市町村および農業委員会主導で地域計画の策
定が進められている中で、令和７年度以降、
地域計画策定後、それを実行する主体をめぐ
る議論が十分に行われていないとの指摘であ

る。策定段階は特に市町村の事務局職員が全
面的に取り組むことは当然であるが、策定後、
その実行段階に事務局職員に、その責を帰さ
せしめることは不可能であり、計画ごとに実
行の主体を明らかにする必要があるとの問題
意識である。全国農業会議所ではこの指摘を
受け、運動論で、地域ごとに計画を実行する
主体を明確にすること－新規に実行主体を立
ち上げることより既存の自治会、町内会、農
家組合、日本型直接支払の協議会等地域の実
態に応じて担い得る組織を特定することを提
案したが、策定の実務に追われている現場に
対して十分な浸透を図ることができなかっ
た。結果、多くの地域計画において実行主体
はおろか連絡先も定かではないものが多い模
様である。

３．地域計画実行段階で農業委員会が直面している課題
　これは策定された地域計画を実行する段階
における課題というより現下の日本農業・農
村が直面している課題であり、その制約の下
で地域計画を実行し、もって日本農業・農村

の課題を解決するために地域計画に取り組む
とも言える。
　それを示したのが図表７である。①担い手
不足と高齢化、②土地所有者の意識、③遊休

担い手不足と高齢化
土地所有者の意識（転
用期待、所有権放棄）

遊休農地発生防止・解
消の困難

中山間地域等条件不利
地域の課題

現場課題

①認定農業者等既
存の担い手への徹
底した意向把握と
テコ入れ
②新規参入、参入
企業対策の徹底

①土地持ち非農家、
不在地主への強制
力ある対応の検討

①特定農山村法に
よる粗放的農地利
用の検討

①大区画化、ス
マート導入困難地
域の対応
②現在いる農業者
の営農継続支援
③CSA（消費者等
がリスクとリター
ン）推進検討

1

図表７　地域計画の実行に当たって農業委員会が直面する課題
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農地防止・解消の困難、④中山間地域等条件
不利地域の課題の４点に整理できよう。

①　担い手不足と高齢化
　多くの地域計画が現状維持的、もしくは農
業を担う者を特定できずに目標地図に白い部
分が多い地域計画が多いことから、新規就農
者、農外企業等外部の新たな力に依拠しよう
とする言説が強すぎると筆者はこの間、基本
計画等の議論を通して感じている所である。
担い手の数が十分でない以上それらに依拠し
ようとすることは当然であるが、それと並行
して、むしろ優先して現に経営を展開してい
る約22万の認定農業者と約２万の認定新規
就農者の意向を確認することを徹底するべき
であるといろいろな機会に発信しているが、
真正面からの受け止めは認定農業者等農業者
自体からも農水省をはじめとする政策当局に
おいても低調なことにもどかしく思いが募る
次第である。
②　遊休農地防止・解消の困難
　この問題こそ地域計画の話し合いの中心課
題に据えられるべきであり、現に多くの地域
計画においても対応が言及されている。それ
を具体化するため、各種施策の導入が検討の
俎上に今後のぼることが期待される。一方で、
解消が困難、解消しても持続的な農業経営が
困難なエリアは地域計画から「農山漁村の活
性化のための定住等及び地域間交流の促進に
関する法律」に基づく粗放的な土地利用のエ
リア替えについて今後は検討をすることもあ
り得ないだろうか。

③　土地所有者の意識
　農地所有者の農業・農地に対する意識の差
が両極端なまでに分裂している。そのことが
いずれであっても地域計画に基づく持続的な

農業経営の展開の足かせとなっている。言う
までもなく１点は農地に対する資産的保有へ
の固着である。各地で大規模な農業以外の開
発のための土地利用計画が枚挙に暇がない一
方で、個別農家レベルにおける転用用途が担
い手への農地集積や地域計画における農地の
農業的利用の依然として妨げとなっている。
　その一方で、相続土地国庫帰属法に象徴さ
れるようにコストをかけても農地を捨象しよ
うとする動きである。これらの動きは不在村
農地所有者、地域内の土地持ち非農家に顕著
であり、そこに相続が発生した場合、収拾が
つかなくなる度合いは各段のものとなること
は想定に難くない。この二つの農地所有者の
意識の差は農業収益が低位に推移している限
り、現に営農を継続している者にも同様の意
識と行動を引き起こす懸念が日に日に高まっ
ていると言えよう。
　何より不在村農地所有者、地域内の土地持
ち非農家の地域の話し合いへの参加について
は難渋を極めており、事実上不問に付してい
る地域、事例も少なくないと思われる。これ
らの者に話し合いに参加を強制する手立てを
制度的に検討する余地が大きいのではない
か。そして何より農地法第２条第２項の農地
の適正利用義務を実際の農地制度の運用に組
み込むことを検討しても良い段階に来ている
のではないだろうか。

④　�中山間地域等条件不利地域などの課題
　この問題は日本農業の宿痾であり、日本型
直接支払で相当の対応は図られているが明確
な成果が確保されているとは言い難い。食料
安全保障の確保、持続的な農業経営の確立を
進めるうえで日本の農地の４割を占める中山
間地域は、大区画化、スマート農業、輸出の
産地に容易になり得ない条件不利地域であ
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り、抜本的な施策の確立が急務である。
　また平場の条件の良い地域においても、担
い手のみに政策の焦点を当てるだけでよいの
だろうか。安定兼業経営体や小規模・自給的
な経営体をむげに切り捨てては担い手だけで
は離農農地の受け皿になり得ない、狭小条件
不利な農地等を担い手以外の経営体が受け皿
となり得るような対策を講じることも急務で
はないだろうか。

⑤「逆農地改革」の加速化の必要性
　とりわけ③に関連して現在の農地の所有状
況は農地改革当時の大地主に小作農がたこ足
のようにいた時代から農地改革を経て約80
年、今では大規模経営（小作）に小地主がた
こ足のようにいる時代である。この状態の萌
芽は昭和40年代後半には高度経済成長に伴
う農家の総兼業化ともいうべき事態に現場の
知恵として発生した請負耕作への対応だ。こ
の事態に対して農地法制の立て直しを図った
のが1975年の農用地利用増進事業と1980年
の農用地利用増進法を経て現在の1993年の
農業経営基盤強化促進法への流れと対応であ
る。1965・66年の農地管理事業団構想の頓
挫以来、日本農政は賃借権設定により担い手
への農地集積すなわち構造政策を推進してき
た。いわば「逆農地改革」を進めてきたと言っ
ても過言ではない。筆者が今の職場に奉職し

た1983年頃の利用権設定率がわずか３％で
あったことを思えば現在の担い手への農地集
積率が６割を超えたことは構造政策は遅々と
して進むことの証左であろう。しかし、言う
までもなく現下の日本農業情勢はそのような
悠長なことを許さないことは言を待たない。
これまでの取り組みを地域計画が可視化しそ
れを実行するためには相当の制度の検討が不
可避であろう。
　その際の着眼点は農地改革やその後の農地
法制のみならず日本の法制度が人口増加時
代、権利者が多く競争の激しい時代に対応す
るため権利保護に重畳的な厳格さを求めてき
た。ところが現在は言うまでもなく人口減少
下、権利者が利用に支障を来している事案に
枚挙に暇がない。にもかかわらず法律制度は
人口過剰時代に適応した枠組みを変更をでき
ずにいないだろうか。農地の賃借権を設定す
るために関係権利者の過半の同意を得るため
海外に居住している者の同意を得る等は過剰
な対応ではないか。現在、直面している課題
は人口減少下、利用者が激減している中でも
農地の適正利用をいかに確保するかというこ
とであり、そのため条件を軽く（light）す
ることではないか。それを踏まえた上で、現
に居所の知れている者への丁寧な対応を踏ま
えた「逆農地改革」へドライブをかける検討
が必要ではないかと思う次第である。

第３章　地域計画の実行（実現とバージョンアップ）に向けて

第１節　農業員化系統組織における地域計画の実行�
（実現とバージョンアップ）

１．農業委員会系統組織のスタンス
　農業委員会系統組織では地域計画の実行に 当たっては①地域計画を策定・実行するのは
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市町村、農業委員会は市町村を全面的に支援
する立場、②まずは法定事項（意向把握、話
し合い参加、素案作成、策定後は計画に沿っ
た権利設定、変更への意見表明等）の徹底、
③それ以上の取組は法令等における位置づけ
の明確化について検討を深めていくこととし
ている。

　そして、地域計画の実行については基本計
画の記載に沿って「実現」と「ブラッシュアッ
プ（完成度を高める）」の２つのフェーズで
整理している。これは図表４の如く、完成度
の高い計画・地図もあれば、まだこれからの
計画・地図もあり、地域の実態に応じた取り
組みを展開していくこととしている。

２．地域計画における農業委員会の法定されている取り組み事項
　基盤法等において、農業委員会が法定され
ている事項は図表８のとおりである。
　地域計画策定（変更）段階では、①協議の
場への参加（基盤法第18条第１項）、②目標
地図の素案作成（基盤法第20条第１項）、③
意向把握（基盤法第20条第２項）が規定さ
れている。そして条文では、これらのことを
地域計画策定段階だけではなく、地域計画を
変更する際にも同様の取り組みが規定されて
いるが、実際は軽微ではない変更が生じた際
に市町村との調整を経て農業委員会が取り組
むことになる。
　地域計画実行段階における、①計画の実現
とは、地域計画・目標地図に明らかにされた
農業を担う者に農地バンクを通して利用権の
設定等を適宜働きかける（基盤法第21条第

１項）、②毎月の農業委員会の総会における
地域計画変更への意見表明（基盤法第19条
第６項）が明定されいる。また、農地の権利
移転（促進計画の設定、転用等）等の協議に
より地域計画の動きを把握し、市町村部局と
情報共有し、実行に関与することとなる。ま
た、計画実行促進のため市町村長等へ意見提
出（農業委員会法第38条）することも重要
な任務と言えよう。これらを通じて、恒常的
に農業委員会は地域計画の状況把握（進捗管
理）と実行促進を市町村に促して行くことと
なる。
　農業委員会は毎月、全国の市町村で原則開
催され、地域計画関連事項について協議する。
そして農業委員、農地利用最適化推進委員の
日常の農地利用最適化活動（「仲間への声掛

図表 ８ 地域計画における農業委員会の法定事項

① 協議の場への参加（基盤法第18条第1項）

② 目標地図の素案作成（基盤法第20条第1項）

③ 意向把握（基盤法第20条第2項）

１．地域計画策定（変更）段階

① 計画の実現
〇地域計画・目標地図に明らかにされた農業を担う者に農地バンク
を通して利用権の設定等を適宜働きかける（基盤法第21条第1項）

②
計画の状況把握（進捗管理）
と実行促進
（「進捗管理」は踏み込みすぎか？）

〇毎月の農業委員会の総会における地域計画変更への意見表明（基盤法
第19条第6項）、農地の権利移転（促進計画の設定、転用等）へを協議に
より地域計画の動き把握し、市町村部局と情報共有し、実行に関与
〇計画実行促進のため市町村長等へ意見提出（農業委員会法第38条）

２．地域計画実行段階→新たな法定事項はあるのか？

図表８　地域計画における農業委員会の法定事項
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け」、「農地の見回り」活動）を通じて地域計
画に日常的に関与している。いわゆる法定事
項と運動論的取り組みの連携的取り組みが重
要になると認識している。
　そして、地域計画の実行に取り組む中で、
新たな法定事項はあるのか組織内で課題を明

確にし具体的な事項を明らかにして行くとと
もに政府・国会について必要事項を明確にす
るよう要請決議を令和７年５月28日に開催
された全国農業委員会会長大会において行っ
ている。

３．市町村と早急に地域計画の問題点を共有し調整すべき事項
　この３．と次の４．は地域計画の実行に当
たって、農業委員会は何をなすべきか、本年
８月現在、組織検討を行っている事項である。

（１）�地域計画の実行主体、連絡先を明
確化すること

　約２万の地域計画毎に主体を明確化するの
ではなく地域の産地協議会等既存の作目等の
協議会組織（農家組合、自治会等既存組織等
も想定）をベースに想定してはどうか。計画
ごとの連絡先についてはどのように考える
か。これらについては、市町村の専管事項で
あるとして市町村に対して強く働きかけるこ
とを提起している。

（２）�地域計画を市町村・地域に周知す
ること

　「大規模農家を始め多くの農業者から市町

村・農業委員会から一言も声がかからなかっ
た」などの認識を踏まえ、地域計画の普及推
進と協議の継続実施する必要性について市町
村と共通認識を醸成する。
　その上で、市町村と農業委員会で方針、方
法、役割調整について協議する。具体的には、
地域計画の普及方法、協議及び意向把握の実
施についてである。地域計画の普及は、市町
村広報、農業委員会だより等への掲載等を検
討するとともに、農業委員会、農地利用最適
化推進委員の日常活動にどのように組み込む
かを検討協議する。話し合いについては、策
定段階に声をかけなかった人（女性、若者、
担い手、市町村外認定農業者）を中心に実施
する。意向把握の実施についても策定段階に、
対象としなかったり、回答を得られなかった
人などに実施することを提起している。

４．地域計画の実行に当たり何に取り組むか�
（農業委員会が運動論的に取り組むべきこと）

　農業委員会が市町村と連携して行う運動論
的に取り組む内容について現在、組織内に例
示し検討している最中である。市町村・農業
委員会において優先事項があればそちらを最
優先し、域計画・目標地図の実態に応じた対
応を図ることしている。

（１）�集積・集約された地域計画・目標
地図の地域

　基盤法21条に基づき、農地所有者等へ適
宜、地域計画・目標地図で農業を担うものへ
定められた者に利用権設定等を働きかける。
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（２）�現状維持が多い地域計画・目標地
図の地域

　①　農業委員会の委員の日常活動
　�　農業委員・農地利用最適化推進委員など
が地域計画・目標地図を持って（タブレッ
トの活用）声掛け活動により地域計画の普
及を行う。この取り組みを通じて、現在の
地域計画に記載のない人を掲載する取り組
みを行う。
　②　�「現況地図」から「集積地図」を目指

した話し合いを実施
　�　これは、最終的には担い手等農業をやっ
てる人の参集を得て、農地の集積・集約を
目指す取り組みである。その際、担い手、
場合によっては有機農業、新規就農、兼業
農家エリア等のゾーニングについての話し
合いを行うことも効果的であろう。そして、
その前段階で縮小、離農意向のある人の意

向確認し、貸出、売却意向を現況図に反映
すると効果的であると考える。

（３）�農業を担う者を特定できず白い部分
が多い地域計画・目標地図の地域

　これは、「白い地図」を「貸出等意向地図」
化する取り組みである。やる人がいないから
と言って、いきなり新規参入や農外企業参入
を検討することはNGであることを強調して
いる。新規就農、企業参入を検討する前提と
して所有者の意向把握（農地に加えて経営資
源【施設、水利等】）を行い、その結果を地図
化しつつ、新規参入、農外企業参入の機運醸
成することに留意し、10年後農業は出来ない
と思っている人の意向を把握し、貸出、売却
意向が明確にした上で集落営農等地元での活
用を前提にそれでもだめなら新規就農、企業
参入の検討を実施することが重要である。

第２節　地域計画の実行（実現とバージョンアップ）�
に向けて必要な取組と検討事項

１．地域計画の実効性確保のために継続的な見直しの必要性
　地域計画の策定は、あくまでも「スタート
地点」に立ったに過ぎず計画を現実のものに
するためには、継続的な実行と、現実の状況
に合わせた柔軟な見直しが不可欠である。こ
の実行段階においても、いくつかの重要な課
題が想定される。すなわち地域計画が真価を
発揮するのは、策定後の実行段階である。計
画関係者全員で無理のない範囲で実践してい

くことが重要である。計画策定後も「地域で
の話し合いを継続」し、「定期的な見直し」
に取り組むとこととし地域計画は、一度 作っ
て終わりではなく、少なくとも年に一度は市
町村によって見直しを行うようにすることを
通じて計画の陳腐化を防ぎ、常に現実の課題
に対応していくために不可欠なプロセスであ
る。 

２．地域計画実行のための財源確保と補助金等活用の複雑性
　令和７年度に地域計画の実行を後押しする
ため、国は多岐にわたる補助金や支援事業を
用意した。これらは、農地中間管理機構事業
による農地集積・集約化、新規就農者育成総

合対策による人材育成、農地利用効率化等支
援交付金による機械・施設導入支援など、幅
広い事業が措置されている。しかし、これら
の補助事業は、資金確保の強力な手段である
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一方で、活用には複雑な側面がある。多くの
支援事業は単年度の資金提供が多く、継続性
の担保が困難という課題を内包しており、長
期的な計画に基づいた取り組みには、複数の
事業を組み合わせるなど高度な知識が求めら
れる。また、事前に設定された事業目的や資
金使途からの変更が困難であるため、地域の

特殊な状況や突発的な課題に柔軟に対応でき
ないという問題もある。したがって、実行段
階では、単に「補助金があるか」という問題
を超え、その活用方法における専門性と戦略
性を備えることが、市町村や農業委員会など
に求められる。 

３．関係機関との連携強化と役割分担の明確化
　地域計画の実行を成功させるためには、計
画策定段階以上に、関係機関が一体となった
取り組みが不可欠である。これまでの連携が
不十分であったことへの検証・確認を踏まえ、
今後、農業委員会、農地バンク、市町、JA、
土地改良区などの関係機関が、共通の目標で
ある地域計画の達成に向けて、真に一体と
なって取り組む必要がある
　特に、農地バンクは所有者不明農地や遊休
農地も含めて農地を借り受け、担い手へ再配
分する中心的な役割を担うことを期待されな

がら十分にこの役割を発揮しているとは言い
難い。このプロセスにおいて、地域の実情を
最もよく理解している 農業委員会系統組織
が、各機関をつなぐ「コーディネーター」と
しての役割をいかに効果的に果たすかが、計
画を絵に描いた餅にしないための鍵となる。
農地バンクへの農地貸し付けの働きかけを積
極的に行うためにも農地バンクの運用、機能
の改善・改正が今後俎上に上らないと地域計
画の実行は成し得ないだろう。

４．地域計画の成功に向けた多層的なアプローチ
　地域計画の策定と実行のプロセスを通じ
て、日本農業が抱える農地利用の深刻な課題
と、それを解決するための体制が抱える構造
的な問題が析出されたと言える。すなわち地
域の農地が抱える深刻な問題（担い手不足、
耕作放棄地化、分散錯圃など）が、 計画策定
段階における農業委員会系統組織のマンパ
ワーとリソースの課題をより明らかにしたと
言える。そして役割の質的転換への対応を迫
られていることも明らかになったと言えよ
う。
　特に、法律に沿った策定プロセスにより、
将来的に利用されないリスクを抱える農地を
可視化させつつも、その根本的な解決には
至っていないというパラドックスを炙り出し

たと言える。
 これは、計画が単なる数字合わせや手続き
に終わってしまい、現実的な合意形成が不足
していたことの証左であるとも言える。この
現状を打破し、地域計画を真に実効性のある
ものとするためには、以下のような多層的な
アプローチが不可欠である。 

①　計画策定の質的向上
　計画策定は、単なる行政手続きではなく、地
域の将来像を創造するプロセスであると改めて
関係者が認識を統一させる必要がある。その
ためには、若手や女性、非農業者を 含む多様
な関係者が参加する、実効性のある「話し合
いの場」を継続的に設けることが重要である。 
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②　組織体制の強化
　農業委員会系統組織においては、人員増加
等の体制整備は言うまでもなく、ファシリ
テーション能力や交渉力といった、地域計画
の実行を支援するという現在求められている
新たな役割を担うための能力開発支援が求め
られている言えるだろう。これは、組織を従
来の農地行政の執行及びその事務処理機関か
ら、地域の課題解決を推進する 「コーディ
ネーター」的な役割機能を発揮せしめる変革
のための投資ともいえる。

③　実行段階の柔軟な対応
　地域計画を「生き物」として捉え、単年度
予算に縛られない継続的な資金計画を立てる

制度や補助事業の措置等の仕組みと現場にお
けるそれを企画・活用する能力が必要である。
多岐にわたる補助金や支援事業の複雑性を乗
り越え、地域の特殊な状況に合わせて複数の
事業を戦略的に活用する専門性の向上が求め
られる。また、農業委員会が中心となって、
農地バンク等の関係機関が一体となった継続
的なフォローアップ体制を構築することが、
計画の長期的な成功を左右すると言っても過
言ではない。そのためには農地バンクの運用
ならびに制度について農地所有者・利用者と
それらの者とバンクの結節点にいる市町村と
農業委員会の現場目線に立った見直しが急務
と言える。

第３節　地域計画の実行（実現とバージョンアップ）における�
新たな農業委員会の位置付け

１．概念の転換：「協力支援要員」から「共同執行者」へ
　地域計画の策定プロセスは、多くの自治体
において、市町村が主体となり、農業委員会
は、農地利用に関する意向調査の実施や、目
標地図の素案作成といった、市町村の計画策
定を補佐する役割を主に担ってきた。誤解を
恐れず例えれば、この役割は、市町村が主導
する取り組みを助ける「協力・支援要員」の
立場と言えないか。
　しかし、本来、この関係性は、改正農業委
員会法と地域計画の法定化によって根本的に
変革されていたのではないかとの認識を持っ
ている。それは新たな権限を保持した「共同
執行者」という概念で表現できないか。すな
わち農業委員会が市町村と「一体的」に地域
計画の策定・実行に取り組む中で、法令に基
づく共同執行者としての独立した責任と権限
を持つことを明らかにする必要があるという

ことである。
　現在の制度では、最も現場を知る農業委員
会の役割が「協力支援」に限定されている。
農業委員会には豊富な現場の「知見」（それ
は農業者同士の「紐帯（「人間力と」とでも
いうべきもの）、農業の現場における「知識」
と「情報」）が蓄積されている。農地情報、
所有者の意向、地域の人間関係まで熟知して
いるが、計画の策定・実行を主導する権限が
弱い。そのため「知見」と「権限」の乖離を
生み、計画の実効性を損なう一因となってな
いか。すなわち、知見と権限の乖離が地域計
画実行上のボトルネックとなっていると言え
ないか。
　一方、市町村は法的な計画策定・決定権を
持ち、計画策定の「権限」を有するが、現場
の細部までは把握が困難な場合がある。
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　この課題解決の鍵は、農業委員会の権限を
強化し、農業委員会を単なる「協力支援要員」
から、市町村と対等なもしくは、それに準じ
る「共同執行者」へと役割を転換させ、計画

提案権を持ち、共同で策定し、それを「実行」
することにより、現場の知見が計画の策定・
実行に直接反映されることにならないかとい
う認識である。

２．「共同執行者」としての法的根拠
　農業委員会が「共同執行者」として振る舞
うべき法的根拠は、2016年の農業委員会法
改正に遡れるのではないか。この改正により、
農業委員会等に関する法律（以下「農業委員
会法」）第６条第２項に「農地等の利用の最
適化の推進」が、従来の法令業務（農地法に
基づく許認可等）に加え、農業委員会の最も
重要な「必須業務」として明確に位置づけら
れた。この最適化業務には、担い手への農地
利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・
解消、新規参入の促進と定義された。
　さらに重要なのは、農業委員会法第７条に
おいて農業委員会は「農地等の利用の最適化
の推進に関する指針」を策定し、農地利用の
最適化の推進に関する施策について、PDCA
（計画・実行・評価・改善）サイクルを回し、
必要がある場合には農業委員会法第38条で
「関係行政機関に対し施策の改善意見を提出
しなければならない」という法的義務を負っ

た点だ。この「意見提出義務」は、単なる「支
援」を超え、市町村が策定した地域計画が現
場の実態に即しているか、またその実行が効
果的に行われているかを評価し、必要に応じ
て是正を求めるための強力な法的権限が農業
委員会に付与されたと言えるのではないか。
　この法的義務は、市町村の計画が現場で機
能しない場合、農業委員会が市町村長に対し
て異議申し立てや改善要求を行うための根拠
となり、農業委員会を市町村の計画策定・実
行を単に協力支援するだけでなく、その適正
な運用を監視・提言する共同執行者へと昇華
させていると言えないかということである。
　その共同執行者の権限として土地持ち非農
家、不在村地主に対して地域計画の前提と
なっている「協議の場へ」の出席・関与を指
示し、必要に応じてそれらの者の農地を農地
バンクに貸し付ける勧告・裁定権の付与等を
検討できないであろうか。

３．「共同執行者」として役割、機能及び権限
　市町村長との地域計画の共同執行者として
の役割・機能として、市町村に「市町村地域
計画推進協議会（仮称）」を設置し、会長に
は市町村長が副会長に農業委員会会長が就任
する。また、地域計画ごとに「地域計画推進
協議会（仮称）」、これは必ずしも地域計画ご
とに設置することに限定せず、複数の地域計
画連合のように広域な組織でも地域として実
態に応じて設置する。その代表もしくは副代
表には必ず農業委員が就任する。農業委員以

外で会長等への就任が想定されるのは、自治
会長、農家組合長などが想定できる。重要な
ことは市町村における地域計画の実行組織を
市町村長と農業委員会長が共同で運営関与す
ることを通じで地域計画の実行を推進、実行
していくということである。現在の「協力支
援要員」と今後の「共同執行者」の関係を整
理すると図表９のようになる。
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４．農業委員会への「農業を担う者」部会の設置
　市町村に対する共同執行者に位置付けた農
業委員会を効果的に運営するためには、地域
の農業に直接従事する地域計画における「農
業を担う者」との機動的な連携関与が重要に
なる。すなわち農業委員会の農地利用の最適
化の定義を「今耕作されている農地を、耕作
されているうちに、耕作できる者に算段する
こと」と農業委員会統計組織の運動論では定
義しているが、その耕作している・できる者
＝「農業を担う者」と言えないか。その農業
を担う者を「担い手」と「多様な農業を担う
者」の２つに分け、それぞれで部会を構成す
ることにより農業委員会活動と農業を担う者
の営農継続をお互いに支援・関与し合う関係
として結びつけるのである。従来、農業委員
会と個々の農業者の関係については等閑視さ
れているきらいがあったが地域計画が策定さ
れたことにより両者の関係性を変化せしめる
必要になったと整理できないであろうか。

①　担い手部会
　担い手部会は、地域計画の目標地図に描か
れた将来像を実現するための中心的な者によ
り構成される。計画の実現の具体的な戦略を
策定し、実行する中心的な役割を担うことと
する。この部会は、認定農業者や集落営農組
織といった「担い手」により構成されること
により地域農業の生産性向上と持続性の確保
に直結する活動を主導する。
　具体的な活動としては、農地バンクと連携
した農地集積・集約化事業の推進や、新規就
農者の受け入れ体制構築を担うことが想定さ
れる。

②　多様な農業を担う者部会
　地域計画の実行を円滑に行い、農業の多面
的価値を高めるためには、担い手以外の多様
な農業者の参画が不可欠である。安定兼業、
年金受給者による営農等多彩な農業を担う者
がいてこそ担い手が経営の持続性のための農
地の受け皿にもなり得るし、これらの者と担

図表９ 地域計画の実現に向けた農業委員会の共同執行者としての新しい役割・機能

現在：地域計画策定・変更のため市町村長を支援

（地域計画策定の支援要員）

今後：地域計画実行を市町村長と一緒に取り組む

（地域計画実行の共同執行者もしくは準ずる権限）

①協議の場への参加（基盤法第18条第1項）

②目標地図の素案作成（基盤法第20条第1項）

③意向把握（基盤法第20条第2項）

①土地持ち非農家、不在村地主等に対し話し合
いへ参加することを求める権限

②土地持ち非農家、不在村地主の農地を地域計
画における農業を担う者へ権利設定する権限

等々

〇地域計画・目標地図の農業を担う者に利用権
の設定等を働きかける（基盤法第21条第1項）

〇毎月の農業委員会の総会における地域計画変
更への意見表明（基盤法第19条第6項）

策
定

実
行

①市町村に「市町村地域計画推進協議会（仮称）」会長・
市町村長、副会長・農業委員会会長

②地域計画毎に「地区地域計画推進協議会（仮称）」→地
域計画毎に設置するか複数地域計画連合で設置するかは現
場の判断、会長・農業委員等、副会長・自治会長等

図表９　地域計画の実現に向けた農業委員会の共同執行者としての新しい役割・機能
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い手が共同で行う活動によって地域が持続的
に維持されていることに着目して各種の活
動、女性による活動、食農教育、家族族経営
協定の推進、農業者年金の加入などを通じて、
農業の価値を地域社会に広く発信し、後継者
育成や女性の活躍を推進する契機・入口的役

割を担えないだろうか。この部会の活動を通
じて地域住民に農業への理解を深める役割を
担い、農業を地域全体で支える基盤を築く「多
様なコミュニティ形成・価値創造チーム」と
して機能を期待できないだろうか。

５．農業委員会を共同執行責任者に位置付けるために�
早急に必要なこと＝農業委員会業務・運用の重点化と集中化

　農業委員会を上記のような支援者から共同
執行者に変革せしめるためには農業委員会事
務局の体制の質量にわたる改善是正が必須で

ある。それと同時に平成21年の農地法改正
以来毎年のように増加している農業委員会の
業務（図表10）の重点化・集中により目に

年 法律・通知等 内　容

平成21年 ・農地法改正 毎年度の農地の利用状況調査と利用意向調査等の遊休農地
に対する措置の実施

平成22年
・農地法の運用について 賃借料情報の収集とインターネット等での公表
・農業委員会の適正な事務実施について 要約しない総会議事録の作製と公表

平成27年 ・農地法改正 全国統一の農地台帳システムによるデータの随時更新と公
表

平成28年 ・農業委員会法改正 「農地利用の最適化」（第６条第２項）が必須業務化
平成30年 ・農業経営基盤強化促進改正 所有者不明農地の探索

・�支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等につ
いての農地転用許可制度上の取扱いについて

営農型太陽光発電設備の下部の農地での栽培計画、営農計
画書の提出が義務化

令和元年 ・農地中間管理事業法改正
農業委員会は、農地所有者等の意向把握、委員及び推進委
員の協議の場への出席、その他当該協議の円滑な実施のた
めに必要な協力を行う

令和３年 ・遊休農地の措置の状況に関する調査要領について 利用状況調査と荒廃農地調査の統合により農業委員会が全
農地の利用状況調査を実施

令和４年 ・農業委員会による最適化活動の推進等について
毎年度の農地利用最適化推進の目標設定・評価と公表（農
業委員会、各農業委員･推進委員）、農業委員･推進委員の
活動記録の集計・公表

・情報収集等業務効率化支援事業 令和３年度補正予算事業による農業委員と推進委員へのタ
ブレット導入と活用促進

令和５年

・農業経営基盤強化促進法改正
・農地法関係事務処理要領の制定について
・�「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属
に関する法律の施行に伴う国庫帰属する農地の事務
の取扱いの留意点について

農業委員会の「農業者等による協議の場」への参画、地域
計画を作成・変更時の市町による意見聴取、農業委員会の
目標地図の素案づくり、地域計画の達成に向けた利用権の
設定等の促進
農地の所有権を移転する場合の譲受人の国籍把握
国庫帰属の申請があった農地に関する対応（農地台帳に基
づく現況の確認、目標地図への位置付けやあっせんの可能
性の有無等の地方農政局への情報提供）

令和６年 ・資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて
転用目的が資材置場等である場合の農地転用許可後、工事
の完了報告があった日から３年間、６か月ごとに事業の実
施状況の報告を求め、それぞれ現地確認を実施

図表10　農業委員会業務の変遷
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見える軽減が必須である。
　とりわけ令和４年２月２日付け農水省経営
局長通知「農業委員会による最適化活動の推
進等について」により全国の農業委員会に義
務付けられている「最適化活動の目標設定等」
の抜本的見直しは支援者から共同責任者への
概念変革以前に地域計画を実行（実現とバー
ジョンアップ）するために早急にその見通し
が必要である。上記の目標設定は農業委員会
ごとに加えて全国約４万人の農業委員と農地
利用最適化推進委員に図表11の様式とそれ
を集計分析するための前提としての活動記録
簿の記帳等が義務付けている。

　現場活動は農地利用最適化推進委員と法定
されているにも関わらず農業委員にも同等に
課せられている。そして両委員が担当地区を
設定担当させられ委員それぞれがその担当地
区に応じて目標設定、日常活動、総括評価に
従事しているが地域計画の法定によりこの担
当地区設定と担当地区ごとに農地の集積、遊
休農地の解消・派生防止、新規参入の促進に
取り組むことに齟齬が発生しており、その是
正無くして現状における農業委員会による地
域計画の実行（実現とバージョンアップ）の
活動は覚束ないことを強調して筆を置きた
い。

１　推進委員等による最適化活動の実施状況及び点検・評価

委員の別：担当区域： 氏名：
(1)　最適化活動の実施状況

回回回日

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合計

※　推進委員等が負傷又は疾病、災害等の事由により最適化活動ができなかった場合には、備考欄にその事由及び期間を記入

(2)　成果目標の達成状況及び自己点検・評価の結果

　①　成果目標の達成状況 ②　自己の点検・評価

目標

実績

達成状況

※　最適化活動の実施状況や目標の達成状況を踏まえ、その結果を記入

２　農業委員会による点検・評価

全体としての評語

遊休農地

月

話合いで務めた役割
（当てはまるもの全てに○）

訪問等に
よる意向

把握

自ら把握
した農地
情報を提

供

作成した
農地地図
を持参

コーディ
ネーター
（座長）
を務めた

農地集積

農地面積 新規集積面積 集積面積 集積率

不明所有
者等の探

索

総会へ出
席して意
見を述べ
た場合に

○

意向把握
の実施回

数

話合いの
参加回数

活動日数

遊休農地の解消・発生防止活動（実施したものに○）

農業委員・推進委員

関係機関
との打合
せの実施

回数
参加の呼
びかけ、
開催準備

等

利用状況
調査以外
の現地確

認

利用状況
調査

基盤整備
の実施に
向けた活

動

委員自ら
解消作業

農地バン
クへの情
報提供

新規参入の促進活動（実施したものに○）農地の集積に向けた活動

新規参入
者からの
相談対応
の有無

受け手へ
の農地の
仲介・斡

旋

農地所有
者への営
農再開の

確認

備考新規参入
相談会へ
の参加

新規参入
者に対す
る参入後
のフォ

ローアッ
プ活動

成果実績活動実績

新規参入
希望者に
対する講
習・意見
交換、そ
の他の活

動

所有者等からの
同意を得た面積

解消面積 前年度新規発生
分の解消面積

新規参入

総会で出された意見

別紙様式３

ha

ha ha ha ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha

％ ％ ％ ％

図表１1　○○年度推進委員等の最適化活動の点検・評価
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１．はじめに
　地域ごとに10年後の農業の在り方、農地
利用の将来図を示した「地域計画」（目標地図）
が2025年３月末時点で、全国1,613市町村
18,633策定（農林水産省2025年３月末速報
値。以下、「３月末速報値」という）された。
参考として、地域計画のベースとなったであ
ろう「人・農地プラン」は1,555市町村

21,884地区（2022年３月末時点）で作成さ
れていた。
　以下は、農林水産省による３月末速報値お
よび分析・検証（2025年６月）などを基に、
地域計画の策定状況およびその課題について
記述する。

２．策定状況（全体概要）
　地域計画の策定状況（３月末速報値）は表
１の通りである。地域計画は策定予定数の
93.2％となり、概ね全ての地域で予定通り
策定されている。１市町村当たりの策定数は、
平均で11.6となった。ブロック別では北陸

（25.0）、近畿（21.3）が多く、北海道（2.8）、
関東（7.7）、東海（8.8）が少なかった。
　一方、期限までに地域計画の策定に至らな
かった地区は、全国で1,352となった。特に近
畿ブロックはもともと策定予定数が多かったこ

地域計画の策定状況およびその課題

一般社団法人全国農業会議所　農地・組織対策部　部長　堀江　光正
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表１　地域計画の策定状況　地域ブロック別
北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国四国 九州沖縄 合計

策定市町村数（市町村） 172 223 394 80 117 172 195 260 1,613
策定予定の地域計画数（地区） 483 2,513 3,090 1,999 1,120 4,760 2,300 3,720 19,985
策定された地域計画数（地区） 483 2,513 3,034 1,999 1,029 3,662 2,216 3,697 18,633
策定予定数割合 100.0% 100.0% 98.2% 100.0% 91.9% 76.9% 96.3% 99.4% 93.2%
地域計画区域内の全農地面積

（万ha） 122 84 68 31 14 16 37 52 424

１地区当り面積（ha） 2,525.9 334.3 224.1 155.1 136.1 43.7 167.0 140.7 227.6 
うち農振農用地区域の農地面
積（万ha） 115 76 59 28 12 13 30 47 380

うち目標地図に位置付けられ
た農業者の経営面積（万ha） 106 54 34 24 8 10 15 33 284

うち目標地図に位置付けられた
農業者がいない農地面積（万ha） 16 30 34 7 6 6 22 18 139

（出所：農林水産省「地域計画の策定状況（2025年3月末時点（速報））」をもとに作成）
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ともあって76.9％の策定にとどまり、未策定が
1,098と全体の81.2％を占め、特に兵庫県、奈
良県などの都市部が多い傾向となった。未策
定の理由について農水省は、都市部を中心に
土地持ち非農家の関心が薄く話し合いの場が
持てなかったことや、農外利用への関心が高く
協議がまとまらなかったことなどとしている。
　地域計画区域内の農用地等面積は、畜舎・
共同利用施設等の農業用施設用地を含むこと
もあり424万haとなった。１地域計画当た
りの平均面積は227.6haで、ブロック別で
は北海道（2,525.9ha）、東北（334.3ha）
が広く、近畿は43.7haと極端に狭くなって
いる。農振農用地面積は380万ha（89.6％）
だが、目標地図に位置付けられた農業者の
10年後の経営面積は284万haと農用地等面

積 全 体 の67.0 ％ に 過 ぎ な い。 北 海 道
（86.9％）、北陸ブロック（77.4％）のみ平
均を上回っている。
　しかも、目標地図に位置付けられた農業者
は、全国で115万８千経営体あるが、担い手
（認定農業者、認定新規就農者、集落営農、
基本構想水準到達者）が28.0％に限られ、
農地集積が進んでいる北海道（67.0％）を
除く大半の地域で「担い手以外の農業者」と
なっている。特に北陸、近畿は８割を超えて
高い。「認定農業者」とともに担い手の柱の
一つと考えられてきた「集落営農」は0.5％
に過ぎず、全国13,952組織（農水省：令和
７年集落営農実態調査）のうち、約２割を占
める東北で位置付けられたのが1.3％で、１
割以上ある北陸、近畿、中国、九州はそれぞ

表２　地域計画の策定状況　地域ブロック別
北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国四国 九州沖縄 合計

策定市町村数（市町村） 20 108 70 20 23 50 18 157 466
策定予定の地域計画数（地区） 483 2,513 3,090 1,999 1,120 4,760 2,300 3,720 19,985
策定された地域計画数（地区） 483 2,513 3,034 1,999 1,029 3,662 2,216 3,697 18,633
策定された地域計画数（地区、2
月末時点） 62 1,184 427 271 194 633 155 1,717 4,643

策定数割合 12.8% 47.1% 14.1% 13.6% 18.9% 17.3% 7.0% 46.4% 24.9%
地域計画区域内の農地面積（万
ha） 14.7 36.0 7.6 8.1 3.4 2.4 2.6 29.6 104.4 

１地区当り面積（ha） 2,371.0 304.1 178.0 298.9 175.3 37.9 167.7 172.4 224.9 
うち農振農用地区域の農地面積

（万ha） 13.8 31.2 6.4 6.0 3.3 2.0 2.0 27.0 91.7 

うち目標地図に位置付け農業者
の経営面積（万ha） 11.6 20.0 4.5 6.2 2.4 1.8 0.8 19.1 66.5 

うち目標地図に位置付け農業者
がいない農地面積（万ha） 3.1 16.0 3.1 1.9 1.0 0.6 1.8 10.5 37.9 

目標地図数 42 1,125 399 206 194 538 153 1,631 4,288
　合計対比割合 1.0% 26.2% 9.3% 4.8% 4.5% 12.5% 3.6% 38.0% 100.0%
①地域計画によって集約化が進展 22 126 15 32 36 95 23 120 469
　目標地図対比割合 52.4% 11.2% 3.8% 15.5% 18.6% 17.7% 15.0% 7.4% 10.9%
②現況地図にほぼ近い目標地図 18 267 193 77 84 252 36 996 1,923
　目標地図対比割合 42.9% 23.7% 48.4% 37.4% 43.3% 46.8% 23.5% 61.1% 44.8%
③�将来の受け手が不在であるこ

とを明確化 2 720 173 97 73 188 92 491 1,836

　目標地図対比割合 4.8% 64.0% 43.4% 47.1% 37.6% 34.9% 60.1% 30.1% 42.8%
④�将来像の方向性はあるが将来

の受け手の特定を保留 0 3 0 0 0 1 0 0 4

　目標地図対比割合 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1%
⑤�その他（将来の農地利用が確

実な農地のみを区域設定等） 0 9 18 0 1 2 2 24 56

　目標地図対比割合 0.0% 0.8% 4.5% 0.0% 0.5% 0.4% 1.3% 1.5% 1.3%
（出所：農林水産省「地域計画の策定状況（2025年3月末時点（速報））」、「地域計画の分析・検証（2025年6月）」をもとに作成）
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れ0.5％前後となっており、相当なテコ入れ
をしない限り今後の担い手と見て良いのか難
しい状況が浮き彫りとなった。
　将来の受け手が位置付けられていない農用

地等面積は、139万haで全体の３分の１を
占める。ブロック別では、中国・四国が
59.5％と特に高く、関東も50.0％と半数に
なっている。東海も42.9%と高い。

３．分析・検証（先行事例）

（１）概要
　農水省では本年２月末時点で公告・縦覧を
開始した全国466市町村（３月末速報値対比
28.9％）4,643（同24.9％）の地域計画を分
析・検証している。ブロック別では地域計画
の取り組みが早かった九州・沖縄（1,717、
全体の37.0％、同46.4%）、東北（1,184、
同25.5％、同47.1%）が多く、北海道（62、
同1.3％、同12.8%）、中国・四国（155、同
3.3％、同7.0％）、東海（194、同4.2％、同
18.9%）、北陸（271、同5.8％、同13.6％）
は特に少ない。
　地域計画区域内の農用地等面積は、１地域
計画当たりの平均面積が224.9ha、３月末速
報値対比で98.8%、ブロック別では北海道
（2,371.0ha）、東北（304.1ha）が広く、近
畿は37.9haと極端に狭いが、いずれも３月
末速報値と同様の傾向を示している。目標地
図に位置付けられた農業者の10年後の経営
面積は農用地等面積全体の63.7％で、北海
道（78.9％）、北陸（76.5％）までは３月末
速報値と同様の傾向だが、対象面積は少ない
ものの近畿が75.0%、東海が70.6%と７割を
超えている。
　分析・検証では、地域類型別での比較がな
され、目標地図に農業者が位置付けられた農
地面積の割合は、平地農業地域では72.6％
と高いが、都市的地域では66.1％で、中山
間地域では58.1％と低く、地理的条件が厳
しくなると低くなる傾向が明らかになった。

（２）目標地図の５分類
　農水省では分析・検証の結果、目標地図を
表の５つに分類している（30～33ページ参
照）。①「地域計画によって集約化が進展」
する目標地図は10.9%しかなく、北海道の
みが52.4％と特段に高い。一方、②「現況
地図にほぼ近い」が44.8％、③「将来の受
け手が不在を明確化」が42.8％で、併せる
と87.6％を占める。約９割の地域計画は将
来の農地利用が明確化されず、更なるブラッ
シュアップが不可欠であることが明らかと
なった。ブロック別でも北海道以外は同じ傾
向で、特に②現況地図にほぼ近い、③将来の
受け手不在が、関東（②③併せて91.8％、）
九州・沖縄（同91.2%）は９割を超えて高く
なっている。
　主な①～③の事例は次の通り。

①　地域計画によって集約化が進展
　地域の農地の集約化が進展している要因に
ついて農水省は、ｱ）担い手についての合意
形成、ｲ）基盤整備、ｳ）農地バンクの活用や
受け手の経営基盤の強化、ｴ）外部からの法人・
企業参入を挙げている。
　担い手についての合意形成は集約化に向け
た話し合いの方法として最も効率的・効果的
な形である。
　Ａ市は平地の水田・果樹地帯だが、話し合
いと基盤整備を柱に集約化が進んだ事例であ
る。基盤整備を契機に10年後の農地利用を
話し合い、高齢世代の農家では農地を耕作し
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続けられないため、新たな法人を設立して共
同管理することで合意形成を図っている。次
世代を担う経営体を決めて農地を集積・集約
化した目標地図を描き、若手農家の意見を積
極的に取り入れたことで農地の継承の実現を
目指している。

②　現況地図にほぼ近い目標地図
　現在の耕作状況に近い目標地図は、担うべ
き核となる担い手が不在や話し合いがまとま
らない、話し合いに参加してもらえない、現
在の耕作者の耕作意欲が高いなど、さまざま
な要因が考えられる。
　Ｂ町は都市的地域の果樹・畑作地帯という
こともあり、５名の担い手も規模拡大が難し
く、担い手を含む現在の耕作者100名がその
まま目標地図に位置付けられ、100%利用（受
け手不在農地：０ha）となっている。しかし、
現在80歳以上の農業者の農地面積は全農地
面積の22％を占め、10年後の営農継続が難

しいと判断せざるを得ない。そのため、実質
的には約２割の農地は10年後、適正に利用
されない可能性が高い農地となる。

③　将来の受け手が不在であることを明確化
　将来（10年後）の受け手が位置付けられ
ていない農地の要因もさまざまである。これ
まで地域の農地を引き受けていた集落営農法
人が新たな人材の確保不足、畦畔草刈りや水
管理の負担から農地を引き受けを断念する例
が出てきていることや、地域計画のエリアが
小さく受け手がいないこと、基盤整備済みの
農地に農業法人等の耕作者が集中して未整備
農地は分散していること、小規模・兼業農家
が多くて補助事業の活用予定もないことから
座談会への出席者が少なく意向把握ができな
かったこと、農地所有者の約５割が不明又は
住民登録外（不在村）のため意向が確認でき
ないこと等が指摘されている。
　農水省として要因は、ｱ）地域計画のエリ

目標地図の分類の実施（目標地図を傾向に応じて５つの類型に分類）

④将来像の方向性はあるが
将来の受け⼿の特定を保留 (0％)

[例︓平地農業地域]

⑤その他（将来の農地利⽤が確実な
農地のみを区域設定等） (１%)

[例︓都市的地域]

目標地図（10年後）

➢ 地域で集約化に向けた意味のある話
合いができた地域

①①地地域域計計画画にによよっってて集集約約化化がが進進展展 （（１１１１％％））
[[例例：：平平地地農農業業地地域域]]  

②②現現況況地地図図ににほほぼぼ近近いい目目標標地地図図 （（４４５５％％））
[[例例：：平平地地農農業業地地域域]]

③③将将来来のの受受けけ手手がが不不在在ででああるるここととをを明明確確
（（４４３３％％）） [[例例：：中中山山間間地地域域]]

➢ 現在の農地利⽤の状況を把握するに
留まり、10年後の姿まで協議できな
かった地域

➢ 将来（10年後）の受け⼿が不在で
ある農地の明確化はしたが、その受
け⼿を位置付けられなかった地域

➢ 地域の農地の集約化の方向性はまと
まったが、誰が利⽤するかまでは合
意に至らなかった地域

➢ 地域の協議がほとんどできず⼀部の利
⽤者のみで計画を策定した地域、３月
末までに策定できなかった地域 等

 全全地地域域計計画画
1188,,663333地地区区ののううちち、、
先先行行ししてて策策定定さされれ
たた44,,664433地地区区
（（22//2288時時点点でで地地域域
計計画画案案のの公公告告・・
縦縦覧覧ままでで開開始始））をを
分分析析

 策策定定さされれたた地地域域計計
画画のの全全体体像像をを明明らら
かかににしし、、将将来来のの農農
地地利利用用にに向向けけたた課課
題題をを整整理理

策定された地域計
画の９割(②､③)
は、地域計画によ
る将来の農地利⽤
の明確化に至らず、
更なるブラッシュ
アップが不可⽋

（出所︓農林⽔産省「地域計画の分析・検証（2025年6月）

目標地図（10年後）
目標地図（10年後）

目標地図（10年後）

目標地図（10年後）
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② 現在80歳以上の農業者が位置付けられているケース

現在80歳以上の農業者が位置付けられた事例②［ 都市的地域 ］B町

○ 区域内の農⽤地等⾯積︓24ha（うち受け⼿不在農地︓0ha）
（参考）80歳以上の農業者の農地⾯積の合計︓5.2ha

○ 位置付けられた農業者︓100⼈(うち担い⼿︓5⼈)
○ 主にミカン等の果樹、野菜を栽培

目標地図（10年後）

地域内の農業を担う者一覧（抜粋）

･･･

･･･

･･･

実際には、受け⼿不在農地が、
少なくとも5ha程度（全体の
約２割）ある可能性

果樹・畑作地帯

（出所︓農林⽔産省「地域計画の分析・検証（2025年6月）

① 担い手についての合意形成により集約化が進展したケース

世代を超えて話し合い、地域が⼀体化し、集約化が進展［平地農業地域］A市
目標地図（10年後）

 基盤整備実施予定地区
 いずれも新たに法⼈を⽴
ち上げ予定（例えば、⾚
色部分の法⼈は、約
100haを経営予定）

○ 区域内の農⽤地等⾯積︓472ha（うち受け⼿不在農地︓151ha）
○ 現状集積率︓42.8％ ➡ 目標集積率︓80％
○ 位置付けられた農業者︓30⼈(うち担い⼿︓14⼈)
○ 主に水稲、さくらんぼ・ぶどうを栽培

現況地図（年齢別に⾊分け）

水田・果樹地帯

話合いの際は、年齢別に⾊分けした現況図を活⽤
若⼿農家（49歳以下）は、基盤整備を契機に園地を拡
大する意向があり、話合いを重ねる中で、先輩農家も
「基盤整備が完了する10年後に今の⽣産者はどのくら
い残っているのか。将来世代を担う、若⼿の意⾒こそ
聞かなければならない」「任せるからやってみろ」と
の考えに辿り着いた

（出所︓農林⽔産省「地域計画の分析・検証（2025年6月）



32農政調査時報　第594号 2025秋

寄　稿

○ 耕作者の⾼齢化により担い⼿不⾜が進⾏。これまで農地の受け皿となってきた、地域の集落営農を⺟体とする法
⼈（A・F）も企業の定年延⻑等で新たな⼈材が確保できず、現状維持が精一杯。これ以上の農地を受けられず、受
け⼿不在の農地が増加傾向。
○ また、これら法⼈がこれ以上農地を引き受けられない理由として、畦畔草刈りや水管理の負担が挙げられている。

③-2 既存の担い⼿の引き受けに限界があり担い⼿不⾜となっているケース

耕作者の⾼齢化により担い⼿不⾜が進⾏［ 都市的地域］D市

○ 区域内の農⽤地等⾯積︓243ha（うち受け⼿不在農地︓100ha）
○ 現状集積率︓53.3％ ➡ 目標集積率︓60％
○ 位置付けられた農業者︓21⼈(うち担い⼿︓17⼈)
○ 主に水稲を栽培

認農（法人）
認農（法人）
認農（個人）
認農（法人）
認農（個人）
認農（法人）
認農（個人）
認農（法人）
認農（個人）

地域の集落営農を
⺟体とする法⼈
（A︓水⾊、F︓
紫⾊）がこれまで
農地を引き受けて
きたが限界

目標地図（10年後）

水田地帯

（出所︓農林⽔産省「地域計画の分析・検証（2025年6月）

③-1 農地所有者が不在村のため受け⼿が検討できないケース

不在村農地所有者が多く、⽩地が多数発⽣している［ 山間農業地域］C町

○ 区域内の農⽤地等⾯積︓78.1ha（うち受け⼿不在農地︓61.6ha）
○ 現状集積率︓10％ ➡ 目標集積率︓56％
○ 位置付けられた農業者︓４⼈(うち担い⼿３⼈)
○ 農業はさとうきび、畜産は肉⽤牛の⽣産が中心

不在村農地所有者が多い傾向にある北側につい
ては、今後の意向が確認できない農地が多い。

南側は、今後、新たな法⼈を⽴ち上げ、農地の
集約化を促進していく予定（当該法⼈の10年
後農地引受率︓46％）。

※ 不在村農地所有者（221名）のうち意向が確
認できたのは10名のみ

目標地図（10年後）

畑作・畜産地帯

（出所︓農林⽔産省「地域計画の分析・検証（2025年6月）
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アが小さく地域内に受け手がいない、ｲ）受
け手である農業法人等の人員不足（高齢化）、
ｳ）基盤整備がされずに農地が使いづらい、ｴ）
不在村農地所有者など地域の話し合いに無関
心の農地所有者が多い等を挙げている。
　Ｃ町は離島で畑作・畜産地帯だが、農地所
有者の54.6%が不明又は不在村で意向が確
認できたのは4.5%のみのため、受け手を特
定する前に検討すらできない状況となってい
る。そのため、78.9%の農地が受け手不在
として白地となっている。不在村農地所有者
の農地への関心を高め、意向確認できる方策
を早急に探る必要がある。
　Ð市は都市的地域の水田地帯であるが、耕
作者の高齢化で担い手不足が進行し、これま
で農地の受け皿となってきた地域の集落営農
を母体とする２つの法人が企業の定年延長等
もあって新たな人材が確保できず、これ以上
農地を引き受けられないため、受け手不在の
農地が増加傾向となっている。農地の引き受

けが困難な理由として畦畔草刈りや水管理の
負担を挙げている。
　Ｅ町は中間農業地域の水田・畑作地帯だが、
地域全体として85％の農地が後継者不在で
ある中、同じ地域でも基盤整備済みの農地は
法人等の耕作者が受け手となって農地の有効
利用が図られている一方、基盤整備が行われ
ていない農地が分散している農地は将来の受
け手が位置付けられていない状況となってい
る。

（３）将来利用されないリスクのある農地
　上記②の現況地図に類似では、10年後の
農業者が過大に位置付けられている可能性が
あるという。現に受け手が位置付けられてい
ない農地はエリアの１％だが80歳以上の者
が位置付けられた農地が２割の地域計画があ
る。健康寿命が延び機械化が進展していると
はいえ、90歳以上では農業の継続が難しい
だろう。

○ 地域全体として後継者の不在が課題（後継者不在の農地︓85％）である中、同じ区域の中でも、基盤整
備済の農地は法⼈等の耕作者が張り付き、農地の有効利⽤が図られる一方、基盤整備が⾏われておらず農地
が分散しているところには、将来の受け⼿が位置付けられていない。

③-3 基盤整備が⾏われておらず受け⼿不在となっているケース

目標地図（10年後）

基盤整備がなされておらず農地が分散［ 中間農業地域］E町

○ 区域内の農⽤地等⾯積︓393.5ha（うち受け⼿不在農地︓137.9ha）
○ 現状集積率︓31.8％ ➡ 目標集積率︓90％
○ 位置付けられた農業者︓201⼈(うち担い⼿︓59⼈)
○ 水稲を主とし、野菜との複合経営を⾏う者が多い

未整備の農地
基盤整備済み地区

水田・畑作地帯

（出所︓農林⽔産省「地域計画の分析・検証（2025年6月）
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　また、目標地図が現況に近く現状の農地集
積率が17％であるにもかかわらず、10年後
の目標集積率が80％を掲げる地域計画もあ
る。10年後の目標地図が現況に近いため、
集積率80％の目標達成は困難であろう。
　このように現況地図に近い目標地図として
いる地域計画は、10年後の農業者を過大に

位置付けている、逆に言えば将来の受け手が
位置付けられていない農地が過小となってい
る可能性があると農水省は分析している。
　当面の耕作者は確保できているが、安心は
できない。毎年のように農家意向を把握し、
徐々に地域計画をブラッシュアップする必要
性が高い地域だ。

４．今後に向けて（課題）
　地域計画は2025年３月末時点で、1,613
市町村で18,633策定された。しかし、理想
的な地域計画が出来上がったと思えるものが
どれほど出来たのか。農水省が本年２月末ま
でに公告・縦覧された4,643地域計画（以下、
「先行事例」という）を分析した結果では、
前述の通り約６割の地域計画（目標地図）で
担う者が位置付けられていない又は10年以
内に不在になるリスクがあるという。ただな
らぬ割合だ。

（１）策定期間・推進体制
　もともと策定期間が２年間では短かった。
しかも初年度は都道府県によっては数カ所の
モデル地区が先行支援され、他の市町村は様
子見し、当初はモデル地区以外での取り組み
が進まなかったことも影響しただろう。
　１市町村で数地区のみの策定であればもう
少し理想形（地域農業の将来像を明示）の割
合が高かったかもしれないが、１市町村で平
均12もの地域計画を策定するのには、短期
間過ぎたと言わざるを得ない。
　地域計画の策定に向けた地区での話し合い
は、話し合いの専門家によれば、一カ所、最
低でも３回、可能なら５回以上が必要との指
摘がある。加えて次回の話し合いは２カ月以
内に実施しないと参加者が前回の話を忘れて
しまうため、一からやり直しになる恐れがあ

るという。12地区で策定するには３回ずつ
でも36回、５回ずつなら60回の開催が必要
となる。１地区を２ヶ月ごとに３回ずつ開催
すると、初年度は準備を考えてスタートが９
月とすると、２年目の４月まで８ヶ月かかる
ことになる。しかも３～６ヶ月目は月６地区
の開催となる。市町村等の職員も準備が大変
だが、基幹的農業者も繁忙期は話し合いに参
加できないし、そもそも夜間でもまとまった
時間がとれない可能性が高い。これを実施す
るのは現実的は非常に難しい。机上の空論に
過ぎないのではないか。実際、今回の策定に
むけての話し合いは１地区１～２回が大半と
の結果も出ている。
　しかも市町村で推進する体制ができていた
のか。担当１人や２人では事務が回らない。
市町村の農政担当及び農業委員会が中核を
担っているが、兼務体制の市町村も多い。地
域農業の将来を考えるには農業関係部署だけ
ではなく、産業振興、住民自治など市町村全
体の取り組みとして、全ての市町村で市町村
長をトップには特別体制を整えてもらうこと
が出来なかったのか。その上で市町村以外の
地域の組織が推進主体の地区が25％あった
が、地域の問題として、自治会や農家組合が
各地区の主体となることも推進すべきと考え
る。
　目標地図には、「今後検討等」として担い
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手を位置付けられなかった「白地」の農地が
多いものがある。現状の耕作者を中心に位置
付けたもの、敢えて今後の担い手のみを明示
したもの、農地を団地ごとに区切ってそれぞ
れ複数の経営体を位置付けたものもある。各
地区ごとにこの期間で今できるある意味最低
限の目標地図を作成した地区も多いだろう。
しかし、不十分だとして市町村を責めること
はできない。この期間で人員体制が十分では
ない中での出来るだけの取り組みではない
か。今後のブラッシュアップに向けては、各
市町村で人員体制の確保や推進主体の構築が
できるよう国としてあらゆる支援を行うべき
ではないか。

（２）話し合い
　策定すべき地域計画（目標地図）は出来上
がったが内容はどうか。農水省が分析した先
行事例では、前述のように地域計画（目標地
図）で「農地の集約化が進展する」としたの
は11％に過ぎない。「現況にほぼ近い」が
45％で、「将来の受け手の不在が明確化」の
43％を含めると、実に88％が「将来の農地
利用を明確化できず、ブラッシュアップが必
要」との結論である。想像以上に多くの地域
計画が対象となったのではないか。
　受け手が位置付けられていない農地面積で
みると、３月末速報値では33％で、先行事
例では36％もある。しかも受け手が位置付
けられた農地面積64％には、「規模縮小意向
のある者」（８％）、「概ね75歳以上の者」（10
年後に耕作）（15％）が含まれていた。受け
手が位置付けられていない農地36％にその
８％と15％を加算すると59％となり、実質
的に今の目標地図の中には「10年後に利用
されないリスクがある農地」が約６割あると
推察できる。

　不在村農地所有者も見逃せない。所有者の
貸し付け等の意向が確認できなければ農地は
他者に貸し付けできない。しかし単なる意向
調査を郵便で実施してもわざわざ各農地を確
認して返答してくれるだろうか。不在村農地
所有者が貸し付け・売り渡した際のメリット
を付与した上で、市町村・農業委員会が説明
会や個別面談できるよう事業を仕組み、国が
大々的に広報したらどうか。不在村農地所有
者が自ら市町村・農業委員会にコンタクトを
取ってくれるよう工夫することが重要ではな
いか。
　今一度、地域の関係者が集い、各地域の今
後を見つめ直す機会を設けることはできない
か。まずは「地域農業の将来」について、幅
広い住民・農業者（入作者を含む）・農地所
有者（不在村を含む）・関係者で意見を出し
て話し合い、イメージを共有することが重要
である。将来展望が描けなければ、目標地図
の作成も変更も耕作者の割り当てで終わって
しまう恐れがある。自分に関係ないと思えば
誘われても話し合いに参加しないし、参加し
ても発言はしないだろう。農業に限定せず、
地域づくりの観点での幅広い意見交換ができ
ないか。皆が関心を持てるテーマで若者、女
性を含めて多くの関係者で議論し、将来像が
共有できれば、それに向けた具体的な方策の
検討に進むことができる。
　効率的かつコスト低減の観点からの農地利
用、後継者や新規参入、新規就農の可能性、
地域の特産品、産地化の動き、稼げそうな作
物、過去に作付けしていた作物、小銭が稼げ
そうな作物、JA関係者や地域活性化の専門
家も交えて意見交換できれば理想だろう。
　会合には出てこないが地域の離農又は規模
縮小者から毎年のように農地を預かって規模
を拡大して安定した農業経営を実践している
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者、新規就農して地域の行事・催しにも積極
的に参加して地元の信頼を得ているが多忙で
会合に参加できていない者、首都圏の大学を
卒業後に地元企業に就職していた者、現場の
農作業を担う配偶者や後継者、入作者、不在
村農地所有者もいるだろう。容易ではないが
前向きに検討して話し合いに参加してもらえ
るよう可能な範囲で取り組みたい。

（３）農地問題・運用改正
　農地問題として重要となる農地の集約化の
推進には、給排水施設や農道を含めた圃場・
土壌条件、地代・土地改良賦課金、有機か否
かなどが課題となるため、その平準化、統一
化が求められる。耕作者が一方的に不利益を
被らないよう市町村、農業委員会や土地改良
区など関係機関・団体による調整が重要となる。
　最も効果的なものの一つは圃場整備事業の
導入だろう。しかし、これも所有者・耕作者
の同意、対象エリア、実施期間、国や都道府
県による事業の採択が前提となる。この際、
国として将来にわたって農業利用する全ての
農地（一定面積・団地以上）について、平地、
中山間など農業地帯別や田、畑、樹園地など
地目別に圃場整備の実施基準を示し、計画的
に圃場整備していくことは出来ないだろう

か。農業構造転換集中対策の農業農村整備予
算などを活用し、国による全国各地の圃場整
備計画が示されれば、それに向けて各地で話
し合いを続け、事業の実施、さらには受け手
の位置付けが可能となるのではないか。まず
は国が圃場整備の方針を示し、改めて地域で
話し合いを持ってもらうことはどうだろう。
　また、地域計画の実現に向け、農水省とし
て農地の転用（農外利用）事務との関係を再
考することはできないか。現行、地域計画区
域内の農地は農外利用する場合、事前に地域
計画の区域から除外する必要がある。しかし、
農地転用は農地法、農振法、都市計画法など
関連する法制度が多く、事務処理も処理期間
を含めて細かく定められている。そこで、国
は公共転用や農家住宅など一定要件に合致し
た場合は事後除外を認めるよう見直してはど
うか。昨年、転用時の事前除外が明らかになっ
たことで、地域計画の策定遅れ、区域外の増
加、ひいては策定したばかりの地域計画の変
更がなされた地域もあった。

　地域計画の実現に向けた取り組みはこれか
らである。大半の地域で実施するブラッシュ
アップが地域の実情の即して理想に向け徐々
に進められることを期待する。
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１．令和米騒動の根本原因は量的不足、約70万ｔ
　米価高騰が世上を騒がせて、既に１年が経
過した。まだ、それが収まっている訳ではな
いが、ようやく何が起こったのかがわかりつ
つある。端的に言うならば、それは、量的な
不足に尽きる。足りないから、焦って調達し
ようとし、必死で買い漁り、米価が上がった
のである。米価が上がったので、投機目的な
どの在庫の抱え込みが生じ、流通が目詰まり
して、不足が生じた、という因果関係ではない。
　そして、その量も、概ね整合性のある数値
に落ち着きつつある。元々米流通業界では、
筆者が一年、半年前から聞き及ぶ話として、
60~70万ｔの量的不足は囁かれていた。
　この程、政府は、期末在庫が確定した上で
の、差し引きしての計算上の需要ではあるも
のの、需要を算出公表し、711万ｔとして、
32万ｔの不足とした。前年が44万ｔの不足
であるから、合計76万ｔとなる。業界実感
にかなり近い。
　筆者は、これらとは別途に、要因別の数値
を積み上げて、量的不足の実相を極力定量的
に明示することが肝要である、と考え、農水
省の公表データを基に、高温障害による天災
要因で32万ｔ、インバウンド需要の予期せ
ぬ増加や政府需給計画上のズレ等によって
26万ｔ、合計最小でも58万ｔを計上してき

た。そして、これら加えて、潜在的には、業
務用は新米切り替え時期は遅く、本来６年産
米で８年３月辺りまで確保できているのが正
常であるにもかかわらず、それができず、５
年産米在庫不足で６年産米新米を早食いし
た、と言うような状況であった。このズレな
どにより、正常化までには更に10~15万ｔ
が必要であり、その分が実質的に不足感と
なっている、との報告をまとめた（荒幡

（2025））。これを加算すると、58+10~15
万ｔ = 68~73万ｔとなる。更に、この試算
では計上されていなかったが、その後令和６
年のインバウンド需要が大きいことが明らか
となった。この増加分の推定値、５万ｔを加
算すると、73~78万ｔとなる。それは、業
界実感や政府の公表値とかなり近いものとな
る。
　この不足量は、２か年の累計値である。通
常ならば、年間需要700万ｔに対して、２か
年で70万ｔ程度ならば、１年当たりでは35
万ｔの不足ではないか、との反論も予想され
る。しかし、現実的には、令和５年産米の不
足は、６年産米で解消されなかった。むしろ
不足が累積された。そして、実態として、累
計値としての70万ｔ程度の不足が、令和７
年３月、備蓄米放出の直前では、米市場を襲っ

令和米騒動の要因分析と 
今後の「需要に応じた増産」
―生産力の東西格差がある中での対応―

日本国際学園大学　教授　荒幡　克己

寄　稿
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ていたのである。やはりそれは、年間需要 700万ｔに対する70万ｔの不足であった。

２．敏感な反応をした米市場－特に敏感な短期業務用需要－
　この不足量、約70万ｔは、年間需要700
万ｔの10%程度に当たる。10%の不足と聞
いて、多くの方は、「大した量ではない。価
格が２倍にも跳ね上がるほどの不足ではな
い」という印象をもたれるかもしれない。
　しかし、そうではない。食品での10%不
足は、決して軽視できない量的不足である。
　一般論として、量的不足と価格との関係を
表す指標として「価格弾力性」がある。値が
小さいほど、量的不足に対して価格が敏感に
反応することを表す。元々米は、必需品であ
り、価格弾力性は小さい（量的不足に敏感に
価格が反応する）性格が強かった。とはいえ
現時点での家計の米需要の価格弾力性は、年
次データ等を用いた長期の価格弾力性として
見た場合、代替食品のパン、パスタ等の普及
により、昭和の時代よりも大きくなっている。
草苅（1998）の推計では、0.3349という計
測値がある。
　しかし、本間（2025）が指摘しているよ
うに、外食、中食の業務用需要の比率が高ま
り、その中には米の確保が営業上死活問題で
ある業態も多い。短期の流通段階での米不足
への反応は、かつてよりも、かえって敏感に
なっている可能性が高い。即ち、米業界とし
ての短期の価格弾力性は、かなり小さくなっ
ていると見て良い。
　食品の価格弾力性が低いことは、世界共通
である。例えば、アメリカのミクロ経済学の

標準的なテキストであるクルーグマン他
（2013, p.210）を見ると、卵で0.1、牛肉で0.4
というアメリカでの計測値が掲載されてい
る。日本の米では、過去の需要価格弾力性の
計測例としては、古いものでは昭和30~40
年代の唯是（1978）による0.15、大塚（1984）
による0.128という数値がある。その後、草
苅が計測した0.3349の値が、近年関係者に
よって最もよく引用されている計測値であ
る。
　もし、昭和30年代、家計の米の必需性が
極めて高かった時代に、今回のような米不足
が襲っていたならば、流通業界というよりも
家計自体の反応で、10%不足、弾力性0.1と
いう前提では、+100%、即ち米価が２倍に
なっても、何ら不思議はない。そして、上記
のように、現時点でも、家計の弾力性の上昇
とは異なり、業務用需要の非代替性の高まり
に乗じて短期の米流通業界の弾力性が小さ
く、敏感になっていることからすれば、現代
でも、量的不足10%と言うだけの理由で、
米価高騰が生じても不思議はない。例えば、
業務用を含む短期の市場全体の弾力性が大塚
の計測値、0.128であれば、価格が1.78倍、
即ち、2000円/５kgの精米が、3560円になっ
ても当然である。従って、今回の米価高騰は、
その大半の理由が、量的な不足と敏感な反応
の短期価格弾力性１によって説明できること
がわかる。

１ �なお、このようにして、量的不足により米価が高騰したのであるが、その後の米市場の様相として、家庭の購入量自
体が、ほぼ不変ないしは若干の増加さえ見られる、という不自然な現象が生じている。確かに、米価高騰の過程は、
ここまでの説明のようであろうが、その価格高騰後、本来、それに応じて、購入量の微減が生ずるはずである。一時
的には、心理的な不安等もあって、購入量の増加も無い訳ではない。現に、令和６年８月の南海トラフ地震の警報に
即応した買いだめ行動により、同月の購入量が増加した事実は、正しく「心理」面で説明できる。しかし、令和７年
４月以降も、若干の購入量増加が見られる。

　この動きについては、現時点でその増加の消費構造を明快に説明する論説は、政府公表資料を含めて見当たらないが、
この現象が如何なるメカニズムで生じているかは、今後、経済学者が解明すべき重要課題であろう。



39 農政調査時報　第594号 2025秋

令和米騒動の要因分析と今後の「需要に応じた増産」

　「投機目的の在庫保持が米価高騰を招い
た」、「〇〇業界が在庫を多めに抱え込んだこ
とが高値を招いた元凶だ」というような話も
よく聞く。しかし、西川（2025）が指摘す
るように、原因と結果を間違えてはいけない。
量的不足で米価が高騰したから、投機筋が動
き、量的不足で先行き不安があるので卸が在

庫を多めに溜め込み、高値を「助長」したの
である。
　無論、こうした高値助長構造の解明として、
詳しい流通構造の解明等は今後待たれる。し
かし、量的不足の要因解明とその対策が無く
しては、今次の米騒動の問題は、本質的に解
決しない。

３．量的不足の要因分析－不足量の１/２は、天災（高温障害）－

　図表１は、量的な不足、約70万ｔ程度の
うち、数量が確定できる分を計上したもので
ある。既に筆者は、７月時点で講演等で下か
ら三段目の58万ｔという数値を公表してい
るが、本稿では、これに最近確定した６年産
米の需要としてのインバウンド増加分５万ｔ
を追加して、63万ｔの不足を計上する。
　ここで重要な点として指摘しておくべきこ
とは、天災としての合計値32万ｔである。
今次の米騒動の原因が量的不足にあること
は、ほぼ認識が固まりつつあるが、その約１
/２は、天災である、ということである。具

体的には高温障害である。
　その解釈として、指摘しておくべきことは
二つである。
　第一に、高温障害の克服が、今さらながら
重要である、ということである。筆者の実感
では、この認識はまだ足りない。政府の需給
計画に見誤りに関して、農林水産省が謝罪し
た、という場面がメディアで報じられたが、
対策として高温障害克服に向けて万全を期す
のは当然として、謝罪の事実からして、あた
かも不足量の全量が政府の判断、即ち人災で
あるかのような錯覚は、かえって対応の誤り

図表１　令和米騒動に関する不足量総括表
年産米 不足の理由 数量 備考

令和５年産米

1.70mm以下の篩下米不足 　8万t* 一部MA米等により対応済
精米歩留まり低下による損失 11万t
作況指数101（農家篩目）だが、1.70mm
篩上の収量平年以下（99.44%） 3.7万t

令和６年産米
1.70mm以下の篩下米不足 　4万t*
精米歩留まり低下による損失 　5万t

天災合計 32万t

令和５年産米
学識者、専門家等の経済的予測の不備（パ
ン等から需要シフト7万t） 10万t この他、インバウンド需要増加分

3.5万t
政府の需給予測判断のズレ 16万t 計画上の引締め12万t*

人災合計 26万t
合計 58万t

（追加）令和６年産米 インバウンド需要増加分 　5万t
追加分を含めた総合計 63万t
注） １） �政府需給計画での197万ｔからの12万ｔの引締めは、180万ｔを適正水準とすれば、判断ミスではない、との

見方も成り立つが、少なくとも今次の米不足の一因であることから、ここでは人災の一環として、政府の需給
予測判断に関する数値として計上した。加えて、この引締めの現場への浸透での過度な反応４万ｔも、計上した。

　　２） *は、政府の需給計画には反映されていない数値である。
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を生む。１/２は、天災による不足量なので
ある２。
　第二に、１/２が天災、ということは、平
常年の作柄であれば、それは起こらない、と
いうことである。最近、政府が米増産への方
針転換を表明した、と報じられているが、増
産の必要性を過不足なく量的に示すとすれ
ば、不足量全体70万のうち、70－32 =38万

ｔ程度、ということである。一方、天災に備
えた備蓄の拡充等で、この１/２の天災分は、
何らかの形で対策を講ずる必要があるが、他
方で、常時不足量として全量を計上した増産
にしてしまうと、たちまちにして、過剰を引
き起こすことが必至、という点を理解する必
要がある。

4．政府の米増産方針と東西格差
　米価高騰の原因が量的不足にあることが明
白になって、政府は、米増産に舵を切る、と
の方針を打ち出した。そして、その具体策と
して、耕作放棄地の拡大を食い止め、経営の
大規模化、農地区画の大型化による生産性向
上に努めること等が提起されている。
　しかし、その一方で、この農政方針に対す
る次の指摘も重要である。「総理が「米増産
の方針を改めて示した」と報道されているこ
とに対して、どう思うか」という記者からの
質問に答えて、宮城県村井知事は、「米不足
だと言われて米の価格は上がったのですけれ
ども、本当に米がどんどん作って行って大丈
夫なのか－少し心配ですね。米の価格が急
に下がってしまうようなことになると、そう
すると離農してしまう－しっかりとお考え
になって、計算された上で発言をなさったの
かどうか－」と述べている。
　この発言のやりとりについて、読者はどう
お考えであろうか。
　先ずは、数字を確認していただきたい。図
表２は、令和６年、７年増産の様相である。
増産面積が大幅な県は、下線を引いた。減産

は△を付した。結果は一目瞭然である。増産
県は、東の米主産地のみである。西では、減
産しているところも少なくない。このように、
東西格差は歴然としている。
　筆者は、全国各県、約40県弱を２年で一
巡する調査を過去20年繰り返してきた。県
庁等を訪問した後に、市町村役場、農協を紹
介していただき、再訪問する、というやり方
である。
　この調査の中でわかってきたことは、米生
産の東西格差である。そして、その格差が近
年ますます広がってきていることを実感する。
　西の読者であれば、耕作放棄が広がり、高
齢化、担い手不足が伝えられる中で、生産者
のみならず、消費者、更にはそこを選挙区と
する政治家に至るまで、悪意はなくてもその
陳情を受け、「日本の稲作の生産力後退は深
刻だ。増産は急務だ」と思い込んでいるであ
ろう。
　しかし、東の米主産地の実情は、全く異な
る。図表３として掲げた文書は、令和５年末
に翌６年の作付けについて生産者に送付され
た文書である。

２ �この天災部分は、大別して二つの要素から構成される。一つは、白未熟粒の多発等による精米歩留りの低下である。
もう一つは、篩下米の減少による、本来これらを使う業者の需要の、篩上の主食用へのシフトである。なお、この影
響は、この篩下米を再選別して、中米として主食用へ還流する量の減少、という側面でも生ずることを付言しておく。
前者は、既に政府の公表資料等でも十分に認識されているようであるが、後者はそうではない。この点についても、
注意する必要がある。
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図表２　増産意向の東西格差
県名 R5作付 R5~R6

実績増減
R6－R7作付意向
増減（R7 6月末）

R5－R7
増加率

全国 1,242,000 +17,000 +104,000 +9.7%

東
日
本

北海道 82,200 （+1,500） （+6,600） +9.9%
青　森 33,800 （+3,400） （+6,500） +29.3%
岩　手 42,800 （+300） （+3,700） +9.3%
宮　城 57,200 （+1,200） （+6,500） +13.5%
秋　田 69,900 （+2,300） （+8,900） +16.0%
山　形 52,400 （0） （+4,600） +8.8%
福　島 53,100 （+3,400） （+10,800） +26.7%
新　潟 100,600 （+800） （+7,300） +8.1%
茨　城 57,800 （+2,100） （+6,500） +14.9%
栃　木 47,200 （+1,800） （+8,900） +22.7%
埼　玉 27,500 （+ 900） （+ 1,800） +9.8%
千　葉 45,800 （+2,500） （+5,600） +17.7%

西
日
本

富　山 31,200 （0） （+2,300） +7.4%
福　井 21,500 （+400） （+1,600） +9.3%
長　野 29,300 （－300）△ （+1,000） +2.4%
愛　知 24,700 （+300） （+600） +3.7%
三　重 24,900 （－400）△ （+800） +1.6%
滋　賀 27,000 （+400） （+1,100） +5.6%
岡　山 26,900 （+300） （+900） +4.5%
広　島 20,500 （－400）△ （+0）△ －2.0%△
福　岡 32,300 （－100）△ （+2,100） +6.2%
佐　賀 21,700 （+300） （+1,700） +9.2%
熊　本 28,900 （－100）△ （+2,900） +9.7%

注） １）　�作付面積20,000ha以上の県のみ掲載した。なお、災害のあった石川県、酒米があるため数字の見方が特殊な
兵庫県は除外した。

　　２）Ｒ６は2000ha以上、Ｒ７は4000ha以上、伸び率は13%以上の増加に下線を付し、マイナスには△を付した。

図表３　米主産地のＺ市で生産者宛てに配布されている米生産調整文書（生産抑制依頼）
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　周知のように令和５年産米は不作で６年５
月頃から米価が上昇し始めたが、令和５年末
の時点ではまだそれが明らかではなかった。
文書の内容は、「過剰のおそれがあるので、
役場も含めて決めた面積を個人別に配分する
ので守って欲しい」という生産抑制通知であ
る。国から県への減反配分は、平成29年を
最後に廃止されている。しかし、米主産地の
現場の実態は、自由に作付けすれば過剰とな
るので、県、市町村と目標（目安）面積が、
国の需給計画に合わせるような形で作成さ
れ、それがそのまま、減反時代と同様に、生
産者個人にまで下ろされているのである。
　このような通知文ではなく、農家が作付け
計画として役場等に提出する「営農計画書」
に、予め当年作付けの目標面積が印字され、
それが配布される、というケースも多い。意
味としては同じで、生産抑制の通知である。
無論、国の強制減反の時代とは違うので、中
には、その数字を無視して多めに、自由に作
付ける生産者もいる。しかし、大半の農家は、
律義に、強制減反と同じように受け止めて生
産抑制しているのが実態である。

　ところが、このような文書は、西日本では、
配布されていない。増産余力がそもそもないの
で、生産抑制する必要がないのである。さらに、
九州のある県では、前述の目標（目安）面積
が実績を25%も上回る数値に設定されている。
即ち、それは、生産抑制という意味ではなく、
生産督励の意味になっている。この他にも実績
を上回る目安の数値を掲げている県も多い。西
日本では、政府の増産の方針は、ほぼ現時点
での県農政の方針と同じなのである。
　これに対して、東の米主産地では、これま
で生産抑制の文書に従い、「我慢に我慢を重
ねてきた」のである。増産は、180°の転換、
と認識される。東日本の米主産地であれば、
宮城県のみならず、東北全体、それから北関
東、新潟、北海道まで含めて、多くの生産者
は、村井知事の発言に、「その通りだ。過剰
になったらどうするのだ。」と賛意を示すで
あろう。この東西ギャップを、政策関係者は
理解する必要がある。
　こうした東西格差を、より具体的に知って
いただく意味で、ここでは補足として、休耕
田の様相の東西格差を確認しよう。

図表４ 東日本のＰ県Ｍ市の休耕田
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　図表４は、東日本のある休耕田である。東
の米主産地の読者であれば、別に普段見慣れ
た光景であり、何ら不思議は感じないであろ
う。ところが、西の読者にとっては、意外感
があろう。これは、秋の風景であるが、田面
のひび割れからわかるように、夏は水を張っ
ていた証拠である。西の読者から見て、これ
が20年以上前の、かつての米生産調整制度
で「調整水田」（水張水田）が設定されてい
た時代であれば、この写真も違和感はないで
あろうが、今の時点では、休耕田に水を張る
こと自体、西では意外であろう。東の米主産
地では、水田によっては、水を張らなくとも
10ａ当たり3000円程度の経費をかけて除草
剤を散布する。無論、秋起こしを丁寧にやる
ことも多い。
　これに対して、西の休耕田を見よう。
　この図表５で、直立した房状の穂は、セイ
タカアワダチソウである。やや細長く垂れて
いる穂はススキである。耕作放棄後１~２
年ではこれらは生えない。三年以上放棄され
るとセイタカアワダチソウが、生えてくる。
更に五年以上経過すると、雑草群落の植物遷

移の法則に則り、次第にススキが優勢となっ
てくる。この休耕田はおそらく６~７年程
度放棄されたままであろう。
　もちろん、こうした休耕田自体は、東日本
の米主産地でも、奥地の山際等では存在する。
しかし、東日本の読者が意外感を持つであろ
うことは、ここが瀬戸内の工業地帯から30
分以内の通勤圏にある、ということである。
この町で聞いた訳ではないが、これとほぼ同
様の休耕田があまりに多い、九州のある町で、
過疎化を心配して訪ねたところ、「でも我が
町は、ベッドタウンとして人口は増加してい
るのです。」という答えであった。
　その逆に、東北のある町で、秋起こしがしっ
かりとなされた管理良好な休耕田がほとんど
で、耕作放棄など見当たらない景観であった
が、聞いてみると、過疎化の進行は著しく深
刻であることを知らされた。即ち、休耕田の
荒れ具合、そして増産余力と、過疎化、人口
減少とは、一致していない、ということであ
る。

図表５　 西日本のＱ県Ｓ市の休耕田
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５．東西格差を前提とした「需要に応じた増産」について
　以上のような東西格差がある中で、今次の
米騒動に対応して、需要に応じた増産を如何
にして進めていくかが問われる。そこで、重
要な点は、全体量としてどの程度を目指して
いくのか、という点である。
　政府公表の数値に基づくならば、需要は、
令和５~６年が705万ｔ、６~７年が711万
ｔとされている。この数値から、高温障害に
よる精米歩留まり低下分を差し引くと、平常
の作柄での純粋な需要としては、695万ｔ、
705万ｔとなる。そして、ここからさらに、
平常の作柄であれば、篩下米もそこそこには
穫れて、少なくともそれが一つ上のランクの
Ｂ銘柄の需要を食うも、と言うようなことは
起こらない、とすれば、この分がそれぞれ、
８万ｔ、４万ｔ少なくてもよいこととなる。
687万ｔ、701万ｔとなる。
　一方、令和７年産米の生産量予測は、735
万ｔとされている。ただし、このうち、備蓄
用、加工用からの仕向は、本来その用途に向
かうべきものであり、これを差し引くと、主
食用純生産は735-20=715万トン程度と推
定される。これにさらに増産をかけよ、とい
う方針転換である。米主産地は、これまで強
く生産抑制してきたので、まだ増産余力はあ
る。+30万ｔとすれば、令和８年産米の生産
見込みは745万ｔ（備蓄、加工を除く）とな
る。政府の推定通りの需要から天災分を差し
引いた純需要として、平均して（687+701）
/２=694万ｔとすれば、745-694 = 51万
ｔの過剰となる。
　当分は、備蓄（本来100万ｔ）を取り崩し
ているので、その積戻しのために、多めの生
産量が必要である。しかし、２～３年のうち
平常状態に戻れば、たちまちにして過剰は膨

らむ。過剰米は２年で100万ｔを超える規模
に膨れ上がる。
　問題があるのは、８月５日というタイミン
グで「増産方針」を示したことである。これ
は、現場には明らかに令和８年産米の増産指
令として伝わる。７年産米の増産見込みの
735万ｔ程度でも、まだ増産が足りない、と
伝わる。さらに、一年一作の稲作の宿命とし
て、その余韻は、令和９年産米の増産傾向に
も残存するであろう。逆に、強い打ち消し指
令がなければ、８、９年産米を735万ｔのま
まに収めるのは難しい。「増産方針」そのま
までは、毎年50万ｔもの過剰が継続するこ
とをも覚悟しなければならない。このように
して、増産の意味を定量的に解析してみると、
毎年発生する50万ｔ余の過剰を今後数年続
ける数値的な妥当性はあるのか、十分な吟味
が必要であることが理解できるであろう。
　このことに関連して、総理の会見の後に、
上記のような実態を勘案してのことであるか
どうかは不明であるが、いずれにせよ、農水
省としての配慮から、全くの「増産」ではな
く、「需要に応じた増産」というように、小
泉大臣の発言では言い換えられた。このこと
の意味は大きい。この六文字が付いた形で、
現場に伝わっていくことを期待したい。
　付言すれば、筆者は、備蓄米放出に関して
は、「過剰放出」をむしろ容認する姿勢である。
一般論として、生活必需品の品不足によって
一般消費者や流通関係者が心理的に不安にな
り、大衆のパニック状態さえ予想されるよう
な場合、必需品を大量供給し、「過剰感を演出」
することが公共政策として正当化されるので
はないかと考える。「十分」というよりも「十二
分」に供給することが肝要である。
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　この好例として、平成５年の平成米騒動が
ある。この際に、大量の輸入米が供給され、
最後は、食味が今一つ日本人の嗜好には合わ
なかったタイ米が、ゴミとして捨てられるこ
とも起こった。しかし、米不足を求めて店舗
の前には長い行列ができて、パニック状態と
なった消費者も、これらの対策によって沈静
化し、平常を取り戻した。さらに、品不足か
ら危機感を抱いた流通業者が、在庫を多めに
抱え込んでいたが、これも多めの輸入米によ
り、無かったはずの米が、業者自ら安心感に
より在庫を縮減し、これにより米が市場に「滲
み出してきた」と言われている。過剰感の演
出が正しい政策選択なのである３。
　しかし、一過性のあるこのような「備蓄の
放出」による過剰感の演出と、「生産現場の
増産」は、全く次元の異なる話である。両者
は、峻別しなければならない。そして、農業

生産の特殊性、即ち製造業とは異なり、生産
にタイムラグを伴うこと、そして継続性があ
ることを明確に意識しなければならない。ト
イレットペーパーの増産とは異なり、遅れて
増産が始まり、過剰になっても、直ぐには減
産に対応できない。
　そして、もう一つ、東西格差で理解してお
くべき重要なことは、高い増産余力を背景と
して、過剰を心配する東の声と、担い手不足
による構造的生産力低下に危機感を抱く西の
声と、実はどちらも正しいことを認識してお
く必要がある、ということである。今は元気
な東日本も、10年もたたないうちに、西と
同様に、高齢化、担い手不足が深刻化してい
く恐れがある。この課題に必要な「人」や「農
地」等の対策は、効果が現れるまで時間がか
かる。早急に着手することが肝要である。

６．米への直接支払への期待と幻想
　先の参議院選挙では、米問題への有権者の
関心が高いことを背景に、各党が、数ある政
策論争の争点の一つとして、競い合って米政
策を論じていた。その中でも、米への直接支
払（所得補償）は、米増産と絡めて積極的に
論じられていた。
　これは、政治論争であるから、そこには価
値観、イデオロギーも絡む。一介の研究者で
ある筆者が、その是非を論ずべきテーマでは
ない。とはいえ、学術的な見地から、ある政
策を選択した場合には、どのような利害得失
が生ずるか等を客観的な立場から指摘してお
くことは、有益な社会貢献としての意味もあ
る。以下では、こうした観点から、筆者の研

究成果をいくつか紹介することとする。
　なお、この議論の最大の課題として、財源
をどうするか、という問題があるが、筆者の
守備範囲を超え、かつ議論も拡散するので、
本稿では、この財源問題はさておき、それ以
外の面で政策の「手法」としての妥当性を論
じよう。
　第一に、米増産に資する直接支払、という
ことであれば、それは、「生産刺激」が強い
支払方法である方がよい。それは、「デカッ
プリング」とは全く逆に、「カップリング支払」
が良い。即ち、数量払が、この目的に最も合
致している。例えば一俵当たり2000円、と
いうような直接支払のやり方である。

３ �因みに、昭和49年の狂乱物価の時にも、大衆は、トイレットペーパーの品不足からパニックとなった。この際に、
政府の対策として、敢えて開店前の（倉庫ではなく）店頭にペーパーを積み上げた。そして、輸送トラックは、大型
トラックではなく軽トラックに、トイレットペーパーの積み荷を満載し、過剰感を演出した、と言われている。
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　確かに、この方法にすると、生産が刺激さ
れ、増産される。農家実感としても、「面積
10ａ当たり」よりも「一俵当たり」の方が、
熱心に追肥をやって単収を高めれば、その分
余分に支払額を受け取れるのであるから、増
産に励む。しかし、その結果、増産の結果と
して、米価は値下がりする。値下がりの恩恵
は、消費者が受ける。筆者の試算では、後に
詳述するように、かなりの部分が、生産者の
受益ではなく消費者の受益に回る。
　第二に、面積払にすると、ある程度の捨て
作りも容認されるので、増産刺激はそれほど
強くなくなる。とはいえ、作付面積比例であ
れば、多く作付けると多く受け取れる、とい
う傾向はあるので、かなりの生産刺激はある。
即ち、数量支払ではないので、多少のデカッ
プリング効果はあるが、やはり生産を刺激す
るので、カップリング支払の性格がある。
　かつて、戸別所得補償が実施された際に、
その見かけの補助額ほどには農家受取額が増
えず、卸の受け取る米価が低下した。これに
ついて、米卸が作為的に戸別所得補償の利益
を自分たちの方にも行くように画策したので
はないか、という噂もあった。しかし、ここ
までの議論からわかるように、正常な取引活
動として、経済原則に則った結果として、戸
別所得補償の受益の一部が消費者の側に回る
メカニズムが働くのである。
　第三に、助成額のほとんどが生産者保護に
回るような支払方法があることはある。生産

と全く関係ない要素で支払うやり方である。
例えば、現在の多面的機能支払や中山間直接
支払等の日本型直接支払は、集落の共同の作
業等が支払対象であり、生産刺激効果はほと
んどない。このため、受益のほとんどは、生
産者に行く。しかし、逆に見れば、デカップ
リング支払であるから、増産効果はほとんど
ない。
　第四に、ここまでの三種類の支払いは、い
ずれも定額支払であったが、一定の補償水準
を定めて、それと市場価格との差額を全て補
償する「不足払」という方法もある。この手
法は、生産者にとって有難い仕組みである。
特に、その補償水準を、高めに、具体的には
再生産可能な水準に設定してもらえれば、安
心して増産に励むことができる。
　しかし、この手法は、財政的には最悪であ
る。価格低下時には際限なく財政負担が膨ら
む。価格低下による生産抑制シグナルも出な
いことから、生産者は増産に励む。その結果
益々価格は低下し、増産と補償差額幅の拡大
によって、財政負担は雪だるま式に加速する。
過去にも、政治的に地元からの要請を受けて、
この手法を行政当局に強要する政治活動が
あったこともある。ただ、その心境は理解で
きるとしても、財政的には破綻を来たす。過
去にはアメリカでも、過剰生産には歯止めが
かかっている減反政策下で採用されたことも
あるが、そうでなければ、財政的には、忌避
すべき手法である。

７．日米農政の過去の実例　直接支払による市場価格押し下げ効果
　前節で述べた、直接支払が生産者保護だけ
ではなく、消費者へも価格押し下げ効果を通
じて受益が分担される、という原理について、
ややわかりにくいので、以下で実例を挙げて
補足的に説明する。

　図表６は、アメリカの小麦の事例である。
上段の折れ線が農家手取り価格、下段が市場
価格である。差額が直接支払の助成単価であ
る。この図で明らかなように、何らかの直接
支払があると、確かに農家手取りは増加する
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ものの、その一方で、市場価格は押し下げら
れる。そして、支払の助成が軽減されると、
再び市場価格は浮上する。とはいえ、助成と
価格を合わせたトータルとして農家手取りは
減少する。
　図表７は、日本の戸別所得補償の際の農家
手取りと市場価格の推移である。ここでも、
同様の動きが観察できる。
　ここでは、さらに生産者と消費者の補償額
の分配比率に関して、実際の数値を試算して

みよう。アメリカ財政学の中級テキスト（例
えばGruber（2022））では以下のような公
式がある。テキストの説明自体は、税を例に
とっているが、同じ原理なので、ここでは、
補助金を例にとって説明する。
　　生産者の補助金の取り分（%） = 
　　�消費者側の価格弾力性/（生産者側の価

格弾力性+消費者側の価格弾力性） ×　
100
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図表６　アメリカにおける小麦価格と農家手取りの推移

資料: Green, R., （1990）及びJust, B. and  F. Nelson, （1996）。
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　ただし、これはカップリング支払部分に
限ってのことである。戸別所得補償は、面積
支払であったので、一部はデカップリング支
払の効果がある。それでは、戸別所得補償で
はどのような状況であったのか、いくつかの
数値を想定して試算してみよう。
　面積支払で15,000円/10ａであり、その
時点での平年単収533/kgを適用すると、一
俵当たり1,689円となる。このうち、面積支
払であることによるデカップリング効果を
20%と仮定すると、（1689×0.2 = ）338円
は、生産者に帰着する。カップリング部分は、

（1689－338 =）1351円 と な る。 こ れ が、
例えば、供給価格弾力性0.45、需要価格弾

力性－0.3349と仮定すると、576円が生産
者に帰着し、775円（46%）が消費者に帰着
することとなる。結果的にトータルとしては、
生産者帰着は、338 + 576 = 914円（54%）
となる。
　この試算は、あくまで仮定の数値に基づく
ものでしかないが、実態を見ると、グラフ（図
表８）でも明らかなように、生産者手取りの
上昇分と消費者価格の低下分は、ほぼ同じで、
あたかも受益が概ね１/２ずつ按分されてい
るような感がある。上記の試算は、想定では
あるものの、それほど実態と乖離していない
ものと推定される。

８．直接支払はその設計により受益は異なるところへ 
－問われるのは、絶対的是非論ではなく政策目的との整合性－

　直接支払は、このように、その設計により、
受益が処行くのか、多様である。そこで、重
要なことは、単なる絶対的な是非論は不毛、
ということである。政策目的との整合性によ

り、それぞれの手法と設計を評価すべきであ
る。その分野、対象の性格、その時々の政策
目的をまずはっきりさせ、これに沿った支払
方式を設計することである。

図表８　戸別所得補償における農家手取り増加とその市場価格押し下げ効果の試算
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　論点は二つある。
　第一に、直接支払の受益が全て生産者には
いかない、という性格は、農業保護の観点の
みに固執するならば、マイナス面である。し
かし、政策目的を、消費者にも恩恵を及ぼす、
という捉え方をするならば、プラス面に解釈
できる。要は、政策目的をどこに置くか、と
いうことである。言うまでもなく直接支払の
金額の多寡は、納税者の負担であるから、直
接支払という政策の評価は、生産者受益だけ
ではなく、消費者受益、納税者負担の三方面
から議論する必要がある。
　第二に、同じ生産者の中でも、どの階層を
受益対象とするのか、という視点である。直
接支払という政策手法の最大のメリットは、
生産者の中で「政策のターゲットを特定でき
ること」である。この点で、価格政策の受益
は、誰しも受けられるため、政策的意図がそ
こに反映できない。価格政策では、ターゲッ

トに関して選択の余地はない。しかし、直接
支払の最大の利点は、これができることであ
る４。
　例えば、大規模農家に焦点を当てて、国際
競争力強化に政策目的を置いた支払とするこ
とも、一つの選択肢である。一方、「弱者へ
の温かい支援」を政治理念として掲げる政策
ならば、小規模に手厚く支援する直接支払も
選択肢となる。そして、どちらでもなく、敢
えてターゲットを絞らずに、平等に、均等に

「ばら撒く」という選択肢もあり、である。
しばしば「バラマキ」は批判の対象となるが、
公平性等の見地からすれば、「均等にバラ撒
く」ことこそが最適、という判断もあり得る。
　この論点は、まさしく政治判断の問題であ
る。これに関しては、本稿で、筆者がこれ以
上論ずる意義は乏しい。政策目的に沿って、
政治的に決断し、それに沿って政策設計する
ことが肝要である。

９．直接支払一辺倒は、世界農政の潮流ではなくなった
　直接支払が注目された1980年代、先進国
農政は、国内価格支持とこれに起因した農産
物過剰で、構造的なデッドロックに陥ってい
た。これを解消する方法として、直接支払、
特にデカップリング直接支払が注目された。
しかし、その後、この課題は解消に向かった。
　当時は、消費者負担から財政負担へ、とい
うのが先進国農政の共通のスローガンとなっ
ていた。しかし、現在、各国ともに、財政赤
字の中で、農業予算のみの突出した増額は、
実現し難い。アメリカでは、Harwood（2013）
が指摘しているように、EU型の過度な直接
支払への依存は限界がある、との認識が広

がっている。生産者にとって利益となる価格
に関する何らかの配慮、即ち多少の消費者負
担を組み合わせつつ、収入保険等の財政負担
との適切な分担でのポリシーミックスにより
農業保護を実現していく、という姿勢を目指
すように変わってきた。フランスでも、「エ
ガリム法」によって、適正な価格を実現して
いこうとする動きが、農政の中核に据えられ
た。これを受けて、日本でも、合理的な価格
の実現に関する法制化が進められた。
　こうした先進国農政の潮流を見るならば、
今後の日本農政の方向として、直接支払とい
う手法への過度な期待により、直接支払一辺

４ �世界の農政でも、これは共通認識である。2000年前後のEU農政をリードしていた、ドイツ・ゲッチンゲン大学の
Tangermann （2001）は、対象を絞らない愚直なバラマキも含めて、政策的意図を込めてターゲットの対象を選択
できることの重要性を指摘している。
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倒になるような政策提案は、注意を要する。
むしろ複数の政策手段の利害得失を冷静に分

析比較した上で、適切なポリシーミックスの
中で生かしていく姿勢が肝要であろう。

10．生産抑制の解除への円滑な移行:アメリカでの減反廃止の試行錯誤に学ぶ
　既に国からの配分は廃止となっているの
で、現時点で、政策的に「減反廃止」という
言葉は適切ではないが、米主産地では、平成
５年まではおろか６年産米でさえも、地域レ
ベル、生産者レベルでは文書による個人別配
分数値が存在した。このことからすれば、今
回の米不足に対処した生産抑制の解除は、「減
反廃止」という文脈で捉えて、政策手法を論
ずることも、的外れではない。
　図表９は、アメリカにおける減反廃止の３
回の試行錯誤を比較したものである５。この
比較を通して、今回の米主産地の生産抑制解
除、別の言い方をすれば、「需要に応じた増産」
を如何にして進めていくべきかを検討しよ
う。
　以下では、３回の試行錯誤から学ぶ「廃止
のための諸条件」、「ポリシーミックスの在り
方」について、五つの点を指摘する。
　第一に、廃止の市場環境として、過剰と価
格低迷の下では、成功していない、というこ
とである。そして、価格上昇、弱い不足の下
で成功している。こうしてみると、現時点は、
格好の機会であることがわかる。
　第二に、不足払は、補償価格を高止まりに
固定した上で、暴落価格との差額分全てを保
証する制度である。過剰になった際には財政
破綻を招く。減反廃止との組み合わせは、悪
性であり、政策立案者は、警戒感を以て減反
廃止とセットで廃止することを選択している。
生産者の立場に立つならば、米価が低下して
も差額が全て補償される制度なので、「再生

産の確保」という理念には整合し、強く希望
するであろうが、採用すべき選択肢ではない。
　第三に、デカップリング型の過去実績を用
いた固定支払は、比較的円滑に機能する。世
界初のデカップリング法案とされている
Boschvitz-Boren法案も、この減反廃止の検
討の中で生まれた。この法案は、審議未了で
廃案となり、アメリカでは日の目を見なかっ
たが、この制度はOECDの注目するところ
となり、その後EUでは、このデカップリン
グ支払いが脚光を浴びた。
　第四に、もう一つの代替的施策手法として、
クリントン政権で廃止に成功した際には、収
入保険制度が用意されていた。この制度は、
不足払と異なり、財政的にも制御可能であり、
しかも生産者には、過剰の際に生産抑制イン
センティブが働く。収入保険制度の起源自体
は、1938年にまで遡るが、それほど加入も
多くはなかったものが、1994年、連邦収入
保険改革法が成立、1996年には農務省に収
入保険担当のRMA（リスクマネジメント機
構）を設立し、体制を整備した。その成果で、
1993年から1998年までの五年で、加入面積
が２倍となった。周到に用意された収入保険
制度が、減反廃止後の価格低下の不安を懸念
する生産者の、リスクマネジメントとしての
受け皿となり、円滑な減反廃止に寄与した。
　第五に、アメリカの穀物では、価格の最低
保証のような役割として、担保融資制度があ
る。出来秋、価格暴落があった場合、この制
度に乗って担保融資実施の機関に穀物を預け

５ �アメリカ減反開始は、ルーズベルト政権時の1933年であるから、52年目にしてようやく廃止案が本格的に俎上に乗っ
たこととなる。そして、63年目にして、ようやく廃止となった。日本は、今年で1970から数えて55年目となる。
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てしまうことができる。それほど高い水準で
はないものの、これが最低価格保証となって
いる。いずれの廃止案でも、この制度の存続
を併用しており、それは現在も継続している。
いわば、価格政策としての機能がある。
　最後に総括として、二点を追加的に指摘す
る。一つは、第二、第三、第四の指摘事項を
まとめると、不足払は、過剰での生産抑制イ
ンセンティブが全く働かず、むしろ価格が下
がれば下がるほど100%補償なので差額が大
きくなり、メリット感が増す、という過剰時
の更なる増産インセンティブさえある。これ
に対して、固定支払（過去実績）の直接補償
は、増産インセンティブに関してはニュート
ラル、そして、収入保険制度は、ある程度の
生産抑制インセンティブのサインを伝える。
この違いを認識することが重要である。
　もう一つの追加指摘として、第五の指摘事
項と関連し、ポリシーミックスの重要性であ
る。アメリカ農政では、直接支払一辺倒を嫌
い、このクリントン政権時も、そして、現在
も、価格政策（担保融資制度）と収入保険等
を組み合わせた政策体系である。
　いずれにせよ、これらの経験を踏まえつつ、

日本も、アメリカ・クリントン政権における
減反廃止に遅れること30年、円滑に生産抑
制の規制を緩め、次なる局面へと移行するこ
とを期待したい。
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図表９　アメリカ農政における減反廃止に向けた三回の試行錯誤

減反廃止法案 レーガン政権減反廃止当初
案（1985.2)

ボシュヴィッツ・ボーレン
法案（1985.5)

クリントン政権減反廃止
1996年農業法（1996.4)

市況 価格低迷、過剰 価格低迷、過剰 価格上昇、均衡か弱不足
減反廃止年限 三年後に廃止 即時廃止 即時廃止
財政事情 財政赤字 財政赤字 財政赤字

不足払助成 単価引下げ
五年後の廃止 即時廃止 即時廃止

過剰、価格低下に備えた不
足払代替助成 特になし 過去実績の固定支払

過去実績の固定支払
1994連邦収入保険改革法成
立。1996年農務省に収入保
険担当のRMAを設立

担保融資による市場価格運
営

融資存続・価格は大幅引下
げ

融資存続・価格は大幅引下
げ

融資存続・価格は前５年中
位３年平均の85%

備考 二つの農業団体双方
が反対、不成立

不成立
ただし、世界初のデカップ
リング法案

1995.7提 案、1995.12財 政
均衡法に大統領veto発動、
その後単独提案で成立

注）　服部（1997）、服部（2010）、Gardner（20002）を基に、著者作成。
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１．本稿の前提条件
　筆者は司法書士業務を中心にその他行政書
士業務などを行っている。また、栃木県下都
賀郡壬生町のいわゆる中立委員として農業委
員を務めており、現在３期目に入っている。
本稿については実務家からの視点であり、な
おかつ栃木県で執務を行う者からの視点であ
ることをご留意いただきたい。筆者が業務を
行っている壬生町は人口37,950人（令和７
年６月末現在）で栃木県の県央に位置する。
栃木県の県庁所在地である宇都宮市と隣接
し、その他周辺を栃木市、下野市、鹿沼市と
４つの市に囲まれており、栃木県の中では、
町といっても比較的人口密集地帯に位置する
町である。また、町内に高速道路のインター
チェンジが１ヶ所、東武鉄道の駅が４駅あり、
電車では、埼玉県まで在来線で１時間程度、
東京まで行くとしても特急等を利用すれば２
時間弱で行くことが可能である。つまり、栃

木県の「町」ではあるがそれほど極端に「田
舎」ではなくむしろ東京を含む都会の通勤圏
と考えることもできるロケーションである。
当事務所は、壬生町の中でも宇都宮市に近い
場所に位置し、当事務所への依頼者の住所も
地元壬生町の他、宇都宮市在住の者も多い。
また、埼玉県、東京都に住んでいるがこちら
に不動産を所有している、またはこちらの不
動産を取得したいという依頼者も多い。その
ようなロケーションで開業する士業の論説で
ある。
　相続に関する農地の問題を取り上げるが、

「所有者不明農地制度」に関する問題と「不
在村地主」に関する問題という二つの問題に
ついて述べる。
　まず、所有者不明土地問題に対するこれま
での国の対策の中で農地にも大きく影響を与
えていると思われる制度を確認する。

２．所有者不明土地問題に対応する法律改正

（１）所有者不明土地に対する利用権設定
　そもそも所有者不明土地問題がクローズ
アップされたのは、2011年３月に発生した
東日本大震災後の復旧活動の中、高台の土地
の所有者が多数不明であった事が高台への移
転が進まない原因の一つとなったことであ

る。その事態を契機として農地については農
林水産省が中心となり、農地以外の土地につ
いては、国土交通省が中心となり所有者不明
土地問題の対策が検討されることとなった。
我が国は不動産への所有の権利意識が高い国
民性といわれる。私たち司法書士や近隣士業

所有者不明農地制度・不在村地主の問題

司法書士優リーガルオフィス　代表司法書士　髙橋宏治

寄　稿
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の土地家屋調査士は、境界問題や境界杭の設
置などについては、極めて慎重に対応する。
地方で比較的土地の価額が高くない地域で
あったとしても数センチレベルで近隣との境
界線については争う。そのような国民性もあ
り、国は、所有者不明土地問題に対する当初
の解決策として、所有権についての法律改正
をするのではなく、賃借権を利用した手段で
対応した。農地については、本稿でこの後検
討する「所有者不明農地制度」（2018年改正
農業経営基盤強化促進法）であり、農地以外
の土地については、「地域福利増進事業」（所
有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別
措置法2018年施行）が制定されたのである。
両制度とも基本的な仕組みは同様であり、利
用したい土地の所有者を探索した後、所有者
が判明しない場合は、公示手続きを行ったう
えで都道府県知事の裁定を得て当該土地を利
用する権利を設定する。農地については、農
地バンクが利用権を設定し、利用者は農地バ
ンクより当該土地を借り入れることとなる。
利用できる権利の期間は、農地については、
当初20年間であったが、令和５年４月より
上限40年間に引き上げられた。農地以外の
土地については、使用できる期間の上限は、
10年間である（一部の事業については20年
間とされている）。また農地以外の土地につ
いては、所有者不明土地を地域住民等の福祉
や利便性のための施設を整備する目的で利用
することができる制度なので、原則として当
該土地の上に構築物が建設されることとな
る。周辺に日用品を販売する店舗が存在しな
いなど一定の条件が整えば民間企業が店舗建
築のためにこの事業を活用できるなどの利点
はあるが、期間が満了した時点で当該土地の
所有者が判明し、土地の返却を求められた場
合には、土地を使用前の状態に戻して返還し

なければならないなどの措置が必要となるた
め活用は限定的となっているようである。

（２）新たな財産管理制度の創設
　令和５年４月１日に施行された民法等の一
部を改正する法律により不動産に特化した財
産管理制度が創設された。所有者不明土地・
建物管理制度と管理不全土地・建物管理制度
である。これまで不動産の所有者が不明に
なっている場合、法律上の管理人は、相続財
産清算人（令和５年３月31日以前は相続財
産管理人という）もしくは、不在者財産管理
人であった。前者は、相続人の存在、不存在
が明らかでないとき（相続人全員が相続放棄
をして、結果として相続する者がいなくなっ
た場合も含まれる）に利害関係人などが家庭
裁判所に選任の申し立てをする。不在者財産
管理人は、従来の住所又は居所を去り、容易
に戻る見込みのない者（不在者）に財産管理
人がいない場合、やはり利害関係人などが家
庭裁判所に選任の申し立てをする。いずれも
人に焦点が当てられた制度で対象者の全資
産、全負債が対象となり選任された清算人や
管理人の業務はかなり大きなものとなる。
　一方、新たに創設された制度は、不動産に
特化した財産管理制度である。所有者不明土
地・建物管理人は、調査を尽くしても所有者
やその所在を知ることができない土地・建物
について、利害関係人が地方裁判所に当該不
動産の管理命令を申立てすることにより裁判
所より選任される。人ではなく、不動産とい
う「物」を対象とした制度のため、家庭裁判
所ではなく、地方裁判所に申立てが行われる。
管理不全土地・建物管理人については、所有
者による土地の管理が不適当であることに
よって他人の権利又は法律上保護される利益
が侵害され、または侵害されるおそれがある
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場合、当該利害関係人が地方裁判所に対し管
理不全土地管理命令の申立てを行う。具体的
には、いわゆるごみ屋敷などを想定した管理
制度である。新たに創設されたいずれの財産
管理制度とも不動産に特化しており、管理人
の業務も比較的シンプルであり、裁判所への
予納金もこれまでの財産管理制度よりも安価
になる傾向があり、申し立てについてのハー
ドルも下がっている。令和６年12月29日付
朝日新聞電子版の記事によれば所有者不明土
地・建物管理制度導入後１年半の期間で同制
度の申し立ては全国で約1400件（内、土地
が対象に入っている申立ては８割以上であ
る）あるとのことである。

（３）相続土地国庫帰属制度の創設
　所有者不明土地・建物管理制度等の直後、
令和５年４月27日施行された制度が相続土
地国庫帰属制度である。相続の相談を受ける
ときよく言われることが、相続した不動産が
必要ないのだが、行政に寄付できないかとい
う要望であったり、遺言作成時も遺贈先とし
て行政を指定したいという要望であったりす
る。遺言の場合、行政ということではなく

NPO法人など、共益性のある団体に遺贈す
るということもあるが、相続が発生してし
まった後に相続人より相続した不動産を行政
に寄付することは極めて困難である。今回創
設された相続土地国庫帰属制度は、土地のみ
の制度であり、厳しい要件がある上に原則10
年分の土地管理費相当額の負担金を支払わな
ければならないという一定の条件はあるもの
の、相続した土地を利用することができない
場合に国庫に帰属させる制度が整ったこと
は、有効な問題解決策が出来たと評価される。
法務省発表の統計によると令和７年６月30
日現在で帰属件数では宅地が多いものの、申
請件数では農地が最も多い（下記図表参照）。
統計があるものではないが、法務局職員より
聞いたところによると、典型的な相談ケース
は、相続人は実家を離れ、親など被相続人が
田舎で生活していたが、その親が亡くなり、
相続人が実家に戻ることもないので、実家の
底地などを国庫に帰属させたい、という相談
であるということであった。そのような場合、
対象不動産は地方にあるが、相談者は現在の
居住地近くの法務局に相談をすることが多い
ということである。

「相続土地国庫帰属制度の統計」 
法務省ホームページより 

１　申請件数（令和７年６月30日現在）

（１）総数
4,001件

（２）地目別
　 田・畑：1,548件
　 宅  地：1,391件
　 山  林：　 620件
　 その他： 442件

２　帰属件数（令和７年６月30日現在）
（１）総数
　 1,776件

（２）地目別
宅 地： 660件
農用地： 553件
森  林：　 112件
その他 ： 451件
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（４）相続登記の申請義務化
　一連の法改正の中で最もインパクトのある
法改正が相続登記の申請義務化であろう。令
和６年４月１日より相続登記申請が義務化と
されたが、本制度には遡及効があり、令和６
年３月31日以前に相続した不動産も相続登
記がされていないものは義務化の対象とな
る。マスコミでも大きく取り上げられ実際相
続登記の件数はここ数年確実に伸びている。
法務省が発表する登記統計によれば、相続そ
の他一般承継による登記申請件数は、令和元

年から令和２年にかけて減少しているが、そ
の後は、年々増加している。（令和元年1,014
千件、令和２年 982千件、令和３年 1,045
千件、令和４年 1,136千件、令和５年 1,252
千件、令和６年 1,372千件）売買による所有
権移転登記の件数が、平成27年と比べても
増減しながら横ばいで推移していることと比
較すると相続その他一般承継による登記申請
件数の増加は顕著であるといえる（下記図表
参照）。相続登記の申請義務化に相続登記申
請を促す一定の効果があったと思われる。

第４表　種類別　土地に関する登記の件数及び個数（平成27年～令和6年）
種　　　　　　　　　類 令和 6 年 令和 5 年 令和 4 年 令和 3 年 令和 2 年 令和 元 年 平成 30 年 平成 29 年 平成 28 年 平成 27 年

総 数 件数 7,520,415 7,250,556 7,298,394 7,495,127 7,421,651 8,666,364 9,234,065 8,068,662 8,200,517 8,287,977
個数 20,345,327 19,429,223 19,066,977 19,128,364 18,994,649 20,061,224 20,533,248 19,655,911 20,193,986 20,652,845

土 地 の 表 示 に 関 す る 登 記 件数 1,651,357 1,539,124 1,632,025 1,738,965 1,900,299 2,843,271 3,411,850 2,037,731 2,011,739 2,110,602
個数 3,185,574 3,122,839 3,353,167 3,471,374 3,655,604 4,671,829 5,305,692 3,948,440 4,190,939 4,505,138

所 有 権 の 保 存 件数 27,247 26,905 26,218 25,768 32,819 28,040 28,787 33,651 35,015 33,334
個数 88,315 74,423 79,737 81,734 80,816 78,523 84,293 91,951 96,569 99,829

相続その他一般承継による 件数 344,851 1,252,245 1,136,561 1,045,570 982,437 1,014,452 947,835 908,713 866,122 861,360
所 有 権 の 移 転 個数 1,623,765 5,645,910 5,013,752 4,642,673 4,410,074 4,461,513 3,928,006 3,805,660 3,691,963 3,709,120
一 般 承 継（ 相 続 を 除 く。）
に よ る 所 有 権 の 移 転

件数 41,347 … … … … … … … … …
個数 137,400 … … … … … … … … …

相 続 に よ る
所 有 権 の 移 転

件数 986,295 … … … … … … … … …
個数 4,602,399 … … … … … … … … …

遺 贈 又 は 贈 与 に よ る
所 有 権 の 移 転

件数 180,651 174,978 168,292 173,905 169,150 170,995 171,889 181,477 184,208 191,612
個数 406,740 394,477 374,029 386,087 381,750 386,889 390,483 416,324 435,776 443,172

売 買 に よ る 所 有 権 の 移 転 件数 1,319,034 1,288,546 1,304,776 1,333,844 1,275,193 1,310,388 1,307,100 1,317,098 1,290,570 1,286,733
個数 2,797,895 2,702,141 2,689,460 2,724,883 2,549,161 2,592,084 2,610,162 2,608,941 2,516,536 2,541,935

そ の 他 の 原 因 に よ る
所 有 権 の 移 転

件数 83,885 92,096 104,844 108,467 122,348 119,573 123,707 130,703 137,406 140,330
個数 231,343 286,855 304,441 313,301 537,068 307,802 305,076 339,685 454,137 361,683

地 上 権 の 設 定 件数 6,231 6,548 6,178 7,475 9,107 8,274 8,067 8,759 8,141 7,172
個数 17,100 19,352 15,764 21,081 29,202 25,871 23,379 29,737 24,261 20,716

永 小 作 権 の 設 定 件数 3 － 2 － 1 － － － － －
個数 5 － 5 － 5 － － － － －

賃 借 権 の 設 定
又 は 賃 借 物 の 転 貸

件数 4,356 4,195 4,038 4,672 5,612 5,731 5,316 5,793 6,110 6,745
個数 13,530 10,141 8,344 10,050 11,161 11,889 13,248 13,490 15,259 17,441

採 石 権 の 設 定 件数 3 17 3 13 5 15 8 8 12 34
個数 8 26 5 27 17 52 15 77 53 349

地 役 権 の 設 定 件数 16,787 15,942 16,840 16,724 16,434 15,601 14,823 14,310 14,726 14,551
個数 24,769 23,465 25,537 24,752 24,365 24,332 23,127 22,189 23,186 23,227

先 取 特 権 の 保 存 件数 2 1 15 1 1 5 16 5 13 2
個数 8 2 44 1 19 58 137 63 194 12

質 権 の 設 定 又 は 転 質 件数 142 300 314 331 391 515 483 510 562 559
個数 441 2,491 545 1,087 1,042 1,377 1,445 1,499 1,643 2,975

抵 当 権 の 設 定 件数 627,486 629,181 666,210 695,879 685,358 718,193 724,259 793,587 871,765 766,459
個数 1,474,478 1,449,588 1,515,601 1,540,464 1,515,098 1,580,243 1,600,002 1,707,901 1,821,160 1,642,222

根 抵 当 権 の 設 定 件数 130,293 127,980 124,886 115,917 117,068 146,924 155,313 164,031 168,661 164,746
個数 385,929 367,841 351,521 345,455 352,248 400,285 424,327 465,222 489,753 465,341

敷 地 権 で あ る 旨 の 登 記 件数 2,356 2,202 2,036 2,750 1,959 2,264 1,808 2,306 2,506 2,656
個数 146,448 147,233 155,071 150,762 156,135 169,689 152,119 149,033 141,846 224,324

買 戻 し の 特 約 件数 1,137 1,114 1,246 1,247 1,348 1,774 1,948 1,870 2,037 2,385
個数 4,101 2,340 2,891 4,461 2,270 3,732 16,461 3,577 4,333 3,504

権利(所有権を除く｡ )の移転 件数 73,279 79,798 93,400 90,931 96,946 107,255 116,016 146,266 144,986 213,263
個数 200,559 231,996 253,643 248,808 288,773 293,007 354,207 415,886 402,329 532,315

処 分 の 制 限 件数 45,129 43,147 40,973 41,810 45,018 56,886 63,645 69,959 74,845 82,623
個数 102,200 132,154 105,044 112,833 111,938 133,531 151,557 161,572 175,021 196,886

信 託 に 関 す る 登 記 件数 20,391 20,321 17,572 12,805 11,759 10,071 8,194 7,054 4,520 4,257
個数 85,598 96,908 77,902 65,531 46,542 34,211 29,006 27,841 18,946 18,740

仮 登 記 件数 73,207 124,898 65,029 62,675 50,660 64,082 58,143 46,839 46,838 42,658
個数 152,415 241,917 163,066 147,024 135,964 134,937 142,234 136,796 129,417 101,791

相 続 人 申 告 の 申 出 の 登 記 件数 6,920 … … … … … … … … …
個数 26,768 … … … … … … … … …

そ の 他 件数 1,878,026 1,821,018 1,886,936 2,015,378 1,897,738 2,042,055 2,084,858 2,197,992 2,329,735 2,355,896
個数 4,637,539 4,477,124 4,577,408 4,835,976 4,705,397 4,749,370 4,978,272 5,310,027 5,560,665 5,742,125

（注）１　令和６年の「相続その他一般承継による所有権の移転」欄の数値は、令和６年１月から３月までの集計結果である。
　　 ２　令和６年の「一般承継（相続を除く。）による所有権の移転」及び「相続による所有権の移転」欄の数値は、令和６年４月から１２月までの集計結果である。
　　 ３　「その他」には、権利の変更・更正、登記名義人の氏名等の変更・更正、登記の抹消、相続人申告の変更・更正、相続人申告の抹消を含む。
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　相続登記の申請がなされることによる所有
者不明土地問題予防の効果は極めて大きい。
登記事項証明書からその所有者を確実に把握
することができれば、不動産の流動化は確実
に促進される。令和８年４月１日施行の住所
変更登記・氏名変更登記の義務化も含め、少
しでも多くの不動産の登記事項証明書上の登

記名義人が現在の所有者と一致し、所有者の
住所氏名がより正確となることが望まれる。
　一部まだ施行されていない法改正もあるが
所有者不明土地問題に対する大きな法改正お
よび新制度の創設については、一旦完了した
ものと思われる。

３．所有者不明農地制度について
　さて、前項で触れた所有者不明土地対策と
しての所有者不明土地に対する利用権設定の
制度であるが、農地以外の土地に関する「地
域福利増進事業」は、利用実績がそれほど見
られないと述べたが、それに比べ農地につい
ては、利用権設定期間が最大40年間とかな
り長期にわたり利用することが可能であるこ

とと、農地についても期間満了後返還する場
合には原状復帰が必要であるが、農地の場合
は原状復帰に手間と費用が掛かりにくいとい
う事情もあり、所有者不明農地制度の利用は
多い。令和６年３月末時点で、所有者不明農
地に係る公示は、893件、農地バンクへの貸
付けは、471件となっている（下記図表参照）。

農林水産省ホームページより 
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　当初手続きに時間がかかるという理由で敬
遠されていたこともあり、令和５年４月に利
用権設定の期間が20年から40年に引き上げ
られたと同時に、農業委員会による不明所有
者の探索後の公示期間は６カ月から２カ月に
短縮されている。また、所有者不明農地であ
ることを確認する農業委員会の負担を軽減す
るため、当初より農業委員会が行う探索の範
囲は、登記名義人の配偶者と子までで良いと
されている。
　制度利用促進のためかなりの軽減措置が取
られていると思われるが、それでも制度の理
由が進まない原因はいくつかあると思われる。
　まずは、軽減されているとはいえ手続きに
時間がかかり、それなりに手間がかかるとい
うことである。そこには、法律上は探索の範
囲は極めて限定されているが、実際にはそれ
以上に探索が可能であれば探索を行っている
という時間および労力の問題がある。実務上、
訴訟のリスクを軽減するため、探索が容易な
場合には、出来る限り探索を行うということ
がスタンダードな取り扱いのようである。
　また、相続登記が数代にもわたり未了のた
め所有者不明農地化している農地などの場
合、正式な法的手続きを取らず、いわゆる相
対で被相続人の親族から農地を借りて耕作を
していても、農地の価値が低いため、法的に
大きな問題になりにくいという事実もある。
若干論点がそれるが、農地の不動産としての
価値が低いということと、農地として利用し
ていれば返還を求められた場合に比較的経済
的な負担が少なく原状復帰ができるというこ
とは、法的トラブル発生の遠因になっている
と考えている。法的に正式な手続きを経ずに
相対で賃貸借を行うという状況がなくならな
いからである。この相対での賃貸借は農業委
員会での賃貸借の実態把握を困難にしてい

る。所有者不明農地発生の遠因ともいえる。
前述したように不動産としての価値が低く大
きなトラブルになっていないため、相対での
賃貸借は広く利用されているが、所有者不明
農地を増やさないためにもできるだけ正式な
手続きを踏んでもらいたい。
　利用期間が40年間とかなり長期間の利用
権設定もできるが、長期間の利用期間設定を
前提とした制度設計もこの制度が広がらない
理由かも知れない。できるだけ長期間の利用
権設定ができる方がいいような気もするが、
あまりにも長期間であると期間終了時点での
利用の状況が予想できない。事情によっては、
期間中に賃貸人が離農しなければならない状
況に置かれているかもしれない。20年間で
もなかなか予想がつきにくい期間である。そ
う考えると例えば10年という期間で利用権
を設定することになるが、10年後に改めて
申請をし直さなければならない。40年間と
いうかなり長期間にわたる利用が保証されて
いるので、利用が促進されると考えたが、逆
にその40年間は利用し続けなければならな
いため、賃借人にとっても負担となる。本来、
農地バンクが中間にあるため、農地バンクが
借りる場合には40年間で借り受け、貸し手
に対しては、短期で貸すことができればよい
のだが、管理費用を利用権設定時に一括で支
払わなければならないなど費用負担の面から
も、また、農地バンクが借り手を探さなけれ
ばならないという労力的な負担からも現状で
はそのような運用は難しいと思われる。
　農地については、数年という短期間であっ
ても利用価値があり、また、返還時の原状回
復が比較的容易であるということからも所有
者不明農地制度はかなり有効な法制度である
と考えるが、さらに利用のしやすい仕組みづ
くりが求められるところである。
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４．不在村地主に関する問題について
　次に不在村地主の問題について検討する。
不在村地主や不在地主という言葉は、農地に
ついて使われ、農地の所有者である地主がそ
の農地の所在地に居住していない状態を指し
ている。実家など家屋敷についても同じよう
な状況があり得るが、農地についてのみこの
言葉が利用されている。農地については古く
からこのような問題が認識されており、広範
囲にわたり問題視されていたからではない
か。家屋敷や宅地であれば売却という選択肢
もとりやすく、空き家、空き地になったとし
ても問題の解決が比較的容易である。不動産
業者も売買価額の高い宅地については積極的
に関与をしている。一方、現状では、農地は
引き受け手を見つけるのにかなりの労力を必
要とする。農業委員会のあっせんに頼るしか
ないという状況である。不在村地主の問題は
古くから認識されていたが、昨今の農業の担
い手不足によりさらにその問題が深刻化して
いるように感じる。
　不在村の地主は、田舎の農地につき賃貸借
ではなく売却を望む。幾ばくかの地代が入る
だけで将来にわたり住所地ではない場所に価
値のない不動産を持ち続けることにメリット
を感じない。売却ができないということであ
れば、他の相続財産、被相続人の負債などと
勘案して相続放棄をする、もしくは相続財産
国庫帰属制度の利用などを検討する者が増加
している。相続放棄は、相続財産に農地があ
る場合だけではなく相続全般について増加し
ている。最高裁判所事務総局から公表されて
いる司法統計年報によると相続放棄申述の新
規受理件数は、令和元年225,415件、令和２
年234,732、令和３年251,994件、令和４年
260,497件、令和５年282,785件、令和６年

308,753件となっている。現場で相続の相談
および手続きを実施する専門家として多くの
司法書士をはじめとする士業は、財産を投げ
出してしまうような手段はなるべく避けるよ
うにアドバイスをしていると思うが、特に農
地の場合は、適切な処分方法が見つからずや
む無く相続放棄をすることも多いと聞いてい
る。もちろん相続財産国庫帰属制度が創設さ
れたので、まずは、国庫帰属を検討すること
もあると思われるが、相続放棄に比べ費用や
手間がかかるため他の資産がそれほど多くな
い場合には相続放棄に流れてしまう。農家の
場合には、自宅が建っている土地が市街化調
整区域であることも多く、相続をしても売却
が難しいということも要因として考えられ
る。
　ただ、全ての相続人が相続放棄をしている
場合は、完全に所有者不明不動産となるので、
所有者不明土地管理人制度の利用ができる。
前述したようにこれまでの財産管理制度と比
較して予納金が少なくて済むこと、管理人の
業務も当該不動産のみのため業務量もこれま
での管理制度に比べて少なく、農地でも利用
しやすい。今後は、農地を対象にして所有者
不明土地管理制度の利用が増加すると思われ
る。
　相続放棄されるより困るのが、事実上の放
置である。農地の場合、当該土地上に構築物
等がないため所有者も比較的安易に土地を放
置するケースが見受けられる。相続登記申請
が義務化され、令和８年４月１日に住所変更
登記・氏名変更登記が義務化されるため、今
後は登記簿を確認すれば耕作放棄されている
土地の所有者が分かる状態に向かう。しかし
現状では、耕作放棄されている農地などは、
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相続登記や住所変更登記がされないまま放置
されていることが多い。一定の理由がないと
司法書士など士業でも職務上請求書で住民票
などを取得することができないため、相続登
記が未了であったり、登記名義人の住所が正

確でなかったりした場合、所有者を特定する
ことができず接触もできない。相続登記申請
が義務化され、住所変更登記等も義務化され
るが、すぐに改善されるということにはなら
ず、効果が現れるには一定の期間を要する。

５．まとめ
　東日本大震災を契機に所有者不明土地問題
が顕在化した。第１章に主な法改正を記述し
たが、令和６年４月１日施行の相続登記申請
義務化までの一連の法改正により所有者不明
土地問題に対応する法制度は整ったと考えら
れる。利用権を設定するという対策も取られ
たが、農地以外の土地については、最終的に
は、相続人を確定し相続登記を申請して所有
権を移転することに目的が置かれている。一
方、農地については、最大40年間という長
期間にわたる利用権が設定できれば、農業を
行うために利用するという点においては何ら
問題がなく、所有権を取得するところまで求
めなくても十分である。そのため農地につい
ては、所有者不明農地制度の利用促進に力が
入れられてきた。しかし、国全体の所有者不
明土地問題解消の目標が相続登記を行い、所
有者を明確にするということもあり、農地に
ついても所有者不明農地制度の利用促進だけ
ではなく、本年度より新たに「所有者不明農
地対策事業」が行われるなど相続人を明確に
し、相続登記を行うことを目標にした事業が
行われている。ただ、所有者不明農地問題の
解決策は、利用権を設定し当該農地を有効に
利用するということで促進されていたため、

若干現場では混乱があるように感じている。
司法書士の目線からは、やはり所有権移転を
行った方がいいように感じる。まず、相続登
記申請を目指しそれが困難な場合に所有者不
明農地制度の利用を促すという流れをスタン
ダードにしてはどうだろうか。
　不在村地主の問題の方は、利用権設定によ
る対策はなじまないように思う。不在村地主
は、田舎の不動産と一切のかかわりを持たな
いことを望んでいる。法改正により相続不動
産国庫帰属制度及び所有者不明土地・建物管
理人制度という新たな制度もでき対策の方法
が増えている。第１章で具体的な活用事例ま
では述べなかったが、管理不全土地・建物管
理制度という新たな管理制度も利用できる可
能性がある。
　いずれにしても過料を伴う相続登記申請義
務化というインパクトの強い法律改正が行わ
れたことにより、所有者不明農地問題および
不在村地主問題も動き始めている。本年度日
本司法書士会連合会では、農業関係対応委員
会という新たな部署を立ち上げ農業に関する
諸問題に取り組んでいる。今後も司法書士は、
不動産の法的専門家としてこれらの問題につ
いてもしっかりと取り組んでいく。
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１．営農型太陽光発電の現在地
　2013年３月末に農村振興局長通知（24農
振第2657号）によって、営農型太陽光発電
に関する農地法上の一時転用許可による導入
が本格的に始まって以降、10年余りの間に
営農型太陽光発電を巡る情勢は大きく変化し
てきた。2013年度には年間103件であった
営農型太陽光発電の一時転用許可件数は、
2022年度に975件まで拡大、国内の非住宅
用太陽光発電の導入件数が縮小していく状況
に反比例するように導入が進んできた。農業
者が自ら農地に発電設備を導入して所得の向
上を図る事例、太陽光パネルによる遮光環境
を活かして栽培作物の差別化を図る事例、耕
作放棄地や遊休農地の再生利用を図るために
営農型太陽光発電を導入する事例（図１）、
そして再生可能エネルギー発電事業の適地と
して農地を活用しようとする事例まで、世界
でも類を見ない多様性を持って我が国におけ
る営農型太陽光発電は広がりを見せている。
　そうした取り組みの広がりの中で、営農型
太陽光発電として計画され一時転用許可を受
けたにもかかわらず、農業生産が疎かにされ
る事例が目立つようになり、2024年度には
農地法施行規則の一部が改正され、営農型太
陽光発電に関する制度の見直しが図られた。
同時に、経済産業省・資源エネルギー庁から

は農地法に違反する状態にあるとされた営農
型太陽光発電事業に対して、再生可能エネル
ギー電気の固定価格買取制度（以下、FIT制
度）に基づく交付金の一時停止措置が実施さ
れるなど、「不適切」な事例への対応が段階
的に図られてきている。
　その後、2024年度末から2025年度にかけ
て第７次エネルギー基本計画や新たな地球温
暖化対策計画、そして食料・農業・農村基本
計画といった様々な政府計画において、「営農
型太陽光発電を推進」する方向性が盛り込ま
れてきた。こうした状況下にあって、営農型
太陽光発電とはそもそも何のために取り組む
べきものなのか、将来に向けた我が国の農業・
農村振興、ひいては持続可能な社会の実現に

農業・農村振興に資する真に 
望ましい営農型太陽光発電とは

千葉エコ・エネルギー株式会社　代表取締役　馬上　丈司

寄　稿

図１　遊休農地を再生利用した営農型太陽光発電設備
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向けてどのような形で普及していくことが望 ましいのかを、本稿において考えていきたい。

２．営農型太陽光発電の取り組みの現場から
　私自身、元々は千葉大学において地方自治
体における再生可能エネルギー政策の研究で
博士号を授与され、大学発のベンチャー企業
として地域課題の解決に資する再生可能エネ
ルギー発電事業とは何なのかを模索する中
で、2013年に当時既に事例が増えつつあっ
た千葉県内で営農型太陽光発電との出会いを
得ることになり、以降12年近くその普及拡
大に向けた取り組みを続けてきた。2017年
には地元である千葉市内で１haの畑を賃借
する形で法人としての農業生産にも新規参入
し、2018年には自社で農業生産も発電事業
も一体で行う形での営農型太陽光発電設備を
導入した。（図２）
　現在は畑作を中心として、関連会社を含め

るとグループ全体で約15haの農地で農業生
産を行っており、運営に関わる営農型太陽光
発電設備も20ａ未満の小規模なものから１
ha以上の大規模なものまで多種多様になっ
ている。栽培品目もサツマイモやジャガイモ、
リーフレタス、ミニハクサイ（図３）、キャ
ベツ（図４）、ブロッコリー、ナス、ピーマン、

ニンニク、ショウガ、土気からし菜、ブルー
ベリー、イチジク、レモン、大豆、枝豆、落
花生などこれまでに幅広い作物を手がけてき
ており、７年に及ぶ栽培の経験から近年は品
目の整理と集約化を進めつつある。
　自ら営農型太陽光発電と共に農業生産を
行ってきた経験から、営農型太陽光発電設備

があることによるメリットとして下記のよう
なものが挙げられる。
・�夏野菜や根域制限栽培の果樹等における灌
水量の削減。

図２�　農業生産並びに発電事業を一体で行ってい
る営農型太陽光発電設備

図３　営農型太陽光発電設備下で栽培したミニハクサイ

図４　�営農型太陽光発電設備下で栽培したキャベ
ツの販売風景
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・夏場の農作物に対する猛暑被害の軽減。
・冬の葉物野菜などに対する霜害の軽減。
・遮光環境による作業者に対する暑熱対策。
・果樹栽培に際しては、支柱部分を用いて防
鳥ネットを展開出来るほか、自動灌水装置の
配管や根域制限栽培における支持物としても
架台設備が利用可能。（図５）
・�架台を利用することでスマート農業に用い
るセンサー類などの設置が容易。

・�架台にクモが営巣することで、農作物の生
育に影響する害虫（アブラムシ、蝶類ほか）
が捕食される。

・�農業生産に必要な車両や機械の電化を図る
ことで、再生可能エネルギー電気を用いた
温室効果ガスを排出しないエネルギーによ
る農業生産が可能となる。

・�災害時にも電気を確保する手段を持つこと
で、農村集落等のレジリエンス強化に貢献
できる。

　一方で、これまでの農業生産の中で感じた
デメリットも挙げておきたい。
・�栽培作物によっては、支柱間の除草管理が
一定程度の手間として生じる。

・�支柱部分を避けることにより、栽培方法と
して密植が選択できないものがある。

・�架台設計時に雨だれ対策を適切に行ってい
ないと、作物に泥はねや流亡といった被害
が生じることがある。

・�長雨などによって土壌が過湿状態になるこ
とがあり、それが作物の生育不良や病害の
発生に繋がることがある。

・�人工衛星を用いたトラクターやドローンの
自動制御には上空部分の太陽光パネルが障
害になることがある。（架台設計によって
はこの問題は回避可能となる）

・�架台設計によっては大型農機の使用に制約
が発生する。

　これらは畑作を行う中で見いだしてきたも
のであり、実際には規模や栽培品目、農法や
栽培技術、運用する農業機械等の様々な要素
によりメリットもデメリットも変わってくる
だろう。そしてそれは、今後の普及拡大を目
指すべき「望ましい」営農型太陽光発電とい
うものを定義する難しさにも繋がってくる。

３．「望ましい」営農型太陽光発電とは何か
　営農型太陽光発電について実際に農業生産
を行う立場から、そのメリットやデメリット
などについて触れてきたが、もう少し視野を
広げてこの問題を考えてみたい。2025年５

月より農林水産省において「望ましい営農型
太陽光発電に関する検討会」（以下、検討会）
が開催され、「持続可能性が高い営農型太陽
光発電（仮称）」に関する検討が行われてきた。

図５　�営農型太陽光発電設備を利用しブドウの支
柱並びに雨よけとしている事例
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私も検討会の委員を拝命し議論に参加してき
た中で、検討会事務局から提示された「品目」
「生産性」「生産者」「地域共生」という観点
について意見を述べてきた。
　その中でも、第１回の検討会から述べてき
たのは「そもそも営農型太陽光発電とは何の
ために取り組むべきものなのか」という前提
条件の整理である。冒頭で触れた2013年の
営農型太陽光発電に関する一時転用許可制度
の本格的な運用開始時点では、FIT制度を利
用して農業者自らが営農型太陽光発電を行う
ことで、農業生産に加えて売電収入が追加的
に得られることで、所得の向上に繋げるとい
う考え方が背景にあったと推測される。それ
が「再生可能エネルギーの導入拡大に向け、
太陽光発電の適地が減少する中でのフロン
ティアとしての農地活用」という視点が入り
込むようになり、再生可能エネルギーを増や
すために農地の利用を拡大させたいという強
い意志を持つプレーヤーも近年は増えてきて
いる。また、一時転用許可による営農型太陽
光発電を農地利用の抜け道として、とにかく
太陽光発電設備を建ててビジネスとしていき
たい事業者の参入も増えたことで、先述した
ような営農状況が不適切な事例も各地で多数
生じることになってしまった。
　営農型太陽光発電のことを考える上で、必
ず踏まえなければならないのは「その事業が
農業・農村振興にどう繋がるか」ということ
である。ただ、農業・農村振興としてイメー
ジされる状態や解決すべき課題は全国各地で
一様ではないだろう。大規模に集約化された
平地での農業から中山間地での農業、都市農
地や都市近郊農地から地方の農村部に至るま
で、一括りに語ることは出来ない。実際に、
営農型太陽光発電に取り組まれている各地の
事例を見ても、営農型太陽光発電によって解

決を図ろうとしている課題も、そのアプロー
チもさまざまである。営農型太陽光発電で遊
休農地や耕作放棄地の再生利用に取り組む事
例もあれば、優良農地を将来に亘って維持し
ていくためにと導入する事例もある。穀物類
など高収益が見込めない作物の栽培を支える
ために営農型太陽光発電の収益を用いる事例
もあれば、遮光環境と再生可能エネルギーを
活かして従来は栽培出来なかった高収益作物
の生産に取り組む事例もある。遮光環境を利
用して露地野菜で夏場の猛暑の影響を緩和す
ることを目指す事例もあれば、産地において
収穫期を遅らせることで全体の出荷時期を延
長したり端境期の出荷を狙ったりする事例も
ある。営農型太陽光発電に取り組む発電事業
者を誘致し農業生産部分は地域の農業者が法
人化して受託することで地域の農業体制の再
編を図る事例もあれば、農業まで一体で取り
組む発電事業者を誘致して地域の新たな担い
手としての役割を期待する事例もある。
　私たちも営農型太陽光発電を契機に農業生
産へと異業種から新規参入し、グループ会社
に農地所有適格法人を作り、地元の方々から
農地を預かったり買い受けたりしながら生産
規模を拡大してきているが、これも営農型太
陽光発電という取り組みがなければ始まるこ
とはなかった。近年は就農を希望する新卒者
の採用も行えているほか、千葉商科大学と連
携して営農型太陽光発電設備における農業体
験（図６）を行ったり、千葉大学園芸学部の
実習の一環として営農型太陽光発電設備下で
の農業生産実習（図７）を毎年実施している。
　こうした取り組みを通じて、昨年だけでも
のべ300人以上が農業体験や実習に参加して
おり、特にこうした機会が無ければ農業生産
の現場に足を踏み入れることがなかったであ
ろう若者達が、営農型太陽光発電を通じて新
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たに農業への接点を持つことに繋がってい
る。これもまた「農業・農村振興」に向けた

営農型太陽光発電による成果の一つと言える
であろう。

４．地域課題解決のソリューションとして営農型太陽光発電をどう用いるか
　営農型太陽光発電は決して農業・農村の課
題を解決する魔法の杖ではなく、これまでも
様々な策が講じられてきた農業・農村振興に
繋がるソリューションの一つである。2013
年や2014年頃にはFIT制度の売電単価も高
く、個人農家が自らの所有する農地で融資を
受けて小規模ながら営農型太陽光発電を行
い、10ａあたり年間200～300万円の売電収
入を手にする事例も珍しくなかった。現在は
FIT制度による支援も縮小してきたが、一方
で個別に電気の買い手と契約するPPA（電
力購入契約）モデルの事業が広がり始め、大
手企業がまとまった規模で営農型太陽光発電
設備への投資を行う事例が増えつつある。ま
た、環境省が進める脱炭素先行地域事業では、
地方自治体も関与する形で地域内での営農型
太陽光発電を推進する事例が増えているし、
施設園芸や植物工場におけるエネルギーの脱
炭素化を進めるための営農型太陽光発電事業
というものも始まっている。
　まだ農業現場での関心は低調ではあるが、

「農業生産におけるCO2排出量をどれだけ削
減しているか」が農産物の評価にも繋がるよ
うな時代が目の前に迫りつつあり、それに対
応するために農地で再生可能エネルギーが生
産でき、水力発電や風力発電などと比べて立
地環境や資源確保の制約が少なく、農産物と
同様に太陽からの日射が確保できればエネル
ギーを生産できる営農型太陽光発電の重要性
は、より一層高まっていくことが予想される。
また、昨今の気候変動の影響として顕著に夏
場を中心とする気温の上昇や少雨が生じつつ
ある中で、太陽光パネルによる遮光環境の存
在が従来通りの作物栽培を続けるために不可
欠なものとなってくる可能性も十分にあるだ
ろう。再生可能エネルギーの利用も含め、気
候変動への適応策としての営農型太陽光発電
は既に現実的な選択肢になりつつあると言え
る。
　発電事業による収入を農業経営に活かす、
遮光環境を気候変動への適応策とする、再生
可能エネルギーの利活用を脱炭素農業実現や

図６　千葉商科大学が運営する営農型太陽光発電
設備における農業体験イベント風景

図７　�千葉大学園芸学部の学生による営農型太陽
光発電設備での農業生産実習
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農業・農村のレジリエンスを高めることに繋
げる、こういった営農型太陽光発電によって
引き出される価値をどう活かしていくかは、
それぞれの地域が抱える課題にしっかりと向
き合うことから始まる。そして、その課題解
決に資するソリューションとして、営農型太
陽光発電をどのように導入していくかを考え
なければならない。その点において、「望ま
しい」営農型太陽光発電の在り方というのは、

やはり一様なものではなく、それぞれの地域
で考えていかなければならない。検討会での
論点となっている「品目」「生産性」「生産者」
「地域共生」のそれぞれについても、最終的
にはやはり各地域において、それぞれの事情
や営農型太陽光発電に期待するものを踏まえ
た議論を重ねた上で、その対象が整理されて
いく必要があるだろう。

５．営農型太陽光発電の研究開発と国際的な広がり
　現在、千葉市若葉区において水田での営農
型太陽光発電設備（図８）の実証研究を千葉
大学などが中心となって進めている段階にあ
るが、栽培実証の初年度となる2024年は、
太陽光発電設備の内外で栽培された水稲（ふ
さのもち）の収穫量に有意な差が無い（遮光
環境下でも顕著な減収が生じていない）とい
う結果を得ているが、こちらについては単年
度のデータだけでは評価できるものではな
く、今年も継続的に栽培実証を続けている。
（本稿執筆時点では2025年の収穫が終わり分
析結果を待っている状況）

　この営農型太陽光発電設備では、水稲栽培
に用いられる大型の農機が十分に走行可能と
なる支柱間隔や架台高さなどの空間を確保
（図９）しており、加えてスマート農業の実

証としてGPSによる直進アシストのついた
田植機の運用や、農業用ドローンによる太陽
光パネル下での防除も実験的に行ってきた。
また、発電した電気はまず千葉大学に対して
環境価値部分を提供するという形で運用が開
始されており、いわゆるバーチャルPPAに
よる営農型太陽光発電設備からの大学に対す
る環境価値提供としては、国内初の事例と
なっている。

　こうした実証は営農型太陽光発電の設置を
考える農業者などにとって参考となる栽培や
設備設計のデータを提供すると共に、発電し
た電気をどのように地域内へ供給・消費して
いくかといったケーススタディにもなってい
る。何よりも、国内の農地の過半を占める水
田で営農型太陽光発電にどのように取り組ん

図８　�千葉市若葉区における水田の営農型太陽光
発電の実証設備

図９　�６条刈りのコンバインによる水稲の収穫作
業風景
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農業・農村振興に資する真に望ましい営農型太陽光発電とは

でいくことが可能なのかを実証することは、
重要な意味を持つと考えている。
　さらに、我が国における営農型太陽光発電
の取り組みは、諸外国で広く行われている
AgrivoltaicsやAgriPVといった類似の取り
組みと比較しても、立地環境から農地に対す
る規制の状況、栽培品目、農業生産の規模、
運用される農業機械、そして発電設備の設置
形態に至るまで世界で最も多様化している。
これだけ多様な農業生産の環境を持ち、大小
様々な農業経営のモデルがあり、スマート農
業や再生可能エネルギー利用までバリエー
ションに富んだ事例を有している中で、その
状況が残念ながら国内ではまだあまり評価さ
れておらず、一方で各国からは大きな注目を
集めているのが実態である。アジアの近隣諸
国においても、私たちが技術支援を行った台
湾での実証実験設備（図10）があり、韓国
でも地方政府が運営する農業試験場において
2017年頃から次々と実証設備が導入（図
11）されているなどしているが、いずれも
日本を先進事例とし彼らが視察や研究交流を
経て情報を取得しているものであり、その点

において「日本は営農型太陽光発電の先進地」
という立場を一定程度確立している。
　彼らは彼らなりに、それぞれの社会におい
て営農型太陽光発電をどのように取り入れて
いくべきか、農地を巡る法制度や農業者の生
産環境などとどう調和させていくべきかにつ
いて今なお研究を続けている。現在、営農型
太陽光発電に関する世界的な研究・開発投資
の中心はアメリカやドイツ・フランス・イタ
リアなどの欧州諸国となりつつあり、2019
年には国際学会も立ち上がったことで、農業
と再生可能エネルギーのそれぞれの分野で存
在感を示しつつある。こうした情勢を踏まえ
ると、「農地において農業生産と共生する太
陽光発電」というあり方は、もはや人類社会
において共通して受け入れられる価値観、農
業における選択肢へと進化しつつあるという
ことが言え、どのように農業生産性の向上や
持続可能性の確保、ひいては地域の農業・農
村振興に活かしていくかという議論が中心に
なってきていることは、認識しておくべきで
あろう。

図10　�日本からの技術支援によって建設された台
湾の営農型太陽光発電の実証設備

図11　�韓国の農業試験場に設置された営農型太陽
光発電の実証設備
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寄　稿

６．真に望ましい営農型太陽光発電とは
　ここまで、営農型太陽光発電に取り組む現
場からの視点、また検討会での議論や研究開
発の現状、そして各国における取り組みなど
を取り上げてきた。これらを見ていくと、も
はや「営農型太陽光発電は是か非か」という
議論の段階にはなく、「農業・農村振興の手
段として営農型太陽光発電をどう取り入れる
か」を各地域の課題や将来像に応じて議論す
べき段階に至っていると言えるだろう。
　農業生産の現場と向き合う中で、我が国が
社会全体として少子高齢化とそれに伴う人口
減少はもはや避けがたく、特に農業・農村に
おいてその影響はより深刻になっていく中
で、50年・100年先の地域の姿をどう描い
ていくべきかを考える時、営農型太陽光発電
は万能の解決策とはなり得ない。しかし、現
に営農型太陽光発電を契機として農業への新
たな参入者が増えており、また若い世代が再
生可能エネルギーを糸口にして農業にも関心
を寄せるきっかけを提供することが出来てい
る。かつて、化石燃料が普及する以前は、農

業そして農村から食料と共にエネルギーも都
市に供給されていた。当時は薪や炭や油とい
う形であったが、現代では再生可能エネル
ギーという形で電気や熱や燃料を社会に供給
する役割を、再び担うことが出来るようにな
る。そしてそれは、農業者や農村に新たな収
入をもたらすことになり、化石燃料に依存し
ない真の食料自給を達成することにもなり、
何よりも将来世代に対して持続可能で豊かな
社会を繋いでいくことに繋がるのではないだ
ろうか。そして、そうした社会の実現に資す
る営農型太陽光発電事業こそが、真に望まし
いものと言えるのではないか。
　それぞれの地域が目指す将来像の実現に貢
献し、未来を切り開いていくための手段とし
て、営農型太陽光発電をどのように取り入れ
ていくべきか。本稿がそうした各地での議論
の一助になれば幸いである。

参考文献
１．農林水産省『営農型太陽光発電設備設置状況等に

ついて（令和４年度末現在）』2024年10月
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１．概　観
　本調査では、農業振興地域の整備に関する
法律（以下「農振法」）と都市計画法（以下「都
計法」）の適用状況により、調査対象農地を
①「都計法の線引きをしていない市町村の農
用地区域内」、②「都計法の線引きをしてい
ない市町村の農用地区域外」、③「都計法線
引き市町村の市街化調整区域の農用地区域
内」、④「都計法線引き市町村の市街化調整
区域の農用地区域外」、⑤「都計法線引き市
町村の市街化区域」等に区分し、田畑別に農
地価格を算定している。
　令和６年の農地価格（全国平均）は、市街
化区域の中畑を除き、全国のすべての区分で
下落した。特に本調査で重視している「純農
業地域」（都市計画法の線引きをしていない
市町村）の代表的な農地価格である①「都計
法の線引きをしていない市町村の農用地区域
内」の中田、中畑価格は、平成７年以来30

年連続の下落となっている。要因としては、
農業への先行き不安や賃借の増加等による
「農地の買い手の減少や買い控え」、「後継者
不足」、「離農による過疎化」、米価などの「農
産物価格の低迷」などが影響していると考え
られる。
　次に「都市的農業地域」（都市計画法の線
引きをしている市町村）の代表的な農地価格
としている③「都計法線引き市町村の市街化
調整区域の農用地区域内」の農地価格は、「純
農業地域」より高い水準にあるが、平成５年
以来32年連続の下落を続けている。これは、
近年の一般地価の上昇はあるものの、農地の
「買い手の減少」が顕著であるなど、農業面
の下落要因が影響しているためとみられる。
全国の主要区分別の農地価格の動向について
は、表１のとおりである。

２．純農業地域の農地価格

（１）全国平均の農地価格
　農用地区域は、農用地等として利用すべき
区域として、農業生産上の主要な部分を担っ
ているとともに、非農業目的の利用（転用）
等については厳正な規制が課せられている区
域である。本調査では、純農業地域、都市的

農業地域の双方について調査を行っている
が、純農業地域の農用地区域の農地価格を、
代表的な農地価格として特に重視している。
　全国、ブロック別の純農業地域の農地価格
は、表２のとおりである。
　全国の純農業地域における農用地区域の中

令和６年田畑売買価格等に関する調査結果について

一般社団法人　全国農業会議所　農地・組織対策部

調　査
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調　査

田価格は104万４千円で1.2％の下落、中畑
価格は77万１千円で1.0％の下落となってお
り、いずれも30年連続の下落である。
　全国（北海道を除く）およびブロック別の
農地価格の分布状況は、表３、北海道の分布
状況は、表４のとおりである。

（２）ブロック別の農地価格
　ブロック別の農地価格の動向は、価格の変
動率及び変動率別地区数割合の変化などから
みることができる。ブロック別の農地価格は
表２、変動率別地区数割合は表５のとおりで
あるが、農業依存度や都市化の進展状況、都
計法の適用市町村数の割合等により、ここで
は全国を大きく次の３地帯に分けている。

（ア）北海道・東北・九州ブロック
　比較的農業依存度の高い北海道・東北・九
州ブロックでは、中田、中畑価格とも下落し
ている。

北海道
　中田価格は23万８千円で0.9％の下落、中
畑価格は11万５千円で0.8％の下落となって
いる。また、中田価格は昭和57年に52
万７千円の最高価格となった後、42年連続
で下落しており、下落率は54.9％である。
中畑価格は平成６年から31年連続で下落し
ており、昭和59年の最高価格23万１千円と
比べて50.0％の下落となっている。
　変動率別地区数割合をみると、中田で「上
昇」の割合が6.1％と前年に比べやや増加した。

昭和60 平成28 29 30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ R6/S60 R6/H28

1,658 1,256 1,207 1,182 1,165 1,133 1,112 1,083 1,068 1,044 63 83

3.4 -1.3 -1.2 -1.4 -1.3 -1.4 -1.2 -1.4 -1.0 -1.2

2,059 1,530 1,462 1,417 1,396 1,360 1,313 1,280 1,258 1,233 60 81

3.1 -1.2 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1 -0.9 -1.1 -0.8 -1.0

6,703 3,522 3,364 3,176 3,087 3,058 2,957 2,879 2,849 2,811 42 80

3.5 -1.8 -1.3 -1.4 -1.5 -1.2 -1.3 -1.3 -1.2 -0.8

9,632 4,945 4,784 4,545 4,478 4,309 4,297 4,165 4,175 4,169 43 84

3.5 -1.0 -0.9 -1.3 -0.9 -0.7 -1.0 -1.0 -0.6 -0.6

28,956 28,716 28,478 28,261 28,048 27,485 27,006 26,503 26,493 25,969 90 90

5.7 -0.5 -0.4 -0.8 -0.6 -0.5 -0.6 -0.3 -0.1 -0.1

1,129 910 891 872 861 838 825 802 792 771 68 85

3.6 -1.2 -1.1 -1.2 -1.1 -1.3 -0.9 -1.2 -0.9 -1.0

1,516 1,182 1,170 1,145 1,095 1,056 1,027 1,012 991 968 64 82

3.4 -1.1 -0.9 -0.9 -0.7 -0.9 -0.6 -1.0 -0.6 -0.9

6,255 3,368 3,222 3,047 2,951 2,934 2,846 2,754 2,732 2,671 43 79

2.8 -1.6 -1.1 -1.4 -1.3 -1.0 -0.8 -1.1 -1.1 -0.7

9,243 4,567 4,431 4,248 4,133 3,928 3,877 3,780 3,830 3,761 41 82

3.2 -1.0 -1.0 -1.2 -0.9 -0.6 -0.8 -0.9 -0.5 -0.5

30,164 30,014 29,951 29,361 29,651 29,283 28,447 28,296 28,399 26,994 89 90

5.3 -0.5 -0.4 -0.7 -0.6 -0.5 -0.3 -0.3 -0.1 0.0

変動率は平成24年度より当年度と比較対照可能な前年データのみを対象に算定。

中

畑

都計法の線引きを
していない市町村

農用地
区域内

農用地
区域外

都計法
線引き
市町村

市街化
調整区域

農用地
区域内

農用地
区域外

市街化区域

（価格は10ａあたり千円、下欄は変動率％）

中

田

都計法の線引きを
していない市町村

農用地
区域内

農用地
区域外

都計法
線引き
市町村

市街化
調整区域

農用地
区域内

農用地
区域外

市街化区域

表１　農地価格（全国平均）の推移
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令和６年田畑売買価格等に関する調査結果について

（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）

（中田）

昭和60 平成28 29 30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ R6/S60 R6/H28

全　国 1,658 1,256 1,207 1,182 1,165 1,133 1,112 1,083 1,068 1,044 63 83

3.4 -1.3 -1.2 -1.4 -1.3 -1.4 -1.2 -1.4 -1.0 -1.2

北海道 512 260 250 247 242 242 243 240 239 238 46 91

-1.5 -0.9 -1.1 -1.1 -2.3 -0.4 -0.5 -0.8 -0.3 -0.9

東　北 1,360 600 586 572 554 521 519 506 498 490 36 82

1.3 -2.0 -1.9 -1.2 -2.7 -3.6 -2.3 -2.3 -1.6 -1.6

関　東 1,917 1,619 1,564 1,521 1,501 1,393 1,390 1,398 1,395 1,388 72 86

3.5 -1.7 -1.5 -1.6 -0.9 -1.4 -1.2 -0.5 -0.3 -0.5

東　海 1,958 2,427 2,346 2,283 2,265 2,249 2,209 2,046 2,025 2,000 102 82

4.6 -1.4 -1.7 -1.0 -0.9 -1.2 -1.6 -3.3 -1.2 -1.1

北　信 1,739 1,499 1,425 1,359 1,339 1,323 1,310 1,283 1,266 1,237 71 83

5.0 -1.3 -1.3 -1.9 -1.3 -1.1 -1.1 -1.5 -1.1 -0.9

近　畿 2,340 2,186 1,981 1,968 1,949 1,942 1,886 1,810 1,847 1,786 76 82

3.0 -0.4 -0.4 -0.6 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.8 -1.2

中　国 942 779 769 746 732 693 678 677 668 662 70 85

3.3 -1.0 -0.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -0.4 -0.7 -0.9

四　国 2,437 1,725 1,710 1,726 1,702 1,696 1,680 1,642 1,564 1,539 63 89

2.8 -1.3 -1.4 -1.2 -2.1 -1.2 -0.8 -1.1 -1.0 -1.3

九　州 1,636 905 892 874 854 825 801 778 763 719 44 79

2.9 -1.6 -1.1 -1.8 -1.2 -2.2 -1.5 -1.7 -1.9 -2.0

沖　縄 891 890 865 890 885 826 868 862 871 860 97 97

6.3 -4.4 0.0 0.0 -0.5 -2.5 -0.7 -0.7 0.5 -1.3

変動率は平成24年度より当年度と比較対照可能な前年データのみを対象に算定。

            （価格は10ａあたり千円、下欄は変動率％）

（中畑）

昭和60 平成28 29 30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ R6/S60 R6/H28

全　国 1,129 910 891 872 861 838 825 802 792 771 68 85

3.6 -1.2 -1.1 -1.2 -1.1 -1.3 -0.9 -1.2 -0.9 -1.0

北海道 221 122 119 117 115 115 115 116 117 115 52 94

-4.3 -0.6 -1.3 -1.3 -1.6 -1.0 -0.4 -0.4 -0.5 -0.8

東　北 748 360 353 343 334 309 309 304 300 296 40 82

-0.1 -1.8 -1.4 -1.3 -2.2 -3.8 -1.8 -1.6 -1.2 -1.2

関　東 1,816 1,704 1,663 1,630 1,617 1,529 1,529 1,521 1,514 1,511 83 89

3.0 -1.4 -1.0 -0.9 -0.5 -1.0 -0.5 -0.5 -0.1 -0.6

東　海 1,685 2,172 2,141 2,062 2,055 2,048 2,010 1,819 1,790 1,696 101 78

6.2 -1.5 -1.8 -0.8 -1.0 -1.1 -1.8 -3.1 -1.3 -1.5

北　信 1,131 998 966 931 918 908 899 882 875 871 77 87

4.4 -1.1 -1.2 -1.8 -1.3 -1.2 -1.0 -1.1 -0.9 -0.7

近　畿 1,560 1,430 1,414 1,404 1,393 1,396 1,351 1,300 1,285 1,239 79 87

5.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 -0.8 -1.1

中　国 551 459 453 439 434 410 405 401 398 395 72 86

2.8 -0.9 -0.4 -1.8 -1.4 -1.6 -1.1 -0.4 -0.6 -0.9

四　国 1,356 987 952 952 943 955 933 920 888 874 64 89

3.2 -1.4 -1.4 -0.8 -2.2 -1.0 -0.8 -1.3 -0.9 -1.3

九　州 1,091 607 604 593 590 572 557 543 531 497 46 82

2.6 -1.2 -0.8 -1.6 -1.2 -1.6 -0.8 -1.7 -1.8 -1.8

沖　縄 1,068 1,417 1,290 1,288 1,246 1,086 1,255 1,236 1,233 1,233 115 87

6.6 -1.3 -2.0 -0.2 -0.6 -1.7 0.2 -2.7 0.0 0.6

変動率は平成24年度より当年度と比較対照可能な前年データのみを対象に算定。

            （価格は10ａあたり千円、下欄は変動率％）

表２　農地価格（ブロック別平均）の推移
（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
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（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
（中田）

全　国 東　北 関　東 東　海 北　信 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄

10ａあたり

   20万円未満 4.8 6.1 3.2 1.2 4.3 3.8 11.6 0.3 4.0 - 

   20～40万円 19.0 38.2 12.6 7.1 12.1 13.9 23.7 10.2 16.3 27.3 

   40～60万円 17.1 24.9 15.3 8.0 11.4 11.5 21.9 14.5 19.3 - 

   60～80万円 16.0 18.7 10.4 10.1 15.4 5.5 15.0 11.4 26.2 36.4 

80～100万円 11.0 7.0 15.7 5.6 11.9 9.5 7.3 10.4 16.7 - 

100～120万円 7.6 2.4 12.9 8.3 7.9 9.1 7.6 9.6 7.9 18.2 

120～140万円 4.3 1.6 3.2 6.5 7.3 5.5 4.3 6.3 2.8 - 

140～160万円 3.7 0.7 3.9 10.1 7.1 4.9 1.6 3.6 2.1 9.1 

160～180万円 2.5 0.5 3.1 5.9 4.9 3.3 1.6 2.5 1.1 - 

180～200万円 2.0 0.1 2.4 2.4 3.5 4.0 0.9 5.8 0.7 - 

200～220万円 2.1 - 2.4 3.6 3.0 5.3 0.6 5.6 0.8 9.1 

220～240万円 1.5 - 1.7 3.9 1.4 3.5 1.7 2.0 0.7 - 

240～260万円 1.4 - 1.0 2.4 1.9 4.4 0.6 3.6 0.4 - 

260～280万円 0.5 - 0.3 0.9 0.7 0.9 0.3 2.8 0.1 - 

280～300万円 0.4 - 0.2 0.9 0.5 2.0 0.2 0.5 - - 

300～400万円 2.5 - 3.9 10.1 3.1 4.0 0.6 5.1 0.9 - 

400～500万円 1.2 - 2.4 6.5 1.1 1.8 0.5 1.5 - - 

500～700万円 1.3 - 3.1 3.3 1.8 2.9 - 3.0 - - 

700～1000万円 0.7 - 2.0 2.4 0.4 1.8 - 0.8 - - 

1000万円以上 0.4 - 0.2 0.9 0.3 2.4 - 0.5 - - 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（単位：％）

（中畑）

全　国 東　北 関　東 東　海 北　信 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄

10ａあたり

   20万円未満 16.9 33.4 3.9 2.3 17.4 8.0 32.2 6.1 11.8 - 

   20～40万円 27.4 43.0 13.5 9.9 20.5 17.7 30.7 27.4 34.6 13.6 

   40～60万円 18.2 15.5 19.5 13.4 15.1 12.4 16.2 20.7 27.8 6.8 

   60～80万円 9.4 3.7 11.6 9.9 9.9 10.2 10.4 12.3 10.8 18.2 

80～100万円 6.6 2.4 10.0 7.3 10.1 8.0 3.6 6.9 6.5 11.4 

100～120万円 4.7 1.2 8.9 7.6 5.3 7.5 2.7 6.6 3.4 9.1 

120～140万円 2.9 0.7 3.9 5.2 4.7 6.3 0.8 4.6 1.2 4.5 

140～160万円 2.6 0.2 4.7 7.6 2.9 6.6 1.4 2.0 0.9 6.8 

160～180万円 1.9 - 2.7 5.0 4.6 3.4 0.3 0.8 0.6 2.3 

180～200万円 1.2 - 2.4 2.0 1.4 1.5 0.6 3.1 0.7 2.3 

200～220万円 1.6 - 2.4 4.7 1.3 4.9 0.6 2.8 0.6 9.1 

220～240万円 0.7 - 1.8 1.7 0.7 0.7 0.2 1.5 0.2 4.5 

240～260万円 0.8 - 0.5 2.0 1.3 1.7 - 1.5 0.5 4.5 

260～280万円 0.2 - 0.3 1.2 0.1 1.0 - - - 2.3 

280～300万円 0.4 - 0.3 2.6 0.2 1.0 - 1.0 - 2.3 

300～400万円 1.8 - 3.5 8.5 1.8 4.4 0.3 1.8 0.3 2.3 

400～500万円 0.9 - 1.9 4.7 1.2 2.2 - - - - 

500～700万円 1.2 - 6.3 2.6 0.8 1.7 - - - - 

700～1000万円 0.3 - 0.8 1.2 0.5 0.5 - 0.3 - - 

1000万円以上 0.3 - 1.0 0.6 0.2 0.5 - 0.5 - - 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（単位：％）

表３　農地価格水準の分布（旧市町村割合）(北海道除く）
（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
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令和６年田畑売買価格等に関する調査結果について

東　北
　中田価格は49万円で1.6％の下落、中畑価
格は29万６千円で1.2％の下落となってい
る。また、中田価格は昭和61年に136万２千
円の最高価格となって以来、38年連続の下
落で、下落率は64.0％である。中畑価格は
最高価格である昭和58年の75万７千円と比
べて、60.9％下落している。
　変動率別地区数割合をみると、「５％以上
下落」の割合が中田で13.6％、中畑で9.3％
と前年に比べ減少した。
九　州
　中田価格は71万９千円で2.0％の下落、中
畑価格は49万７千円で1.8％の下落となって
いる。
　中田価格は27年連続の下落で、昭和61年
の最高価格165万４千円に比べて56.5％の下
落となっている。中畑価格は32年連続の下
落で、昭和61年の最高価格109万２千円に
比べて54.5％の下落となっている。
　変動率別地区数割合をみると、「５％以上
下落」の割合が中田で16.7％と前年に比べ
増加したが、同時に「上昇」の割合も中田で

4.4％と前年に比べやや増加した。
（イ）関東・東海・近畿ブロック
　３大都市圏とその周辺部を抱えている関
東、東海および近畿ブロックでは、中田、中
畑価格とも下落している。

関　東
　中田価格は、138万８千円で0.5％の下落、
中畑価格は151万１千円で0.6％の下落と
なっている。
　変動率別地区数割合をみると、「５％以上
下落」の割合が中田で7.5％と前年に比べ減
少したが、中畑では8.1％と前年に比べ増加
した。
東　海
　中田価格は、200万円で1.1％の下落、中畑
価格は169万６千円で1.5％の下落となってい
る。
変動率別地区数割合をみると、「５％以上下
落」の割合が中田で8.6％、中畑で9.3％と前
年に比べ増加した。
近　畿
　中田価格は、178万６千円で1.2％の下落、

　　　（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域）

10ａあたり （％） 10ａあたり （％）

10万円未満 4.4 10万円未満 48.1 

10～20万円未満 27.2 10～20万円未満 32.6 

20～30万円未満 39.5 20～30万円未満 17.1 

30～40万円未満 24.6 30～40万円未満 1.7 

40～50万円未満 3.5 40～50万円未満 0.6 

50～60万円未満 0.9 50～60万円未満 - 

60～70万円未満 - 60～70万円未満 - 

70～80万円未満 - 70～80万円未満 - 

80万円以上 - 80万円以上 - 

計 100.0 計 100.0

中　　　　田 中　　　　畑

表４　北海道の農地価格水準の分布
（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域）
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中畑価格は123万９千円で1.1％の下落と
なっている。
　変動率別地区数割合をみると、「５％以上
下落」の割合が中田で9.3％、中畑で7.0％と
前年に比べ増加した。

（ウ）その他のブロック
北　信
　中田価格は123万７千円で0.9％の下落、中
畑価格が87万１千円で0.7％の下落となってい
る。
中　国
　中田価格は66万２千円で0.9％の下落、中

（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
(単位：％)

畑中田中

令和４年 12.6 7.5 77.7 2.2 9.5 5.8 82.5 2.2 

全　国 令和５年 11.2 8.0 78.9 1.9 8.3 7.0 82.7 2.0 

令和６年 11.3 7.7 78.7 2.3 8.5 6.9 81.9 2.7 

令和４年 5.4 12.5 77.7 4.5 9.3 6.6 77.6 6.6 

北海道 令和５年 3.6 12.5 78.6 5.4 7.3 8.4 80.4 3.9 

令和６年 6.1 11.4 76.3 6.1 8.8 6.6 80.7 3.9 

令和４年 19.7 6.1 72.1 2.1 12.9 4.0 81.8 1.4 

東　北 令和５年 14.7 7.4 76.1 1.9 9.7 5.0 83.3 2.0 

令和６年 13.6 6.7 77.8 1.8 9.3 5.0 84.2 1.6 

令和４年 7.1 2.5 84.9 5.4 8.5 3.0 83.4 5.1 

関　東 令和５年 7.6 4.4 84.9 3.1 5.9 5.4 84.8 3.8 

令和６年 7.5 5.8 84.2 2.6 8.1 5.8 82.1 4.2 

令和４年 15.9 7.4 75.0 1.8 15.3 3.7 78.4 2.6 

東　海 令和５年 7.6 8.7 83.4 0.3 8.8 5.9 85.0 0.3 

令和６年 8.6 3.3 87.5 0.6 9.3 4.7 84.8 1.2 

令和４年 17.2 7.4 74.8 0.6 10.8 5.9 81.9 1.3 

北　信 令和５年 13.3 7.6 78.8 0.3 9.4 7.3 82.7 0.6 

令和６年 11.5 5.9 80.9 1.6 8.5 5.7 83.4 2.4 

令和４年 3.1 12.3 83.5 1.1 0.5 11.0 87.8 0.7 

近　畿 令和５年 9.0 13.6 76.5 0.9 5.5 15.3 78.7 0.5 

令和６年 9.3 12.8 76.5 1.3 7.0 15.0 76.9 1.0 

令和４年 5.8 0.8 91.6 1.9 3.8 0.5 94.7 1.1 

中　国 令和５年 5.6 0.6 93.0 0.8 2.5 0.2 96.9 0.5 

令和６年 6.7 0.8 91.2 1.2 3.5 0.3 96.2 - 

令和４年 8.8 15.8 73.4 2.0 6.1 13.2 80.3 0.5 

四　国 令和５年 8.9 15.5 73.8 1.8 5.9 12.5 80.8 0.8 

令和６年 11.2 14.7 72.1 2.0 7.2 13.3 78.5 1.0 

令和４年 14.3 10.2 73.1 2.4 12.1 8.1 77.6 2.3 

九　州 令和５年 15.5 10.0 70.6 3.9 13.0 8.5 75.2 3.4 

令和６年 16.7 11.7 67.1 4.4 11.6 9.5 73.0 5.8 

令和４年 - 20.0 80.0 - 16.3 14.0 58.1 11.6 

沖　縄 令和５年 - 9.1 72.7 18.2 18.6 9.3 46.5 25.6 

令和６年 9.1 - 72.7 18.2 11.4 13.6 54.5 20.5 

（註）①都計法や農振法の線引きが新たに行われたり、変更されたりした場合や、

　　　　　新たに価格が報告されてきた場合など、前年変動率の計算ができない調査地区は除かれている。

       ②沖縄は集計市町村数が少ないことに注意。

０～５％
下落

０％
（保合）

上昇
５％以上
下落

０～５％
下落

０％
（保合）

上昇
５％以上
下落

表５　変動率別調査地区数割合
（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
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令和６年田畑売買価格等に関する調査結果について

畑価格は39万５千円で0.9％の下落となって
いる。
四　国
　中田価格は153万９千円で1.3％の下落、中畑
価格は87万４千円で1.3％の下落となっている。
沖　縄
　中田価格は86万円で1.3％の下落、中畑価
格は123万３千円で0.6％の増加となっている。

（３）農地価格の変動要因
　本調査では、農地売買価格調査とあわせ、
価格変動率が±３％以内を「横ばい」、３％
を超える上昇を「上昇」､ －３％を超える下
落を「下降」として、その要因を市町村農業
委員会に選択形式で尋ねている。
　純農業地域の農用地区域における農地価格
の変動状況ならびにその要因については、表
６、表７－１～３のとおりである。
　農地価格の変動状況をみると、「横ばい」
が中田85.6％、中畑88.8％であった。「下降」
は中田12.8％、中畑9.4％、「上昇」は中田
1.5％、中畑1.8％であった。

［下降の要因］
　中田価格の下降要因割合をみると、「買い
手の減少」が35.3％で最も高く、次いで「後
継者不足」が18.7％、「農産物価格の低迷」
が13.0％となっている。
　また、中畑価格の下降要因では、「買い手
の減少」が38.1％で最も高く、次いで「後
継者不足」が21.8％、「離農による過疎化の
ため」が12.6％となっている。

 ［横ばいの要因］
　中田価格の横ばい要因の割合をみると、「買
い手の減少」が31.1％で最も高く、次いで「農
産物価格の低迷」が19.2％、「生産意欲の減
退」が16.2％、「後継者不足」が16.1％となっ
ている。
　また、中畑価格の横ばい要因では、「買い
手の減少」が34.3％で最も高く、次いで「後
継者不足」が16.6％、「生産意欲の減退」が
16.2％、「農産物価格の低迷」が12.4％となっ
ている。

（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
（単位：％）

下降 横ばい 上昇 無記入 計 下降 横ばい 上昇 無記入 計

昭和55年 0.8 55.6 42.3 1.3 100.0 1.3 60.2 38.0 0.4 100.0

60年 3.7 72.6 23.3 0.4 100.0 4.3 76.4 18.8 0.5 100.0

令和２年 15.1 83.9 1.0 0.0 100.0 12.6 86.3 1.1 0.0 100.0

令和３年 13.8 84.7 1.3 0.1 100.0 10.1 87.8 2.0 0.2 100.0

令和４年 14.5 83.8 1.6 0.0 100.0 10.4 88.0 1.6 0.0 100.0

令和５年 12.3 86.4 1.3 0.0 100.0 8.9 89.6 1.5 0.0 100.0

令和６年 12.8 85.6 1.5 0.0 100.0 9.4 88.8 1.8 0.0 100.0

（註）横ばいは±3％以内。

中　　　　　　　　　田 中　　　　　　　　　畑

表６　中田・中畑価格の下降・横ばい・上昇傾向
（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
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（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
（ア）下降理由

【中　田】 （単位：％）

全体とし
て農業の
生産意欲
が減退し
ているた

め

米価など
農産物価
格が低い

ため

米生産調
整対策の

ため

兼業化に
よる労働
力不足の

ため

離農によ
る過疎化
のため

農業後継
者がいな
いため

農地価格
が農業収
益で買え
る限界ま
で達した
ため

農地の買
い手が少
ないまた
は買い控
えのため

あっせん
事業等に
より価格
水準が保
たれてい

る

負債整理
のため農
地の売却
が多いた

め

土地投機
や開発、
宅地化、
代替地取
得等がお
さまった
ため

その他 計

昭和60年 13.2 17.3 0.5 9.7 - - 13.7 36.1 2.6 - 1.7 5.2 100.0 

令和５年 6.7 22.4 1.6 8.5 8.8 17.3 0.3 30.3 0.6 0.6 0.1 2.8 100.0 

令和６年 9.1 13.0 0.9 9.0 9.0 18.7 0.7 35.3 0.6 1.6 0.1 2.0 100.0 

北海道 - - 10.0 - 10.0 10.0 - 50.0 - - - 20.0 100.0 

東　北 2.0 18.8 1.3 28.9 4.0 7.4 - 37.6 - - - - 100.0 

関　東 17.0 13.2 - - 18.9 30.2 - 20.8 - - - - 100.0 

東　海 - 3.2 - - 3.2 3.2 9.7 64.5 - - - 16.1 100.0 

北　信 23.9 6.8 - 5.1 8.5 32.5 - 22.2 0.9 - - - 100.0 

近　畿 11.1 11.1 - 1.9 13.0 1.9 - 51.9 - - - 9.3 100.0 

中　国 18.6 11.6 2.3 - 9.3 16.3 - 41.9 - - - - 100.0 

四　国 8.5 21.3 4.3 12.8 12.8 23.4 2.1 10.6 - - - 4.3 100.0 

九　州 3.1 13.3 - 3.6 8.7 23.1 0.5 40.0 1.5 5.6 0.5 - 100.0 

沖　縄 - - - - 100.0 - - - - - - - 100.0 

【中　畑】 （単位：％）

全体とし
て農業の
生産意欲
が減退し
ているた

め

米価など
農産物価
格が低い

ため

米生産調
整対策の

ため

兼業化に
よる労働
力不足の

ため

離農によ
る過疎化
のため

農業後継
者がいな
いため

農地価格
が農業収
益で買え
る限界ま
で達した
ため

農地の買
い手が少
ないまた
は買い控
えのため

あっせん
事業等に
より価格
水準が保
たれてい

る

負債整理
のため農
地の売却
が多いた

め

土地投機
や開発、
宅地化、
代替地取
得等がお
さまった
ため

その他 計

昭和60年 13.2 17.3 0.5 9.7 - - 13.7 36.1 2.6 - 1.7 5.2 100.0 

令和５年 8.7 6.4 1.0 9.9 10.9 23.1 0.8 35.3 1.6 - - 2.3 100.0 

令和６年 5.4 6.8 1.4 7.6 12.6 21.8 1.9 38.1 0.4 2.1 - 1.8 100.0 

北海道 - - 5.9 - 17.6 17.6 - 29.4 5.9 - - 23.5 100.0 

東　北 - 12.5 1.9 26.9 6.7 9.6 - 42.3 - - - - 100.0 

関　東 1.8 5.3 - - 22.8 28.1 - 42.1 - - - - 100.0 

東　海 - 8.3 - - 2.8 2.8 16.7 63.9 - - - 5.6 100.0 

北　信 13.6 3.7 - 3.7 7.4 44.4 - 25.9 - - - 1.2 100.0 

近　畿 12.9 6.5 - - 32.3 6.5 - 41.9 - - - - 100.0 

中　国 18.2 - - - 13.6 18.2 - 50.0 - - - - 100.0 

四　国 12.9 9.7 3.2 19.4 16.1 16.1 3.2 12.9 - - - 6.5 100.0 

九　州 3.2 6.3 - 1.6 11.9 27.8 0.8 38.9 0.8 8.7 - - 100.0 

沖　縄 - - 33.3 - 22.2 - 22.2 22.2 - - - - 100.0 

（註）昭和60年は、現在と理由項目の設定が異なっている。

全
　
国

ブ

ロ

ク

別

全
　
国

ブ

ロ

ク

別

表７－１　農地価格の変動理由別調査地区数割合
（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
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（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
（イ）横ばい理由

【中　田】 （単位：％）

全体とし
て農業の
生産意欲
が減退し
ているた

め

米価など
農産物価
格が低い

ため

米生産調
整対策の

ため

兼業化に
よる労働
力不足の

ため

離農によ
る過疎化
のため

農業後継
者がいな
いため

農地価格
が農業収
益で買え
る限界ま
で達した
ため

農地の買
い手が少
ないまた
は買い控
えのため

あっせん
事業等に
より価格
水準が保
たれてい

る

負債整理
のため農
地の売却
が多いた

め

土地投機
や開発、
宅地化、
代替地取
得等がお
さまったた

め

その他 計

昭和60年 12.0 21.6 5.9 11.6 - - 14.7 23.1 2.1 - 3.1 5.9 100.0 

令和５年 16.2 19.2 0.2 7.1 5.5 14.0 2.1 30.5 2.4 - 0.3 2.5 100.0 

令和６年 16.1 19.2 0.1 6.8 5.6 14.2 2.0 31.1 2.4 - 0.3 2.2 100.0 

北海道 - 20.8 2.0 - 4.0 7.9 5.0 18.8 39.6 - - 2.0 100.0 

東　北 12.3 28.4 0.1 10.6 2.7 10.4 1.4 30.5 1.8 - - 1.9 100.0 

関　東 9.2 17.6 0.4 10.3 4.2 18.4 2.1 34.3 2.3 - 0.4 0.8 100.0 

東　海 16.8 18.4 - 7.2 8.9 10.9 3.6 31.6 - - - 2.6 100.0 

北　信 21.1 18.3 0.3 3.8 5.6 8.0 0.9 39.3 1.0 - 0.8 0.9 100.0 

近　畿 17.3 10.4 - 3.8 10.2 20.6 2.5 30.2 - - - 5.1 100.0 

中　国 31.9 20.1 - 6.7 4.0 12.1 2.7 17.7 0.7 - - 4.0 100.0 

四　国 21.4 15.6 - 7.2 11.0 15.6 0.9 24.6 - - 1.2 2.6 100.0 

九　州 6.9 16.7 - 5.6 5.4 21.8 1.9 35.8 4.3 - 0.3 1.4 100.0 

沖　縄 - - - - - - 25.0 75.0 - - - - 100.0 

【中　畑】 （単位：％）

全体とし
て農業の
生産意欲
が減退し
ているた

め

米価など
農産物価
格が低い

ため

米生産調
整対策の

ため

兼業化に
よる労働
力不足の

ため

離農によ
る過疎化
のため

農業後継
者がいな
いため

農地価格
が農業収
益で買え
る限界ま
で達した
ため

農地の買
い手が少
ないまた
は買い控
えのため

あっせん
事業等に
より価格
水準が保
たれてい

る

負債整理
のため農
地の売却
が多いた

め

土地投機
や開発、
宅地化、
代替地取
得等がお
さまったた

め

その他 計

昭和60年 14.5 16.1 2.4 12.8 - - 13.6 29.3 1.8 - 2.8 6.7 100.0 

令和５年 15.3 12.5 0.0 6.7 6.3 17.1 2.6 33.8 2.7 - 0.3 2.4 100.0 

令和６年 16.2 12.4 0.0 6.6 6.4 16.6 2.2 34.3 2.7 - 0.4 2.1 100.0 

北海道 - 3.8 - - 5.7 9.5 3.2 29.7 46.8 - - 1.3 100.0 

東北 13.5 17.9 - 12.2 2.8 11.5 1.9 36.6 0.7 - - 2.8 100.0 

関東 14.2 9.4 - 9.4 4.4 19.2 2.8 37.3 1.8 - 0.6 0.7 100.0 

東海 14.2 15.8 - 8.3 9.2 13.9 2.6 33.0 - - 0.3 2.6 100.0 

北信 17.8 13.0 0.3 4.3 7.4 13.6 0.8 40.6 1.2 - 0.8 0.3 100.0 

近畿 17.4 10.3 - 3.7 10.3 19.0 2.6 32.5 - - - 4.2 100.0 

中国 35.3 13.4 - 5.7 5.7 15.5 2.6 17.6 0.7 - - 3.6 100.0 

四国 21.3 12.0 - 5.3 12.9 16.0 0.8 27.5 - - 1.7 2.5 100.0 

九州 6.6 9.2 - 4.3 6.1 24.9 2.6 41.3 3.1 - 0.4 1.6 100.0 

沖縄 - 3.7 - - - 22.2 25.9 40.7 7.4 - - - 100.0 

（註）表７－１（ア）の註に同じ。

全
　
国

ブ

ロ

ク

別

全
　
　
国

ブ
　
ロ
　

　
ク
　
別

表７－２　農地価格の変動理由別調査地区数割合
（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）
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表７－３　農地価格の変動理由別調査地区数割合
（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）（都計法の線引きをしていない市町村の農用地区域内）

（ウ）上昇理由

【中　田】 （単位：％）

農業収益
が増加・
安定して
いるため

農業経営
の規模拡
大意欲が
強いため

圃場整
備・土地
改良事業
が行われ
たため

農用地区
域の周辺
で宅地化
が進行し
た影響

代替地と
して需要
が高いた

め

工場用地
等のため
の民間企
業による
買収の影

響

道路・鉄
道等公共
買収の影

響

土地投機
の気分が
強いため

農地は売
らないと
の意識が
強いため

農地価格
は上昇す
るものとの
意識が強
いため

その他 計

昭和60年 8.6 - 14.8 14.0 3.3 - 8.0 1.1 16.1 9.0 25.1 100.0 

令和５年 5.6 52.1 2.8 7.0 1.4 1.4 - - 4.2 - 25.4 100.0 

令和６年 9.5 41.7 2.4 13.1 1.2 - 1.2 - 4.8 2.4 23.8 100.0 

北海道 - 66.7 - - - - - - - - 33.3 100.0 

東　北 6.7 26.7 - - - - - - - 6.7 60.0 100.0 

関　東 - 75.0 8.3 16.7 - - - - - - - 100.0 

東　海 - - 50.0 - - - - - 50.0 - - 100.0 

北　信 14.3 28.6 - 14.3 - - 14.3 - 14.3 - 14.3 100.0 

近　畿 - 100.0 - - - - - - - - - 100.0 

中　国 33.3 33.3 - 33.3 - - - - - - - 100.0 

四　国 - - - 100.0 - - - - - - - 100.0 

九　州 10.3 31.0 - 13.8 3.4 - - - 6.9 3.4 31.0 100.0 

沖　縄 - 100.0 - - - - - - - - - 100.0 

【中　畑】 （単位：％）

農業収益
が増加・
安定して
いるため

農業経営
の規模拡
大意欲が
強いため

圃場整
備・土地
改良事業
が行われ
たため

農用地区
域の周辺
で宅地化
が進行し
た影響

代替地と
して需要
が高いた

め

工場用地
等のため
の民間企
業による
買収の影

響

道路・鉄
道等公共
買収の影

響

土地投機
の気分が
強いため

農地は売
らないと
の意識が
強いため

農地価格
は上昇す
るものとの
意識が強
いため

その他 計

昭和60年 9.1 - 9.5 21.3 3.9 - 10.2 2.4 21.4 12.8 9.4 100.0 

令和５年 4.9 61.0 1.2 3.7 - 1.2 - 1.2 4.9 2.4 19.5 100.0 

令和６年 9.2 40.8 2.0 10.2 - 2.0 2.0 - 8.2 1.0 24.5 100.0 

北海道 33.3 16.7 16.7 - - - - - 16.7 - 16.7 100.0 

東　北 7.7 38.5 - 7.7 - - - - - - 46.2 100.0 

関　東 - 54.5 4.5 9.1 - 4.5 - - 9.1 - 18.2 100.0 

東　海 - - - - - - - - 25.0 - 75.0 100.0 

北　信 33.3 16.7 - 16.7 - - 16.7 - 16.7 - - 100.0 

近　畿 - 50.0 - - - - 50.0 - - - - 100.0 

中　国 - - - - - - - - - - - - 

四　国 - 33.3 - 66.7 - - - - - - - 100.0 

九　州 8.8 47.1 - 5.9 - 2.9 - - 5.9 - 29.4 100.0 

沖　縄 12.5 37.5 - 25.0 - - - - 12.5 12.5 - 100.0 

（註）表７－１（ア）の註に同じ。

全
　
国

ブ

ロ

ク

別

全
　
国

ブ

ロ

ク

別
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［上昇の要因］
　中田価格の上昇要因としては、「規模拡大意
欲が強い」が41.7％と最も高く、次いで「周辺
で宅地化が進行した影響」が13.1％、「農業収
益が増加・安定している」が9.5％となっている。

　また、中畑価格の上昇要因では、「規模拡
大意欲が強い」が40.8％と最も高く、次い
で「周辺で宅地化が進行した影響」が
10.2％、「農業収益が増加・安定している」
が9.2％となっている。

３．都市的農業地域の農地価格

（１）全国平均の農地価格
　本調査では、都市的農業地域を都計法と農
振法の適用状況により、「市街化調整区域の
農用地区域」、「市街化調整区域の農用地区域
外」、「非線引き都市計画区域の農用地区域」、
「非線引き都市計画区域の農用地区域外」、「市
街化区域」の５つの区域に分け、調査を実施
している。
　市街化調整区域の農地価格は、都市的利用
が制限されていることもあり、本来は純農業
地域の農地価格と同程度のはずである。しか
し、市街化区域や他の地価が高い地域からの
代替地取得、公共買収等の影響から、農業収
益からかけ離れた高い水準となっている。地
価高騰の際、最も高い上昇率を示したのも同
地域であったが、これらの区域の農地価格も
下落を続けている。
　特に、都市的農業地域の代表的な農地とし
て注目している市街化調整区域の農用地区域
の農地価格は、中田が281万１千円で0.8％の
下落、中畑が267万１千円で0.7％の下落となっ
ており、中田、中畑とも最高価格となった平成
４年の1,121万３千円と1,122万１千円に比べ、
それぞれ74.9％、76.2％の下落となっている。
　都市的農業地域の農地価格は、ピーク時か
ら比べて緩やかな下落傾向となっているが、
これは一般地価が上昇傾向にある一方で、「農
地の買い手の減少」など農業面の下落要因が
依然影響しているためとみられる。
　全国の都市的農業地域の主要区分別農地価

格は、表１のとおりである。

（２）ブロック別の農地価格
　ブロック別の市街化調整区域の農用地区域
の農地価格は、表８のとおりである。また、
変動率別にみた調査地区数割合は、表９のと
おりである。

（ア）北海道・東北・九州ブロック
　北海道の中田価格は42万２千円で1.7％の
下落、中畑価格は46万５千円で1.6％の上昇
となっている。
　東北は中田価格が124万９千円で1.8％の下
落、中畑価格が110万８千円で0.8％の下落、
九州は中田価格が149万円で2.4％の下落、中
畑価格は123万円で1.6％の下落となっている。
　変動率別調査地区数割合をみると、東北で
は中田および中畑の「上昇」の割合が
10.0％、15.4％と高い一方、「５％以上下落」
の割合も中田で25.6％、中畑で18.2％と高
い水準となった。

（イ）関東・東海・近畿ブロック
　関東の中田価格は140万５千円で0.6％の下
落、中畑価格は179万２千円で0.1％の下落、
東海は中田価格が582万３千円で0.6％の下
落、中畑価格が565万８千円で0.7％の下落、
近畿は中田価格が320万７千円で1.5％の下
落、中畑価格は301万６千円で1.2％の下落と
なっている。
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（市街化調整区域の農用地区域内）
（中田） （価格は10ａあたり千円、下欄は変動率％）

昭和60 平成28 29 30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ R６/S60 R６/H28

全　国 6,703 3,522 3,364 3,176 3,087 3,058 2,957 2,879 2,849 2,811 42 80

3.5 -1.8 -1.3 -1.4 -1.5 -1.2 -1.3 -1.3 -1.2 -0.8

北海道 887 452 460 452 441 437 435 437 430 422 48 94

-5.0 -1.4 -0.1 -1.8 -0.5 -0.9 -0.3 0.3 -1.6 -1.7

東　北 3,945 1,629 1,597 1,510 1,463 1,397 1,345 1,311 1,290 1,249 32 77

-0.2 -1.4 -1.8 -3.4 -3.1 -3.4 -3.4 -2.5 -2.2 -1.8

関　東 7,174 2,565 2,477 1,811 1,758 1,683 1,491 1,425 1,420 1,405 20 55

5.2 -1.4 -1.2 -1.9 -1.3 -1.2 -0.8 -0.7 -1.1 -0.6

東　海 9,522 6,820 6,808 6,668 6,549 6,720 6,565 6,077 5,910 5,823 61 85

1.8 -1.4 -1.1 -0.5 -1.5 -0.5 -0.9 -0.9 -1.2 -0.6

北　信 4,365 2,547 2,503 2,405 2,347 2,287 2,208 2,169 2,143 2,127 49 83

-2.0 -1.6 -1.8 -3.1 -1.7 -2.4 -2.5 -1.8 -1.2 -0.8

近　畿 8,965 3,898 3,536 3,518 3,385 3,201 3,203 3,226 3,252 3,207 36 82

8.4 -2.8 -1.4 -1.2 -0.8 -1.2 -1.5 -1.2 -1.1 -1.5

中　国 4,272 4,402 4,452 4,017 4,007 4,086 4,012 3,984 3,961 3,960 93 90

-0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0

四　国 7,768 4,883 4,698 4,583 4,349 4,305 4,142 3,909 3,659 3,805 49 78

4.8 -4.0 -2.6 -2.4 -3.3 -2.3 -2.5 -3.5 -1.8 -0.6

九　州 3,928 1,877 1,866 1,827 1,730 1,701 1,696 1,629 1,580 1,490 38 79

2.3 -2.6 -1.4 -2.0 -3.0 -2.2 -1.2 -3.5 -1.7 -2.4

沖　縄 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 

変動率は24年度より当年度と比較対照可能な前年データのみを対象に算定。

（中畑） （価格は10ａあたり千円、下欄は変動率％）
昭和60 平成28 29 30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ R６/S60 R６/H28

全　国 6,255 3,368 3,222 3,047 2,951 2,934 2,846 2,754 2,732 2,671 43 79

2.8 -1.6 -1.1 -1.4 -1.3 -1.0 -0.8 -1.1 -1.1 -0.7

北海道 737 475 494 490 465 462 472 444 458 465 63 98

-8.6 -0.9 -0.6 -0.9 -0.5 -0.7 0.1 0.2 3.1 1.6

東　北 3,022 1,393 1,372 1,285 1,240 1,186 1,167 1,143 1,149 1,108 37 80

-1.5 -1.3 -1.3 -3.9 -3.1 -3.3 -1.9 -1.7 -1.2 -0.8

関　東 8,416 2,969 2,959 2,356 2,221 2,136 1,941 1,852 1,873 1,792 21 60

2.5 -1.1 -0.9 -1.0 -0.9 -1.0 -0.6 -1.0 -0.7 -0.1

東　海 9,185 6,684 6,674 6,511 6,376 6,557 6,417 5,932 5,791 5,658 62 85

4.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.2 -0.3 -0.6 -0.8 -1.2 -0.7

北　信 3,660 2,270 2,230 2,083 2,059 2,015 1,952 1,915 1,891 1,891 52 83

-1.7 -1.8 -1.8 -3.4 -1.2 -2.4 -2.3 -1.9 -1.3 -0.2

近　畿 7,079 3,810 3,332 3,303 3,176 3,078 3,027 3,014 3,013 3,016 43 79

7.0 -3.6 -1.0 -0.5 -0.9 -1.1 -1.0 -0.4 -0.9 -1.2

中　国 3,080 3,084 2,978 2,723 2,724 2,754 2,727 2,710 2,694 2,693 87 87

1.3 -0.4 -0.8 -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

四　国 4,973 4,062 3,892 3,778 3,571 3,522 3,417 3,260 2,951 3,080 62 76

2.3 -3.5 -2.6 -3.5 -3.5 -2.5 -1.9 -3.9 -3.2 -1.6

九　州 3,247 1,595 1,609 1,562 1,511 1,527 1,514 1,426 1,416 1,230 38 80

1.8 -1.0 -1.5 -2.5 -2.7 -1.4 -0.5 -2.6 -1.5 -1.6

沖　縄 3,962 4,785 4,883 4,946 4,976 5,279 5,410 5,306 5,408 5,421 137 113

19.3 -0.7 2.0 1.3 0.6 3.2 1.6 -1.9 1.7 0.3

変動率は24年度より当年度と比較対照可能な前年データのみを対象に算定。

表８　農地価格（ブロック別平均）の推移
（市街化調整区域の農用地区域内）
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（ウ）その他のブロック
　北信は中田価格が212万７千円で0.8％の
下落、中畑価格が189万１千円で0.2％の下
落となっている。中国は中田価格が396万円
で横ばい、中畑価格が269万３千円で0.1％
の下落となっている。四国は、中田価格が
380万５千円で0.6％の下落、中畑価格が308
万円で1.6％の下落となっている。沖縄は、

中畑価格が542万１千円で0.3％の上昇と
なっている。

（３）農地価格の変動要因
　市街化調整区域の農用地区域における農地
価格の変動状況、およびその要因は、表10、
表11－１～３のとおりである。
　農地価格の変動状況をみると、「横ばい」

（市街化調整区域の農用地区域内）

畑中田中

令和４年 16.2 9.9 69.3 4.5 14.7 10.1 68.6 6.6 

全　国 令和５年 15.4 10.9 68.7 5.1 14.4 11.8 67.3 6.5 

令和６年 14.9 12.3 65.0 7.8 13.1 12.4 65.6 8.9 

令和４年 - 4.0 92.0 4.0 2.9 8.6 80.0 8.6 

北海道 令和５年 16.0 8.0 76.0 - 11.4 8.6 71.4 8.6 

令和６年 16.0 12.0 68.0 4.0 22.9 8.6 62.9 5.7 

令和４年 27.8 5.5 63.4 3.2 23.4 4.5 59.5 12.7 

東　北 令和５年 26.2 5.9 64.5 3.4 23.4 6.2 55.3 15.0 

令和６年 25.6 6.8 57.6 10.0 18.2 5.5 61.0 15.4 

令和４年 12.5 10.3 70.2 7.0 11.1 11.6 68.5 8.8 

関　東 令和５年 14.3 12.4 66.9 6.4 11.8 15.5 67.5 5.3 

令和６年 15.3 11.9 63.4 9.4 13.7 13.5 64.1 8.6 

令和４年 11.3 18.1 65.7 4.8 11.8 18.2 64.8 5.2 

東　海 令和５年 7.9 19.0 67.4 5.6 8.3 19.3 67.4 5.0 

令和６年 7.9 19.5 61.4 11.2 8.4 19.0 62.0 10.6 

令和４年 36.7 9.2 53.8 0.4 40.2 10.1 48.7 1.1 

北　信 令和５年 31.3 3.3 60.4 5.0 37.6 4.8 49.7 7.9 

令和６年 20.4 17.9 55.4 6.3 19.7 23.4 44.1 12.8 

令和４年 6.7 9.8 81.3 2.2 2.5 7.7 88.1 1.8 

近　畿 令和５年 7.3 9.3 78.7 4.7 4.3 6.5 84.5 4.7 

令和６年 10.4 10.4 74.4 4.8 8.6 7.9 78.9 4.5 

令和４年 0.9 8.5 83.4 7.1 1.0 7.9 84.7 6.4 

中　国 令和５年 1.9 14.6 80.7 2.8 1.5 14.3 81.8 2.5 

令和６年 - 11.8 84.4 3.8 - 13.3 83.7 3.0 

令和４年 27.0 7.2 64.9 0.9 25.0 9.0 62.0 4.0 

四　国 令和５年 25.5 1.8 66.4 6.4 31.3 3.0 60.6 5.1 

令和６年 17.4 7.3 69.7 5.5 21.6 4.1 72.2 2.1 

令和４年 23.3 4.2 65.1 7.4 22.2 3.9 66.1 7.8 

九　州 令和５年 21.0 11.8 61.3 5.9 19.4 12.0 63.4 5.1 

令和６年 27.4 7.0 59.1 6.5 21.8 5.3 64.7 8.2 

令和４年 - - - - 22.2 - 66.7 11.1 

沖　縄 令和５年 - - - - - - 70.0 30.0 

令和６年 - - - - 10.0 - 70.0 20.0 
　　（註）表５に同じ。

０～５％
下落

０％
（保合）

上昇
５％以上
下落

０～５％
下落

０％
（保合）

上昇
５％以上
下落

表９　変動率別調査地区数割合
（市街化調整区域の農用地区域内）
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調　査

が中田80.4％、中畑83.0％、「下降」が中田
16.6％、中畑14.0％、「上昇」は中田3.1％、
中畑3.0％となっている。

［下降の要因］
　中田価格の下降要因の割合をみると、「買
い手の減少」が39.0％と最も多く、次いで「生
産意欲の減退」が20.8％、「農産物価格の低
迷」が16.4％と続いている。中畑価格では、
「買い手の減少」が44.9％と最も多く、次い
で「生産意欲の減退」が18.0％、「農産物価
格の低迷」が11.8％と続いている。

［横ばいの要因］
　横ばい要因をみると、中田価格では、「買
い手の減少」が35.0％と最も多く、次いで「農
産物価格の低迷」が15.5％、「生産意欲の減

退」が14.0％と続いている。中畑価格では、
「買い手の減少」が39.4％と最も多く、次い
で「生産意欲の減退」が14.7％、「後継者不足」
が12.6％と続いている。

［上昇の要因］
　上昇要因をみると、中田価格では、「規模
拡大意欲が強い」が40.8％と最も多く、次
いで「周辺で宅地化が進行した影響」が
18.3％、「農業収益が増加・安定している」
が14.1％と続いている。中畑価格では、「規
模拡大意欲が強い」が36.4％と最も多く、
次いで「周辺で宅地化が進行した影響」が
19.7％、「農業収益が増加・安定している」
および「公共買収の影響」が9.1％となって
いる。

４．調査の方法
　本調査は昭和31年以降毎年実施しており、
令和６年調査で69回目である。調査時点は令
和６年５月１日現在で、旧市町村（11,596）
ごとに調査を行っている。今回、調査票を送

付した調査地区総数は11,432、そのうち集計
したのは11,064で、集計率は96.8％である。

（山崎　伊織）

（市街化調整区域の農用地区域内）
（単位：％）

下降 横ばい 上昇 無記入 計 下降 横ばい 上昇 無記入 計

昭和60年 5.4 67.0 26.8 0.8 100.0 6.6 67.5 25.0 0.9 100.0 

令和元年 19.3 78.7 1.7 0.4 100.0 17.8 79.5 2.2 0.5 100.0 

２年 17.8 80.2 2.0 - 100.0 16.6 81.7 1.8 - 100.0 

３年 19.8 77.6 2.5 0.1 100.0 16.3 80.7 3.0 0.0 100.0 

４年 17.9 79.9 2.2 - 100.0 16.5 80.4 3.0 - 100.0 

５年 17.2 80.8 2.0 - 100.0 15.8 82.0 2.2 - 100.0 

６年 16.6 80.4 3.1 - 100.0 14.0 83.0 3.0 - 100.0 

中　　　　　　　　　田 中　　　　　　　　　畑

表10　中田・中畑価格の下降・横ばい・上昇傾向
（市街化調整区域の農用地区域内）
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令和６年田畑売買価格等に関する調査結果について

（市街化調整区域の農用地区域内）
（ア）下降理由

【中　田】 （単位：％）

全体とし
て農業の
生産意欲
が減退し
ているた

め

米価など
農産物価
格が低い

ため

米生産調
整対策の

ため

兼業化に
よる労働
力不足の

ため

離農によ
る過疎化
のため

農業後継
者がいな
いため

農地価格
が農業収
益で買え
る限界ま
で達した
ため

農地の買
い手が少
ないまた
は買い控
えのため

あっせん
事業等に
より価格
水準が保
たれてい

る

負債整理
のため農
地の売却
が多いた

め

その他 計

昭和60年 9.2 5.7 1.4 5.7 - - 5.0 30.4 2.8 14.2 4.3 21.3 100.0 

令和５年 14.6 23.2 0.3 5.5 2.3 4.3 1.8 43.3 1.0 - 0.5 3.3 100.0 

令和６年 20.8 16.4 1.3 1.8 2.9 7.5 1.6 39.0 0.3 2.3 0.8 5.5 100.0 

北海道 - 33.3 33.3 - - - - 33.3 - - - - 100.0 

東　北 8.0 28.4 - 2.3 - 9.1 - 51.1 - - - 1.1 100.0 

関　東 24.7 22.4 - - - 9.4 - 29.4 - - 2.4 11.8 100.0 

東　海 16.7 2.4 - 7.1 - 7.1 - 64.3 - - 2.4 - 100.0 

北　信 44.9 28.6 6.1 2.0 - 4.1 4.1 8.2 2.0 - - - 100.0 

近　畿 11.1 2.8 - - 27.8 11.1 - 19.4 - 22.2 - 5.6 100.0 

中　国 - - - - - - - - - - - - - 

四　国 34.8 - - - 4.3 - - 56.5 - 4.3 - - 100.0 

九　州 19.6 1.8 - 1.8 - 7.1 7.1 48.2 - - - 14.3 100.0 

沖　縄 - - - - - - - - - - - - - 

【中　畑】 （単位：％）

全体とし
て農業の
生産意欲
が減退し
ているた

め

米価など
農産物価
格が低い

ため

米生産調
整対策の

ため

兼業化に
よる労働
力不足の

ため

離農によ
る過疎化
のため

農業後継
者がいな
いため

農地価格
が農業収
益で買え
る限界ま
で達した
ため

農地の買
い手が少
ないまた
は買い控
えのため

あっせん
事業等に
より価格
水準が保
たれてい

る

負債整理
のため農
地の売却
が多いた

め

その他 計

昭和60年 9.4 5.8 1.8 4.7 - - 4.1 23.4 0.6 13.5 7.0 29.7 100.0 

令和５年 10.8 11.9 1.2 6.1 1.7 9.9 1.5 52.0 0.6 0.3 0.3 3.8 100.0 

令和６年 18.0 11.8 0.7 2.0 3.6 9.8 0.7 44.9 0.7 3.0 0.7 4.3 100.0 

北海道 - 25.0 25.0 - - - - 37.5 12.5 - - - 100.0 

東　北 7.3 5.5 - 5.5 - 20.0 - 61.8 - - - - 100.0 

関　東 12.8 24.4 - - 2.6 11.5 - 34.6 - - 2.6 11.5 100.0 

東　海 14.3 - - 2.4 - 11.9 - 69.0 - - - 2.4 100.0 

北　信 48.6 32.4 - 2.7 - - 5.4 8.1 2.7 - - - 100.0 

近　畿 8.7 - - 4.3 34.8 8.7 - 4.3 - 34.8 - 4.3 100.0 

中　国 - - - - - - - - - - - - - 

四　国 34.8 - - - - - - 60.9 - 4.3 - - 100.0 

九　州 18.4 - - - 2.6 5.3 - 68.4 - - - 5.3 100.0 

沖　縄 - - - - - 100.0 - - - - - - 100.0 

（註）表７－１（ア）の註に同じ。なお都市計画区域市町村について変動理由の集計を開始したのは、昭和57年からである。

ブ

ロ

ク

別

土地投機
や開発、
宅地化、
代替地取
得等がお
さまった
ため

全
　
国

ブ

ロ

ク

別

土地投機
や開発、
宅地化、
代替地取
得等がお
さまった
ため

全
国

表11－１　農地価格の変動理由別調査地区数割合
（市街化調整区域の農用地区域内）
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調　査

（市街化調整区域の農用地区域内）
（イ）横ばい理由

【中　田】 （単位：％）

全体とし
て農業の
生産意

欲が減退
している

ため

米価など
農産物

価格が低
いため

米生産
調整対

策のため

兼業化に
よる労働
力不足の

ため

離農によ
る過疎化
のため

農業後
継者がい
ないため

農地価
格が農業
収益で買
える限界
まで達し
たため

農地の買
い手が少
ないまた
は買い控
えのため

あっせん
事業等に
より価格
水準が保
たれてい

る

負債整
理のため
農地の売
却が多い

ため

その他 計

昭和60年 9.7 11.9 2.8 4.3 - - 15.9 28.0 1.4 12.2 5.7 8.1 100.0 

令和５年 14.7 14.8 0.9 6.1 1.3 12.8 1.7 33.8 3.7 - 3.1 7.2 100.0 

令和６年 14.0 15.5 0.8 5.8 1.0 13.1 1.6 35.0 3.6 - 3.4 6.1 100.0 

北海道 - 21.1 - - - - 15.8 15.8 42.1 - - 5.3 100.0 

東　北 11.9 35.2 1.4 2.3 - 5.5 - 41.1 2.3 - - 0.5 100.0 

関　東 12.6 12.6 - 5.1 0.5 15.7 4.3 37.9 2.5 - 6.6 2.3 100.0 

東　海 13.6 9.2 0.3 8.6 0.6 11.8 - 40.8 5.0 - 2.1 8.0 100.0 

北　信 12.4 25.4 3.2 3.2 3.8 13.5 3.2 34.6 0.5 - - - 100.0 

近　畿 18.7 11.6 - 11.9 1.4 28.2 - 24.1 - - 1.7 2.4 100.0 

中　国 22.2 7.5 - 1.9 0.5 2.8 - 21.2 6.1 - 10.8 26.9 100.0 

四　国 11.0 15.9 - 1.2 - 11.0 - 54.9 2.4 - 3.7 - 100.0 

九　州 5.0 14.0 3.3 7.4 2.5 5.8 3.3 39.7 9.1 - - 9.9 100.0 

沖　縄 - - - - - - - - - - - - - 

【中　畑】 （単位：％）

全体とし
て農業の
生産意

欲が減退
している

ため

米価など
農産物

価格が低
いため

米生産
調整対

策のため

兼業化に
よる労働
力不足の

ため

離農によ
る過疎化
のため

農業後
継者がい
ないため

農地価
格が農業
収益で買
える限界
まで達し
たため

農地の買
い手が少
ないまた
は買い控
えのため

あっせん
事業等に
より価格
水準が保
たれてい

る

負債整
理のため
農地の売
却が多い

ため

その他 計

昭和60年 10.2 9.8 1.5 4.7 - - 15.0 31.7 1.0 11.3 5.9 8.9 100.0 

令和５年 14.9 8.6 0.2 6.9 2.0 12.2 1.7 37.6 4.3 - 3.5 8.1 100.0 

令和６年 14.7 8.5 0.3 6.5 1.4 12.6 2.7 39.4 3.9 - 3.8 6.3 100.0 

北海道 - 15.4 - - - 3.8 19.2 15.4 42.3 - - 3.8 100.0 

東　北 12.8 17.6 0.9 0.9 0.4 7.9 4.4 53.3 1.3 - - 0.4 100.0 

関　東 15.4 7.6 - 8.1 0.2 13.0 4.4 39.7 2.5 - 7.4 1.7 100.0 

東　海 14.6 8.0 - 7.1 2.3 12.9 0.9 39.1 4.9 - 2.0 8.3 100.0 

北　信 6.3 5.6 - 9.7 4.2 20.1 2.1 50.7 0.7 - 0.7 - 100.0 

近　畿 20.3 7.1 - 12.9 1.7 22.0 - 32.4 - - 1.2 2.5 100.0 

中　国 21.7 7.4 - 0.5 1.5 3.4 - 21.2 6.4 - 11.3 26.6 100.0 

四　国 9.5 4.1 - 1.4 1.4 17.6 - 58.1 2.7 - 5.4 - 100.0 

九　州 10.4 5.6 2.4 7.2 1.6 6.4 6.4 39.2 8.8 - - 12.0 100.0 

沖　縄 - - - 14.3 - 14.3 14.3 14.3 42.9 - - - 100.0 

（註）表７－１（ア）の註に同じ。

ブ

ロ

ク

別

土地投
機や開

発、宅地
化、代替
地取得

等がおさ
まったた

全
国

ブ

ロ

ク

別

土地投
機や開

発、宅地
化、代替
地取得

等がおさ
まったた

全
国

表11－２　農地価格の変動理由別調査地区数割合
（市街化調整区域の農用地区域内）
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令和６年田畑売買価格等に関する調査結果について

（市街化調整区域の農用地区域内）
（ウ）上昇理由

【中　田】 （単位：％）

農業収
益が増
加・安定
している
ため

農業経
営の規
模拡大
意欲が
強いため

圃場整
備・土地
改良事
業が行わ
れたため

農用地
区域の

周辺で宅
地化が
進行した
影響

代替地と
して需要
が高いた

め

工場用
地等のた
めの民間
企業によ
る買収の
影響

道路・鉄
道等公
共買収
の影響

土地投
機の気
分が強い
ため

農地は
売らない
との意識
が強いた

め

農地価
格は上
昇するも
のとの意
識が強い

ため

その他 計

昭和60年 7.6 - 8.1 21.1 17.8 - 12.2 3.6 12.2 11.1 6.3 100.0 

令和５年 8.7 32.6 2.2 4.3 4.3 4.3 - - 6.5 - 37.0 100.0 

令和６年 14.1 40.8 1.4 18.3 - - 5.6 4.2 1.4 2.8 11.3 100.0 

北海道 - - - - - - - - - - - - 

東　北 - 50.0 - 50.0 - - - - - - - 100.0 

関　東 33.3 36.7 3.3 - - - - 3.3 - 6.7 16.7 100.0 

東　海 - 42.9 - 21.4 - - 21.4 - 7.1 - 7.1 100.0 

北　信 - - - 100.0 - - - - - - - 100.0 

近　畿 - 50.0 - - - - - 33.3 - - 16.7 100.0 

中　国 - - - - - - - - - - - - 

四　国 - 50.0 - 50.0 - - - - - - - 100.0 

九　州 - 66.7 - 11.1 - - 11.1 - - - 11.1 100.0 

沖　縄 - - - - - - - - - - - - 

【中　畑】 （単位：％）

農業収
益が増
加・安定
している
ため

農業経
営の規
模拡大
意欲が
強いため

圃場整
備・土地
改良事
業が行わ
れたため

農用地
区域の

周辺で宅
地化が
進行した
影響

代替地と
して需要
が高いた

め

工場用
地等のた
めの民間
企業によ
る買収の
影響

道路・鉄
道等公
共買収
の影響

土地投
機の気
分が強い
ため

農地は
売らない
との意識
が強いた

め

農地価
格は上
昇するも
のとの意
識が強い

ため

その他 計

昭和60年 7.0 - 6.6 23.2 17.0 - 11.5 5.3 11.7 12.1 5.6 100.0 

令和５年 6.4 53.2 - 6.4 2.1 6.4 - 2.1 4.3 2.1 17.0 100.0 

令和６年 9.1 36.4 - 19.7 - - 9.1 4.5 1.5 4.5 15.2 100.0 

北海道 - 100.0 - - - - - - - - - 100.0 

東　北 - 80.0 - 10.0 - - 10.0 - - - - 100.0 

関　東 16.7 29.2 - 4.2 - - - 12.5 - 8.3 29.2 100.0 

東　海 - 30.8 - 7.7 - - 38.5 - 7.7 - 15.4 100.0 

北　信 - - - 100.0 - - - - - - - 100.0 

近　畿 - - - 100.0 - - - - - - - 100.0 

中　国 - - - - - - - - - - - - 

四　国 - - - - - - - - - - - - 

九　州 28.6 42.9 - 14.3 - - - - - - 14.3 100.0 

沖　縄 - 50.0 - - - - - - - 50.0 - 100.0 

（註）表７－１（ア）の註に同じ。

全
国

ブ

ロ

ク

別

全
国

ブ

ロ

ク

別

表11－３　農地価格の変動理由別調査地区数割合
（市街化調整区域の農用地区域内）
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く

　とにかく暑かった。気象庁によれば、６～８
月の日本の平均気温は1898年の統計開始以来、
127年間で過去最高だったという。記録に残る
夏もようやく終わりを迎えた。
　高温の影響で例年より早く始まった稲刈り
は、すでに終盤戦。ＪＡの概算金を見れば、多
くの地域で過去最高の水準に達している。農家
にとって歓迎すべき状況にあるが、政府が突如
として「米増産」の方針を打ち出すなど「令和
米騒動」が収束する兆しはまだ見えない。一連
の動向について荒幡氏に解説いただいた。
　馬上氏の寄稿にも興味深い記述がある。十分

な日照が確保されず営農がおろそかになるので
はないか―などの疑問を持たれやすい営農型太
陽光発電だが、真夏の強烈な日差しをパネルが
和らげ、作物の猛暑被害を軽減するメリットも
あるという。もちろん、農業・農村との共生な
どの観点から見れば、課題は少なくない。タイ
トル通り「望ましい営農型太陽光発電」に向け
た議論を深めることが大切だろう。
　加えて本号は、農村の未来を語る上で避けら
れない不在村地主の問題や、地域計画の達成に
向けた課題にもスポットを当てている。どうぞ
ページをめくってみてください。

▶　▶　▶ 編　集　後　記 ◀　◀　◀
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